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学校歯科保健に関する図面ポスターコンクール

本会が、次の世代をになう小学校児童に対し、口腔保健に関する理解と認識を高める目的を

もって、「歯科保健に関する図画・ポスターコンクール」を始めて、本年度は12年目である，

加盟団体単位で集められたものを厳選して、小学生による図画（1～3年）・ポスター（4～6年）

各1点を口本学校歯科医会へ送付してもらい、優秀作品を選出する，

平成元年度は平成元年8月31日に締め切られ、93点の作品が応募されたr日本学校歯科医会

においては平成元年11月2日、会長、専務理事、常務理事、一水会委員・近岡善次郎画伯に

よって厳正な審査を行ったが、力作が多く、例年より図画・ポスターとも各1点つつ多く、

図画7点・ポスター7点を最優秀作品と決定し、他を優秀とした．

最優秀作品には賞状と楯、優

秀作品には賞状を送り、全応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿一一一　　　　　　　　　　　　　ヒ
募者に副賞として図書券が送

られた。応募された各学校、

爺齢藁瓢羨郷　 炉鉄一＾　　◎
は歯科医師会に心からの謝意

を表しま’す。

審査風量［〉

写真右から

　湯浅常務

　加藤会長
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審査を終えての総評

一 一水会狽　近岡善次郎

今年はイラスト的な絵が多く面自かったが飛び抜けて目ウ：つ作，1、1、も少なかったttいつも感じ

ることだが、歯を考えると顔と大きく開いた口と歯とパフラシだけの絵が目立ちすぎる　人

だけでなく動物なども使ったら面白いと思うが動物の絵は一点しかなかった。



平成元年度

歯科保健図画・ポスターコンクール

　　　　　　　　　　　　　最優秀入選
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▲3年秋山綾子



▲4年渡辺涼子 ▲6年森　理也

▲4年古矢美由紀
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▲6年渡辺祐二

▲5年右田光史郎

★紙面の関係で一部学年順に並んでいないものがあります ▲5年津田めぐみ



最優秀作品についての画評

1年　山田　久志 （群馬県秋畑小学校）

顔と口を大きく描き力強い感じが出ていて

気侍の良い絵です。色も美しい。

1年清水　豪 （愛媛県三島小学校）

1年らしい可愛いい感じが画面一・ぱいに出

ている。

1年せわきみゆき／熊本県鏡西部小判交）

金体におとなしい形と色の美しさが画面一・

はいに出ていてよい。

2年　大槻克巳 （宮城県西根小学校）

Ji供らしい描き方。色も形も全体の感じが

かわいい。洗面所の感じも良く出ている。

2年　うらやまちあぎ山形県寒河江中部・J・学椥

画面一ぽいを使った構図のとり方がうまい。

色がとても良く調和している。

3年高松朋子 （東京都谷戸小学校）

学校で皆が並んで歯をみてもらっている感

じが実に良く出ている。顔の表情も可愛い

いr

3年秋山　綾子 （宮崎県加納小学校）

医師と子供とがうまく画面に配置されてい

る一色も美しいし動きも出ている。

4年渡辺涼子　（福島県永井野小学校）

色も形も面自さも良く出ている。細い線を

うまく使って女の子のやさしい感じが出て

いるのも良い。

近岡善次郎

4年　古矢　美由紀榊奈川県大窪小学校）

三人横並びの構図が面自い。色も強いし文

字の配置もうまい。

5年津田　めぐみ　（石川県樋川小学校）

ポスターらしい描き方で配色もうまい。全

体で見て力強い感じが出ていてポスターと

しては立派です。

5年右田光史郎伏分県大平山小学校）

画面の真中をうまく左右に使って画を作っ

た考えはうまいものです。色がポスターに

しては弱く暗いのがおしい。

6年　東條　麻紀子　（千葉県高根小学椥

学校で皆が一一緒に歯をみがいている感じは

良く出ている。色と形がもう少ししっかり

強くかければ良かった。

6年森理也 （名古屋市北一・社小学校）

動物をモチーフに使ったのがとてもすばら

しい考えです。形も良い。色がくすんだの

が残念。

6年渡辺祐二 （岐阜県伊深小学校）

広々とした感じを出した構図がこのホスタ

ー の一番美しいところ。文字の位置や色も

明るくて良い。



日本学校歯科医会会誌62号1990年1月／1

巻 頭 言

（社）日本学校歯科医会

　会長加藤増夫

　本会誌62号は昨年9月，鹿児島市に於て開催した平成元年度学校歯科保健研究協議会

（むし歯予防推進指定校協議会）の内容を基本に編集しました。

　日頃，会員諸兄の児童・生徒の歯科保健への前進に絶大なるご尽力により年々，僅かつ

つですが文部省学校保健統計が示す数値の通り成果を挙げて参りました。

　然しながらWHOが1981年に“2000年までの歯科保健目標”を採択提唱しておりますな

かでの12歳児1人平均DMFT数3以下については，既にオーストリア，デンマーク，

フィンラソド，イタリア，オランダ，ニュージーランド，ノルウェー，スイス，ソ連，ス

ウェーデン，英国そして米国の国々では達成されているとWHOの専門家は報告していま

す、更に地」或ごとのll腔衛生は主として，12歳児のう蝕歯・欠如歯・充填歯を数えるDM

F－Tインデックスと呼ぱれているもので判定さオ1ており，このう蝕におけるインデック

スによると1．1までは「大変軽度」1．2～2．0は「軽度」2．7～4．4は「極端にひどくない」

・1．5～6．5は「重度」そして6．6以上は「かなりの重度」と分類してあります。

　1960年代初期は先進国においても12～14歳のDMFが10～12と報告されていたものが，

ここにきてすばらしい成果を挙げたのは予防プログラムの結：果で，歯ブラシ，歯磨粉，う

がい薬等の水や塩の中のフッ素使用であると報告されています。

　高齢化社会を迎えH本人の歯の寿命は仲々年齢の如く伸びません。歯は命“一・生自分の

歯で食べよう”をターゲットとする今日，学校歯科保健の重要性を再認識していただき

2，000年まで10ケ年あまり是非共DMF　3以下にするため努力を傾注して参りましょう。

　文部省は昭和53年「小学校／歯の保健指導の手引」を発刊し，その趣旨の徹底を図ると

ともに53年度から全国に「むし歯予防推進指定校」を設け，学校における歯に関する保健

活動の充実を推進しておるところであり，本会は全国を各ブロックに分けて第10・11回学

校歯科保健研修会の中で年間歯科保健計画策定のワークショップを実施して，広く第一線

の現場に展開を求めてWHO2000年迄の目的達成に学校歯科保健の包括化を基本に全会員

のご奉仕を心より念願する次第です。蕉辞をつらねて巻頭の言葉と致します。
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★寒河江中部小学校

富沢小学校

金透小学校

★永井野小学校

宍塚小学校

下彦間小学校

助戸小学校

★秋畑小学校

太H陳小学校
高神’」・学校

★高根小学校

新里小学校

上落合小学校

★谷戸小学校

住占小学校

★人窪小学校

菅井小学校

東住吉小学校

生川小学校

人町東小学校

大町東小学校

東湯之谷小学校

井栗小学校

千浜小学校

興津小学校

本地丘小学校

★北一祉小学校

土岐郡笠原小学校

★伊深小学校

多度東小学校

箕曲小学校

作見小学校

★樋川小学校

中央小学校

中藤小学校
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★印は，最優秀作品
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平成元年度 学校歯科保健研究協議会

趣旨　歯及び口腔に関すろ保健活動について研究協議を行い，学校における歯科保健活動の充

　　実を図る。

主催　文部省，鹿児島県教育委員会・鹿児島市教育委員会・（社）H本学校歯科医会・鹿児島県

　　学校歯科医会・（社）鹿児島県歯科医師会・（社）鹿児島市歯科医師会・鹿児島県学校保健会

期日　平成元年9月13日（水）・14日（木）

会場　9月13日（水）　全体会　鹿児島県文化セソター

　　　9月14日（木）　第1分科会（教員部会）　鹿児島県産業会館

　　　　　　　　　　　第2分科会（学校歯科医部会）　鹿児島県歯科医師会館

対象　（1）国公私立学校長・教頭及び教員

　　　②　学校歯科医及び都道府県・市町村教育委員会の担当者

　　　（3）上記以外の学校保健関係者及びPTA等

■全体会■　g月13日（水）鹿児島県文化セソタ＿

開会式

　開式のことば　　　　　　　　　鹿児島県学校歯科医会副会長

　あいさつ　　　　　　　　　　　文部省体育局学校健康教育課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島県教育委員会教育長

　　　　　　　　　　　　　　　（社）日本学校歯科医会専務理事

　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島県学校歯科医会会長

　歓迎のことは　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島市長

　閉式のことは　　　　　　　　　鹿児島県学校歯科医会副会長

講義1

　「新しい指導要領における歯科保健教育と指導」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部省体育局体育官

講義II

　「生涯を通じる健康と学校における歯科保健指導」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明海大学歯学部教授

研究発表・協議

座長

発表者

指導助言者

　　　　（社）日本学校歯科医会専務理事

　　　　宮崎県延岡市立西階幼稚園教諭

　　　熊本県洒水町立洒水西小学校教諭

　　　　鹿児島県東町立鷹巣中学校教諭

鹿児島県松山町立松山小学校学校歯科医

　　　　　　　　　明海大学歯学部教授

　　　　（社）日本学校歯科医会常務理事

　　　　　　　　　文部省体育局体育官
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【講義1】

新しい学習指導要領における歯科保健教育と指導

文部省体育局体育官猪股俊二

1．　学校における歯の保健指導の効果

2．　学習指導要領改訂の基本方針

3．　学習指導要領総則i体育に関する指導」と

　　歯に関する指導

4．　歯の保健指導の目標及び内容の吟味

5．　歯の保健指導の指導計画の吟味

6．　歯の保健指導の指導法の工夫

7．　「開かれた学校の促進」と学校保健委員会

　　の活性化

【資料1】

学習指導要領改訂のねらいと主な改善点

　1．　改善のねらいについて

　幼稚園および小・中・高等学校の学習指導要領

は，昭和62年12月の教育課程審議会の答申を受け

て，これからの社会の変化とそれに伴う幼児児童

生徒の生活や意識の変容に配膚しつつ，生涯学習

の基礎を培うという観点に立ち，21世紀を目指し

社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成

を図ることを基本的なねらいとし，次のような方

針のもとに改訂された。

　○心豊かな人間の育成

　○基礎・基本の重視と個性教育の推進

　○自己教育力の育成

　○文化と伝統の尊重と国際理解の推進

　2．主な改善内容について

　（1）心豊かな人間の育成

　この柱は，答申の改善のねらい「（1）豊かな心を

｛、ち，たくま1く生きる人間の育成を図ること。」

を受けたものである。豊かな人間を培うというこ

とはこれまでも強調されてきたが，今回の改訂で

は「たくましく生きる人間の育成」が特に強調さ

れている。そしてその際の観点としては，次のよ

うな事柄を指摘しているのである。

　○真理を求める心や自然を愛し美しいものや崇

　　高なものに感動する心を育てること。

　○生命を尊重する心や他人を思いやる心を育て

　　ること。

　○すごやかな精神と身体を育てること。

　○基本的な生活習慣を身につけ自らの意志で社

　　会規範を守る態度を育てること。

　○自律・自制の心や強靱な意志と実践力を育て

　　ること。

　○自ら生きる目標を求めその実現に努める態度

　　を育てること。

　これらについては，各学校段階において幼児児

竜生徒の発達段階や各教科等の特性に応じ，これ

らの指導の充実に努めなければならないとしてい

る。

　そこで，このような趣旨を受けて次のような事

項を主な改善内容としている。

　①幼稚園，小・中・高等学校において，自主

　　的，主体的に学習や生活をする力を育てる教

　　育の促進

　②　幼稚園における人とのかかわりをもつ力と

　　基本的な生活習慣や態度の育成の明確化

　③　小・中学校における道徳教育の内容の重点

　　化と指導の充実

　④高等学校における人間としての在り方，生
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　　き方の指導の充実と公民科の新設

　⑤小・中・高等学校において，自然とのふれ

　　合いや奉仕などの体験の重視

　とりわけ，保健，安全，学校給食にかかわる指

導にとって，①の「自主的，主体的に学習や生活

をする力を育てる教育の促進」，④の「高等学校

における人間としての在り方，生き方の指導の充

実」は重要な意味をもつものといえる。

　①にかかわっては，小・中高等学校の学習指導

要領総則3の体育に関する指導の項で，「生涯を

通じて健康で安全な生活を送るための基礎が培わ

れるよう配慮しなけれぽならない」とされ，保健，

安全などの健康に関する教育の充実が強調されて

いる。

　また，④にかかわって，ホーム・レームの内容の

示し方が「個人及び社会の一員としての在り方，

生き方に関すること」の内容に位置付けられてい

る。

　さらに，心豊かな人間育成とかかわって，小・

中・高等学校の保健の内容で心の健康についての

充実を図っている。

　（2）基礎・基本の重視と個性教育の推進

　初等中等教育においては，人間の一生を通じて

の成長と発達の基礎を培い，国民として必要とさ

れる基礎的・基本的な内容を確実に身に付けさ

せ，個性を生かす教育の充実を図ることについて

は答申において強調されているところである。

　したがって，基礎・基本の定着を図り，一人一

人の幼児児童生徒が個性を十分に発揮し，より主

体的に生きていくことのできる力を育てるという

観点から，次のような事項を主な改善内容として

いる。

　①小・中・高等学校における各教科等の内容

　　の精選と一貫性の確保

　②幼稚園教育のねらいおよび内容の明確化と

　　小学校低学年における生活科の新設

　③中学校における選択履修の幅の拡大と高等

　　学校における多様な科目の設置

　④個に応じた指導の充実，特に中学校におけ

　　る習熟の程度に応じた指導の充実

　とりわけ，①にかかわって体育および保健体育

の保健（保健学習）においては，次の事項を基本

として内容の改善が図られている。

　①身体や精神の機能および発達に関するこ

　　と。

　②健康と環境に関すること。

　③疾病や傷害の要因とその予防・防ll二に関す

　　ること。

　①健康を保持増進するための適切な力法や制

　　度に関すること。

　このような柱を基本として，小・中・高等学校

の保健の内容は次のような大項目で構成されるこ

とになったのである。

　　小　学　校一
（1）体の発育と心の発達

②　けがの防II：

（3）病気の予防

（4）健康な生活

　　　　　　↓

一一　　　　中　学　校　　一一

（D　心身の機能の発達と心4）健康

（2）健康と環境

（3）傷害の防止

（1）疾病の予防

（5）健康と生活

↓
一 高等学校
（1）現代社会と健康

（2）環境と健康

（3）生涯を通じる健康

（4）集団の健康

　（3）　自己教育力の育成

　これからの学校教育は，生涯学習の基礎を培う

ものとして，自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的

に対応ができる能力の育成を重視する必要があ

る。そのためには，自ら学ぶ目標を定め，何をど

のように学ぶかという主体的な学習の仕方を身に

付けさせるよう配慮することなどの必要性が答申

で強調されている。このような趣旨を受けて次の

ような事項を改善内容の重点にあげている。

　①各教科等において，思考力，判断力，表現

　　力などの能力の育成の充実



　②　各教科等において，創造性の基礎となる論

　　理的思考力，想像力および直観力の育成の重

　　視

　③各教科等において，情報を適切に活用する

　　能力の育成および学習指導における情報手段

　　の活用の重視

　④高等学校における家庭科の男子必修化

　⑤幼稚園小・中・高等学校において，体験

的学習や問題解決的学習の充実

　保健や安全の教育においては，①，②とのかか

わりにおいて教科の保健はもちろんのこと，特別

活動の学級活動やホームルームにおける保健指

導，安全指導の授業においても，児童生徒の主休

的な学習がみられるような指導の工夫がいちだん

と重要になってきているということであるr，

　（4）文化と伝統の尊重と国際理解の推進

　国際化が進む中にあって，諸外国の人々の生活

や文化を理解し尊重するとともに，わが国の文化

と伝統を大切にする態度を育成することを重視L

ていく必要がある。このような答申の趣旨を受け

て，わが国の文化と伝統を尊重する態度の育成を

重視するとともに，世界の文化や歴史についての

理解を深め，国際社会に生きる日本人としての資

質を養う観点から，次のような事項を主な改善内

容としている。

　①小・中学校における歴史学習の改善

　②　高等学校における地理歴史科の新設と世界

　　史の必修

　③　中・高等学校における古典学習の充実

　④中・高等学校における外国語によるコミュ

　　ニケーショソ能力の育成の重視

　⑤　小・中・高等学校における国旗および国歌

　　の指導の充実　　　　　　　（吉田螢一郎）

【資料2】

小学校指導書教育課程一般編（抜すい）

3．体育に関する指導（第1章第1の3）

3　学校における体育に関する指導は，学校の

教育活動全体を通じて適切に行うものとす

日本学校歯科医会会誌62号1990年1月／7

る，，特に，体力の向上及び健康の保持増進に1

関する指導については，体育科の時間はもと

より，特別活動などにおいても十分行うよう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
努めることとし，それらの指導を通して，日

常生活における適切な体育的活動の実践が促

されるとともに，生涯を通じて健康で安全な

生活を送るための基礎が培われるよう配慮し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1なけれぽならない。

　体育に関する指導は，健康で安全な生活を営む

ために必要な態度や習慣を育て，心身の調和的な

発達を図ることをねらいとするものである。すな

わち，生涯体育・スポーツと体力の向上を重視

し，児童が自ら進んで運動に親しむ態度や能力を

身に付け，心身を鍛えることができるようにする

とともに，身近な生活における健康・安全に関す

る知識の理解や活動を通じて自主的に健康で安全

な生活を実践することのできる能力と態度を育成

し，生涯にわたり楽しく明るい生活を営むための

基盤iづくりを目指したものである。したがって，

その指導においては，運動・スポーツ活動はもと

より，保健指導，安全指導，給食指導などの健康

にかかわる指導が重視されなければならない。こ

のような体育に関する指導は，体育科の時間だけ

でなく，関連の教科や道徳，特別活動など学校の

教育活動全体を通じて行うことによって，その一

層の充実を図ることができる。

　特に，体力の向上及び健康の保持増進に関する

指導については，体育科の指導の充実を図ること

はもとより，特別活動における学級活動の健康や

安全に関する指導，学校行事の健康安全・体育的

行事，児童会活動，クラブ活動などにおける体力

の向上や健康・安全にかかわる諸活動を積極的に

行うことによって，その充実を図ることが大切で

ある。各学校において，こうした指導を効果的に

進めるためには，地域や学校の実態及び児童の体

力や健康状態等を的確に把握し，それにふさわし

い学校の全体計画を作成し，計画的，継続的に指

導する必要がある。

　また，体力の向上や健康の保持増進に関する指

導を通して，学校生活はもちろんのこと，家庭や
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地域社会における日常生活においても，自ら進ん

で運動を適切に実践する習慣を形成し，生涯を通

じて運動に親しむための基礎を培うとともに，児

童が積極的に心身の健康の増進を図っていく態度

や習慣を身に付け，生涯を通じて健康で安全な生

活を送るための基礎が培われるよう配慮すること

が大切である。

【資料3】

中学校指導書教育課程・般編（抜すい）

第3章　教育課程の編成及び実施

3．　体育に関する指導（第1章第1の3）

3　学校における体育に関する指導は，学校の

教育活動全体を通じて適切に行うものとす

　る。特に，体力の向上及び健康の保持増進に

関する指導については，保健体育科の時間は

　もとより，特別活動などにおいても十分行う

　よう努めることとし，それらの指導を通して，

　日常生活における適切な体育的活動の実践が

促されるとともに，生涯を通じて健康で安全

な生活を送るための基礎が培われるよう配慮

　しなけれぽならない。

　なお，中学校にあっては，教科担任制を原則と

しているために，ともすれば，体育に関する指導

が保健体育担当の教師に任されてしまうおそれが

ある。しかし，体育に関する指導は，学校の教育

活動全体を通じて適切に行われるべきものであ

り，その効果を上げるためには，保健体育担当の

教師だけでなく，全教師の理解と協力が得られる

よう，学校の実態等に応じて指導体制の工夫改善

に努めるなど，組織的に進めていくことが大切で

ある。

【資料4】

小学校指導書特別活動編（抜すい）

　2．改訂の要点

　特別活動については，基本的な性格は現行どお

りとしたヒで，改訂の趣旨を踏まえて改善を行う

こととした。今回の改善により，特別活動は，学

級活動，児童会活動，クラブ活動及び学校行事の

四内容から構成されることになった。

　特別活動については，次の点について改善を

行った。

　（1）学級活動の新設

　現行の学級会活動と学級指導とを統合して，新

たに学級活動を設ける，，学級活動は，「学級や学校

の生活の充実と向kに関すること1，及び「日常

の牛活や学習への適応及び健康や安全に関するこ

と」の二つの内容によv）て構成することとした。

　これは，学級生活における諸問題の解決，基本

的な生活習慣の形成，健康で安全なノL活などにか

かわる内容が，学校や児童の実態に応じて弾力的

に取りトげられるようにすることを意図したもの

である。

　（2）学校行事の改善

　学校行事については，集団生活への適応，自然

との触れ合い，奉仕や勤労の精神の酒養にかかわ

る体験的な活動を一層重視することとした。その

ため，現行の遠足・旅行的行事を遠足・集団宿泊

的行動とし，現行の勤労・生産的行事の勤労生

産・奉仕的行事と改めるとともに，現行の体育的

行事と保健・安全的行事とを統合して新たに健康

安全・体育的行事を設けることとした。

　第2節　特別活動の基本的な性格

　（3）　生徒指導との関係

　学習指導要領第1章総則第4では，生徒指導に

ついて次のように示している。

　教師と児童及び児童相互の好ましい人間関係

を育てるとともに児童理解を深め，生徒指導の

充実を図ること。



　生徒指導は，便宜的に学業指導，適応指導，道

徳性指導，保健指導，余暇指導などに分けて計画

されることがあるが，これらは特に，学級活動に

おける指導内容と深い関係をもっている。

　すなわち，学級活動の「（2）日常の生活や学習へ

の適応及び健康や安全に関すること」の内容とし

不安や悩みの解消，基本的な生活習慣の形成，望

ましい人間関係の育成，意欲的な学習態度の形成，

学校図書館の利用や情報の適切な活用，健康で安

全な生活態度の形成，学校給食などが示されてい

ることから，学校教育すべての場面で働く生徒指

導を，この学級活動において言1画的に指導する必

要がある。

　また，児童会活動，クシブ活動及び学校行事な

ど特別活動におげる様々な活動の場面で，それぞ

れの児童が個性を発揮し，集団の…員としての白

覚を深め，責任と協力によって生活の向上を図ろ

うとする自発的，実践的な活動において，児童は

自己決定の機会を得，責任ある活動を通して充実

感や達成感を味わい，一層積極的，意欲的に自発

的な活動を志すようになる。

第3章　各内容の特質と活動内容及びその指導

第1節　学級活動

　1．　学級活動の特質

　学級活動は，学習指導要領で次のように示して

いる。

1学繍動においては，轍蝉fウニとし℃引

級生活の充実と向上を図り，健全な生活態度の

育成に資する活動を行うこと。

　児童の学校生活は，その大部分が学級という集

団を基盤にして展開されている。学級集団は，自

然発生的にできたものではなく，教育酌に構成さ

れたものであり，初めのうち…人一人の児童は，

個々ばらばらでまとまりもなく，集団内に対立や

離反などの問題が生じやすい。このような学級集

団は，時日の経過にともない，やがて，学級独自

の雰囲気や学級の全体的な特性が生まれてくる。
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しかし，そのような集団の中にあって，一・人一人

の児童は，基本的な生活習慣や望ましい人間関

係，健康で安全な生活態度などについて，何らか

の不安や悩み，問題を生じさせてくる。

　したがって，このような学級の中で，学級生活

の充実と向上を図るために，問題点の原因や解決

方法を話し合うなどの具体的な活動を通して，児

童一一人一人に学級集団の一員としての自覚を深め

させるとともに，健全な生活態度を身に付け，自

主的，積極的に学級集団の充実と発展に寄与でき

るようにすることが大切である。

　以上のことから，学級活動の目標は，およそ次

のように考えられるであろう。

　児童が白分たちの学級生活の充実と向一ヒを日指

して，学級生活に関する諸問題の解決や仕事の分

担処理などを自主的に行うとともに，生活や学習

への適応及び健康や安全な生活など心身の健康を

増進し，健全な生活態度を身に付ける活動を通し

て，集団の一員としての自覚を深め，協力してよ

りよい生活を築こうとする態度を育てる。

　つまり，児竜一人一人が学級の一員として何ら

かの役割を受け持ち，学級生活の充実と向上を口

指して活動すうとともに，集団の中で自己を生か

t，日常生活を営むために必要な行動の仕方を身

に付けるなど，健全な生活態度の育成にかかわる

活動が，学級活動である。

　ところで，後半の「集団の一・員としての自覚を

深め，協力してよりよい生活を築こうとする態度

を育てる」は，教育の一般的な目標と言えるもの

であり，各教科，道徳をはじめ，学校の教育活動

の全体を通して配慮されなけれぼならないことで

ある。それゆえ，学級活動の特質は，前段に示し

た「児童が自分たちの学級生活の充実と向上を目

指して，学級生活に関する諸問題の解決や仕事の

分担処理などを自主的に行うとともに，生活や学

習への適応及び健康や安全な生活など心身の健康

を増進し，健全な生活態度を身に付ける活動」を

通して，後段に示したねらいの達成を図ることに

ある。ここで，「自主的に行う」といっても，それ

は当然教師の指導によって育成されるものである

が，学級活動の指導においては，児童の発想や創
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意を十分尊重し，児童の実践的な態度を焦らずに

育成する構えを教師がもつことが大切である。

　この点について，学習指導要領第4章の「指導

計画の作成と内容の取扱い」においても，指導計

画の作成に当たって「児童による自主的，実践的

な活動が助長されるようにすること」と示してい

ることに留意する必要がある。

　2．　学級活動の活動内容と指導計画

　（1）学級活動の活動内容

　学級活動の活動内容として，学習指導要領では

次のように示している。

（1）学級や学校の生活の充実と向上に関するこ

　と。

　　学級や学校における生活上の諸問題の解

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　決，学級内の仕事の分担処理など

（2）H常生活や学習への三箇応及び健康や安全に

　関すること。

　　不安や悩みの解消，基本的な生活習慣の形

　成，望ましい人間関係の育成，意欲的な学習1

　態度の形成，学校図書館の利用や情報の適切

　な活用，健康で安全な生活態度の形成，学校

　給食など

　これら二つの活動内容は，学校の規模の大小や

地域の実態にかかわらず必ず実施しなければなら

ないものであり，各学級の児童全員が集団活動と

して行うことになるものである。

　次に二つの活動内容について，そのあらましを

述べることとする。

　ア．学級や学校の生活の充実と向ヒに関するこ

　　と

　　この活動内容は，…人一人の児童が協力して

　学級での生活を充実，向上させるための活動で

　ある。学級生活の充実と向上に関する諸問題

　や，そのために必要とされる仕事などを，児童

　自身が見いだし，それらを学級の問題として，

　さらには学校の問題として自主的に取り上け，

　解決していく活動である。この活動は，主とし

　て学級の生活にかかわる諸問題が取り上げられ

　ることになるが，高学年においては，学校生活

にかかわる問題を取り上げることも考えられる

であろう。

　学級や学校生活の充実と向上に関する内容

は，児童自らが気付き，関心をもつものであっ

て，しかも，児童の能力にふさわしく，児童が

共同して，具体的に解決の方法を見いだし，実

践できるものが望ましい。つまり，取り上げる

問題の条件として，例えぽ人の話を静かに聞く

など，一人一人が心掛ければ解決する問題では

なく，学級の児竜全員が協力して取り組まなけ

れば解決できない問題であり，児童の発達段階

にふさわしく，解決の方法を見いだすことがで

き，しかも，教育的に望ましいと認められる問

題であることが大切である。

イ．日常の生活や学習への適応及び健康や安全

　に関すること

　こ加よ，口常の生活や学習への適応及び健康

や安全に関するもので，児竜に共通した問題で

あるが，共同の問題というよりは個々に応じて

実践されることが多い問題である。また，教師

の意図的計画的な指導により解決されるものを

多く含む内容である。しかし，そのような問題

を扱う場合においても，児童の自主的，実践的

な態度を育てるために，できるだけ児童による

自主的な話し合い活動を取り入れ，問題を解決

するように配慮することが望ましい。

ウ　健康で安全な生活態度の形成

　この内容は，自分の健康状態の理解，身体や

衣服の清潔，病気の予防，環境の清潔，初経指

導，心の健康など，自分の健康状態について関

心をもたせ，身近な口常生活における健康の問

題を自分で判断し，処理できる能力や態度の育

成にかかわる保健指導の内容と，日常生活にお

ける安全，交通安全など，自分や他の生命を尊

重し，日常生活を安全に保つために必要な事柄

を理解させ，進んできまりを守り，安全に行動

できる能力や態度の育成にかかわる安全指導の

内容である。これらの指導に当たっては，学級

活動における計画的な指導と他の教育活動での

指導との國連を図り，日常生活で具体的に実践

できるようにすることが大切である。



　なお，内容によ・，ては，養護教諭などによる

指導についても考慮する必要がある。

エ．学校給食

　楽しく食事をすること，健康によい食事のと

り方，給食時の清潔，食事環境の整備など，正

しい食事の在り方を体得させるとともに，食事

を通して好ましい人間関係の育成を図ることに

かかわる内容である。学校給食に関する内容に

ついては，昼の給食の時間を中心に指導するこ

とになるが，学級活動の時問でも取り上げて計

画的に指導することが大切である。また，学校

給食の特性を生かし，楽しい給食を〔指した多

様な指導力法の工夫が必要である。

　3，　学級活動の指導上の留意事項

　（1）学級活動の指導kの配慮事項

　学級活動は，学級集団の中で，児童一人・人が，

自主的に学級集団の一員とLて，学級や学校生活

の充実向L及びより健全な生活態度を培うための

活動などを行う教育活動である。

　学級活動は第1学年から第6学年まで，すべて

の学年，学級において児童全員の活動を通して展

開されるものであり，その指導に当たっては，次

の点に特に配慮する必要がある。

　ア　学級の児童の様々な問題には多様な内容が

　　含まれており，児童による解決が難しい問題

　　や児童の自主的な活動に任せられない問題も

　　ある。そのような問題の解決に当たっては，

　　その学級の児童の実態に応じて，教師の適切

　　な指導が必要になるが，できるかぎり児童の

　　自主的な活動を通して解決されるように留意

　　する。

　イ　学級活動は，学級担任の教師が指導するの

　　が原則であるが，活動の内容によって学級担

　　任の教師よりも他の教師等の専門性を生かし

　　た方が効果的である場合も予想される。例え

　　ば，健康や安全給食の問題などを取り上げる

　　場合には，養護教諭，学校栄養職員などの協

　　力を得て指導に当たることが効果的であるこ

　　とを考慮する。
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第4節　学校行事

　1．　学校行事の特質

学校行事は，学習指導要領第4章第2で次のよ

うに示している。

　学校行事においては，全校又は学年を単位と

して，学校生活に秩序と変化を与え，集団への

所属感を深め，学校生活の充実と発展に資する

体験的な活動を行うこと。

　学校行事は，各教科，道徳，特別活動における

学級活動，児童会活動及びクラブ活動などの，日常

の学習や経験を総合的に発揮させ，その発展を図

る教育活動であり，各教科などでは容易に得られ

ない教育的価値をもつ体験的な集団活動である。

　したがv、て，学校行事の目標は，およそ次のよ

うに考えられるであろう。

　学校生活に秩序と変化を与え，集団への所属感

を深め，児童の心身の健全な発達を図り，併せて

学校生活の充実と発展に資する休験的な活動を行

う。

　（1）行s｝llに積極的に参加させ，日常の学習成果

　　の総合的な発展を図るとともに，学校生活を

　　楽しく豊かなものとする。

　（2）全校及び学年集団への所属愁を深めさせる

　　とともに，集団行動における望ましい態度を

　　ノKしt　ソ　　目　しく」　o

2．　学校行事の活動内容

（1）健康安全・体育的行事

ア　健康安全・体育的行事のねらいと内容

　健康安全・体育的行事は，学習指導要領で次

のように示している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　心身の健全な発達や健康の保持増進などにつト

いての関心を高め，安全な行動や規律ある集団

1行動の体得，運動に親しむ態度の育成，亘任感

や連帯感の油養，体力の向Lなどに資するよう

1な活動を行うこと。

　一般的にそのねらいは，

とができるであろう。

次のように考えるこ

」
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　すなわち，「児童自らが自己の発育や健康状

態について関心をもち，心身の健康の保持増進

に努めるとともに，安全な生活に対する理解を

深め，さらに体育的な集団活動を通じて，心身

ともに健全な生活の実践に必要な習慣や態度を

育成する。また，児童が運動に親Lみ，楽しさ

を味わうとともに体力の向上を図る。」ことで

ある。

　健康安全・体育的行事には，健康診断のため

の行事，大掃除，避難訓練，交通安全指導，健

康・安全や給食に関する意識を高める行事，運

動会，競技大会，球技大会，水泳大会などがある。

【資料5】

中学校指導詣特別活動編（抜すい）

L改訂の要点〕

　前記の〔改訂の観点〕に立って，具体的にば，

次のような改訂が行われた。

　（1）　目標の改訂

　目標に，次のことについての記述を新たに加え

たQ

　ア．人間とLての生きプ」についての自覚を深め

　　ること。

　r．自己を生かす能力を養うこと。

（2）　内容の改訂

ア．　「学級活動」の新設

　従前の「学級会活動」及び「学級指導」を統

合して，「学級活動」とした。「学級活動」は，

（1）学級や学校の生活の充実と向上に関するこ

と，（2）個人及び社会の一員としての在り方，学

業生活の充実及び健康や安全に関すること，及

び（3）将来の生き方と進路の適切な選択に関する

ことの三つの活動内容から構成される。その指

導に当たっては，学級や学校における生活上の

諸問題の解決，青年期の理解，自主的な学習の

意欲や態度の形成，健康で安全な生活態度や習

慣の形成，適切な進路の選択などにかかわる内

容が学校や生徒の実態に応じて弾力的に取り上

げられるようにした。

イ．クラブ活動の改善

（’／）　クラブ活動の種類に，新たに奉仕的な活動

　を加えた。

（1）実施の形態や方法は学校の実態に応じて弾

　力的に工夫して実施できるようにした。その

　際，部活動への参加によりクラブ活動を履修

　した場合と同様の成果があると認められる場

　合には，部活動への参加をもってクラブ活動

　のi部又は全部の履修に替えることができる

　よりにした。

ウ　学校行事の改誇

　1学校行事」においては，集団生活への適応，

自然との触れ合い，奉仕や勤労の精神の酒養を

．－i層重視した。そのため，従前の「旅行的行事」

を「旅行・集団宿泊的行’｝’i」に，「勤労・生産

的行飼を「勤労生産・奉仕的行事」に改める

とともに，集団生活の在り方や公衆道徳などに

ついての望ましい休験，利会奉仕の精神を酒養

する体験，進路の選択に役立つ体験など，それ

ぞれの行事指導の視点を明確に示した。

第3章　内　　容

第1節　学級活動

　2．活動内容

　学級活動の活動内容について，学習指導要領は

次のように示している。

（1）学級や学校の生活の充実と向上に関するこ

　と。

　　学級や学校における生活上の諸問題の解

　決，学級内の組織づくりや仕事の分担処理な

　どc，

（2）1固ノ＼及び社会a）・一一員としての在り方，学業

　生活の充実及び健康や安全に関すること。

　ア　青年期の理解，自己の個性の理解，個人

　　的な不安や悩みの解消，健全な生き方の探

　　求，望ましい人間関係の確立など。



　イ　自主的な学習の意欲や態度の形成，選択

　　教科等の適切な選択，学校図諾館の利用，

　　情報の適切な活用など。

　ウ　健康で安全な生活態度や習慣の形成，iゾ1．

　　的な発達への適応，学校給食など。

（3）将来の生き方と進路の適切な選択に関する

　こと。

　　進路適性の吟味，進路情報の理解と活用，

　望ましい職業観の形成，将来の生活の設計，

　適切な進路の選択など。

　このように，三つの活動内容が示されている

が，これらは，（1）のように学級における共同生活

の充実・向上及びそれに基づく学校生活全般の充

実・向上を図る活動と，（2）及び（3）のように学級の

生徒が共通して当面する現在及び将来にかかわる

主として個人の問題を学級の集団活動を通して解

決する活動を，それぞれの特質に応じて分類Lた

ものである。

　（1）　学級や学校の生活の充実と向上に関する

　　　こと

　学級は，生徒にとって各教利等の授業を受ける

場であるとともに，学校生活を送る一トで基本的な

生活の場である。そして，学級生活を充実・向L

させることによってまた学校生活全般の充実・向

．i：を図ることができる。

　したがって，生徒はまず学級生活の充実・向上

に取り組むとともに，その活動を基盤にして生徒

会活動やクラブ活動等，学校生活全般の充実・向

上を図ることが大切となるが，これらの活動はそ

の内容の特質から自発的，自治的な活動が主とな

らなければならない。

　また，生徒は，入学から卒業までの間に，新し

い学校生活に慣れることから始まり，様々な集団

に属して様々な学習活動を展開するが，その間に

は，適応上のことも含めて解決しなければならな

い様々な問題に取り組まなければならない。学級

活動においてはこれらの問題のうちで学級成員に

共通するものを取り上げ，自主的な活動を通じて

その解決が図られるのである。
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　（2）個人及び社会の一一員としての在り方，学

　　　業生活の充実及び健康や安全に関すること

　この活動内容は，生徒一人一人の個人としての

在り方及び社会の一員としての在り方，学業，健

康安全などに関する問題の解決を図り，心身の調

和のとれた発達や豊かな個性の育成を図るととも

に，社会の成員として必要とされる資質や能力・

態度を培うための最も基礎的なものである。学習

指導要領では，以下のようにア，イ，ウの三つに

分けて具体的な内容例を挙げているが，自己探求

や自己の改善・向上の視点から，人間としての生

き方についての自覚を深め，自己を生かす能力を

養うことと広くかかわらせて指導することが大切

である。

ウ　健康で安全な生活態度や習慣の形成，性的

　な発達への適応，学校給食などo

　これらの活動内容は，人間の諸活動の基礎とな

る健康・安全を中心として，現在及び将来におい

て生徒が当面する諸課題に対応するとともに，健

全な生活態度や習慣の兀多成を図るためのものであ

る。中学イトの時期には，しばしば，その時々の気

分に流され，節度を欠く行動に走ったり，自他の

安全を無視する石動をとったりするので，特に，

心の健康を含め積極的に心身の健康の保持増進を

図る必要がある。このため，個々の生徒が自らの

心身の健康や安全についての理解を深め，健康で

安全な生活を送る態度や習慣を養い，生活を豊か

にしていくよう指導を行うことが大切である。な

お，この活動を行うに当たっては，「総則」第1

の3の趣旨を十分に生かし，各教科，道徳，特別

活動の他の内容などと密接な関連を図り，健康・

安全に関する指導の一環として計画的に指導を行

うことが大切である。また「総則」の第6の2の

（7）にも述べているように，心身に障害のある生徒

などについての十分な配慮に基づく指導が大切で

ある。更に，指導の効果を高めるために，養護教

諭，学校栄養職員などの専門性を生かした指導が

行えるよう配慮するとともに，家庭や地域との連

携を図ったり，個に応じた指導を工夫する必要が

ある。

1
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（ア）健康で安全な生活態度や習慣の形成

　心身の変化の激しい時期であることを考え，

心身の機能や発達，心の健康についての理解を

深め債極的に健康の増進を目指すような態度の

育成に努めることが大切である。このために心

の健康や体力の向上に関すること，疾病の予防，

日常における健康増進の生活盟慣，安全な生活

習慣，交通安全，災害からの安全，環境の衛生

や整備などに関する題材を取り上げ，生徒が自

らの心身の健康状態についての理解と関心を深

め，望ましい態度や習慣の形成を図るよう配慮

することが望まれる。

（で）性的な発達への適応

　身体的な成熟に伴う性的な発達に対応し，適

切な行動がとれるように指導・援助を有うとと

もに人間尊重の精神に基づく男女相互の望まし

い人間関係の在り方などに関わる指導が大切で

ある。取扱う題材の例としては，思春期の心と

からだ，男女相互の理解と協力，人間尊重に基

づく男女の平等，男女の人間関係の在り方，性

情報への対応などがある。これらは，青年期に

おける健全な生活態度の育成と直接かかわって

いるので，各教科及び道徳との関連を十分に図

り，特に，個人差を考慮して取り扱うことが大

切である。

（ウ）学校給食

　望ましい食習慣の形成，食事を通しての好ま

しい人間関係の育成などをねらいとして，日々

の給食の時間における指導との関連を図りなが

ら，心身の健全な発達に資するよう指導するこ

とが大切である。

　特に，生徒が生涯にわたって自己の健康に配

慮した食生活が営めるように配慮し，望ましい

食習慣の形成については，学校給食を実施して

いない学校においても健康・安全に関する指導

の一i環として指導する必要がある。取り」二げる

題材については，例えば「健康と食事」「楽し

い会食」などが考えられる。

第4節　学校行事

　2．活動内容

　学校行事は次のEつの種類から成っている。

　（1）儀式的行事　（2）学芸的行事　（3）健康安全・体

育的行事　（4）旅行・集ト」1宿泊的行事　（5）勤労生産

・ 奉仕的行事。

　これらに属する行事の主なものを示すととも

に，それぞれの種類の行事における活動の内容及

び特色を挙げると，次のとおりである。

　（3）健康安全・体育的行事

　健康安全・体育的行事には，健康診断，交通安

全指導，避難訓練，健康・安全や学校給食に関す

る意識や実践意欲を高める行事，運動会‘体育祭），

競技会，球技会などが考えられる。

　これらの行事の中には，学校保健法や消防法の

規定に従って実施されるものもあるが，いずれも

学校教育の内容として取り上げる以上，それぞれ

のねらいを明らかにし，教育的な価値をト分に生

かすように配慮することが大切である。したがっ

て，これらの行事を実施するに当たっては，次の

ことに配慮する必要がある。

　心身の健全な発達や健康の保持増進などにつ
1いての理鰍深め，安全な働や規律ある集団

行動の体得，運動に親しむ態度の育成，責任感

や連帯感の涌養，体力の向上などに資するよう

な活動を行うこと。

　このような活動を行うに当たっては「総則」の

第1の3の趣旨が十分に生かされるように，特に

配慮することが必要である。

　健康・安全に関する行事において，例えば，健

康診断を実施する場合には，健康診断や健康な生

活のもつ意義，男女の特性，人間の生命の尊さ，

健康と環境との関連などについて，学級活動，生

徒会活動，クラブ活動及び各教科，道徳の内容と

の密接な関連を図り，健康・安全に関する指導の

一環としてその充実を期することが大切である。

　休育に関する行事を実施する場合には，上記の

ねらいが十分に達せられるようにするとともに，



教育的な価値を発揮するように努める必要があ

る。

　また，この行事には，PTAや地域との結び付

きの強いもの，他校や他機関との関連において実

施するものなどがある。これらの機会を通して，

相互の理解や連携を促進することはもちろん大切

であるが，改善すべき点は積極的に改善し，学校

行皐として，また生徒の集団活動としての教育的

価値を高めるよう配慮しなければならない。

　この行事のねらいとしては，次のようなことが

挙げられる。

　ア　自他の生命の尊重を自覚し，心身の健康や

　　安全を確保するための適正な判断や処置をす

　　る能力を培うこと。

　イ　健康を保持増進するためには，運動，休養

　　及び食事の調和のとれた生活をすることが重

　　要であることを自覚し，生徒が自己の発育，

　　発達や健康の状態などを知り，それらの結果

　　に基づいて，実際の生活の中で自主的，白律

　　的に健康で安全な生活を送る意欲や態度を育

　　成すること。

　ウ　交通規則を理解させ，事故防止に対する知

　　識や態度を体得させるとともに，非常事態に

　　際し，沈着，冷静，迅速，的確に判断して処

　　置する能力を養い，自他の安全を確保するこ

　　とのできる能力を身に付けること。

　工　体力・気力の充実など，心身の健全な発達

　　に資するとともに，スポーツや運動に親しむ

　　態度を養い，生涯にわたって実践する習慣を

　　身に付ける契機とすること。

　オ　競争や協同の経験を通して，公正に行動し，

　　進んで規則を守り，互いに協力して責任を果

　　たすことなど，社会生活に必要な能力や態度

　　を向上させること。

　力　日ごろの学習の成果を学校の内外に公開し

　　発表することによって，学校に対する地域社

　　会の理解と協力を促進する機会とすること。

　なお，指導計画の作成とその実施に当たっては，

各行事相互の関連を図って，この行事のねらいが

十分に達成されるようにするとともに，以下の点

に留意する必要がある。
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　健康・安全に関する行事においては，事前の指

導において，参加の心構えなどについて理解させ，

関心をもたせるようにする必要がある。また，事

後においては，例えば身体に疾病などが発見され

た生徒の措置，事故や災害から自他の安全を守る

ことの意義などについての指導が大切てある。

　体育に関する行事においては，生徒の活動の意

欲を高めるように工夫するとともに，全体として

調和のとれたものとし，特に生徒の負担の度合い

などに慎重に配慮することが大切である。また，

健康や安全についての指導の徹底を期すること，

特に事故の発生の際に備えて，その防止，万一の

場合の準備や応急処置などについても，あらかじ

め十分に配慮しておく必要がある。

第4章指導計画の作成と内容の取扱い

　第3節　特別活動の授業時数

　特別活動に充てる授業時数の定め方について

は，各学校の創意と教育的な識見にゆだねられる

ことが多く，学習指導要領では，「特別活動第3

の1で，基本的なことについて次のように最小限

の示し方をしている。

1－（3）学級活動（学校給食に係るものを除

　く。）については，年閲35単位時間程度以上の
1

　授業時数を配当するものとし，毎週実施する

　ようにすること。学級活動に配当する授業時

　数の3分の2程度は第2の内容のAの（2）及び

　（3）の指導に配当すること。

1－（4）クラブ活動に充てる授業時数は，クラ

　ブ活動のねらいの達成のために必要な時間が

　確保されるよう，学校の実態等を考慮して，

　適切に定めること。

第5節　特別活動の指導を担当する教師

7　学級活動については，主として学級ごとに，

学級担任の教師が指導することを原則とし，

　活動の内容によって，他の教師などの協力を

得ることとする。生徒会活動，クラブ活動及
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　び学校行事については，全教師の協ノ」により

1醐に指導するものとする・

　牡別活動r、各内容に1よ，そ：｝1ぞ｝いノ）名員う1　Le；）る〇

二・ノ）たa・・’），　」旨・；尊・ノ）｝一旦当名くよ、　各一内’容の牛ジ質：二t叩し

各教師のii｛生や希望を生か！一て決定する！二いうよ

らち直重な配億I」ニーた切である，また，校外から指

導の協力者を求める場rヤには，常に教育的な見地

から趨任者を選ぶよう1ニナろ必要がある（，

　（1）　学級活動の場合

　学級活動については，日常の学扱の生徒の宇態

をト分に理解L，そ淑に即した指導が行われなけ

ればト分な成果は鼎占…できないcこのために，学

級の生徒を最誕，よく理解している学級担任の教師

が適していると考えられるので，「学級担任の教

師が指導することを原則」とすることを明確に1

ているし1か1，活動する内容によっては，｝’級

担任の教師よりもむ1．ろ他の教師等の有性や・与：門

liな；一’を生か1た方が効果的で壽；・る場合も予想さ

れる。例えば，進路に関する問題，健康や安全の

問題などを取り上げる場合には，進路指導主事，

保健体育担当教1’II・1，ゴで僖教諭，学校栄裂職員など

が指導に当たることが効果的な場合もメ7）る。そこ

で「活動の内容によ・）て，他の教師などの協ノ」を

得ること1と示しているのである。

全体会会場

開会式での挨拶

（文部大臣代理石川学校保健課長）
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歯
の
保
健
指
導
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小学校歯の保健指導の手引をもとにした歯の保健指導の全体像

歯・［腔の健康

を保・）のに必要

な実践ノ」・り育成

∩自分の歯・lI

　腔の健康状態

　の理解，歯の

　7メカ；一きノ∫とナノ

　しll妄rj”1：」ノに二’ピ・

　要な食生活

学
級
活
動

齢
校
行
事

Ul学級や学校・り生活の充実と向ヒに関すろ

　こと、

12）目常の生活や学習への適応及び健康や安

　全に関すること一

　ア．自分の歯やlIの健康：IJこ態

　イ．歯のみがきノノ

　ウ．むし歯の1㌻防に必要な食生活

　工．歯やlIの病気と翁身の健康との関連な

　　ど

〔健康安全・体育的行事〕

ア．歯・lI腔の健康診陶1

イ．歯の衛生週間にわける行動指寧など

－
｝
n
の

指
導

その他

固f

別

ヒ
日手

草

∩朝や帰りのII芋間での指導

∩給食後や休憩iLl三のうがいや歯みがき指卓

∩歯や歯肉の病～tで．遅刻，1il・退，欠席する

　」’・

○むし歯が多いのに治療を受けたがらないrl「一

〇歯みがきの習慣の悪いヂ

○歯みがきをひどく嫌うj”

Ov］iくvlミくうカfいカSよくできなt、ゴ・

○†1¶イミ食品の嗜好が特に強いf”－

Oたびたび歯が痛むチ

○たびたび歯肉が脹れる子

○たびたびrl内炎になる子

○歯肉から出血する子

○不正咬合の目立つ子，その他
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【資料7】

目　　標

内　　容

　　　　　　　　　　歯の保健指導の目標と内容

（1）歯・口腔の発育や疾病・異常など自分の歯やrlの健康状態を理解させ，そ｝tらの健康

　を保持増進できる態度や習慣を養う。

（2）歯のみがき方やむし歯の予防に必要な望まtい食生活など，歯や口の健康を保つのに

　必要な態度や習慣を養う。

（1）　自分の歯や口の健康状態の理解

　　歯・口腔の健康診断に積極的に参加し，自分の歯や口の健康状態について知り，健康

　の保持増進に必要な事柄を実践できるようになる。

　①歯・口腔の健康診断とその受け方

　②歯・口腔の病気や異常の有無と程度

　⑧　歯・口腔の健康診断の後にしなければならないこと

（2）正しい歯のみがき方とむし歯の予防に必要な食生活

　①　歯や口の清潔について知り，常に清潔に保つことができるようになる。

　　・正しい歯のみがき方

　　・正しいうがいの仕方

　し2｝むし歯の予防に必要な食べ物の選び方について知り，歯の健康に適した食生活がて

　　きるようになる。

　　・むし歯の原因と甘味食品

　　・そしゃくと栄養

　　・おやつの種類と食べ方

（小学校「歯の保健指導の手引」より）
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【資料8】

発達段階からみたロの中の様子と歯みがきのポイント

（東京都教育委員会）

1 歯と・の発育　i 疾患・）特徴　i 主な指導内容 歯みがきに関する内容　1

一一 一丁一一 一 　　一一

03歳頃までに乳歯が20本 ○乳歯は，むし歯の進行が ○乳歯のむし歯の；早期発 Oブクブクうがいができ
生えそろう。 早く，油断していると， 見，早期治療に努める。 る。

幼 歯髄炎を起こしやすい。 ○日常の悪い癖を直す。 ○生えたぼかりの第一大日

（指しゃぶりなど） 歯のかみ合わせ面に，歯

06歳前後になると第一大 ○第一大臼歯は，生えてい ○第一大臼歯の萌出に気付 ブラシの毛先が届く。

稚 臼歯（6歳臼歯）が，乳 る途中からむし歯に冒さ かせ注意する。

歯列の一番奥に生えはじ れやすい。

める。

園 生えはじめてから，上下

の歯がかみ合わさるま
で， 1年以上かかる。

低

0上下の切歯が生えは　　　　　　　　　　1　じめる。 「◎上顎中切歯が生えはじめ

　た頃は，左右の歯の間の

○第一大臼歯の萌出と上手

　な歯みがき。

O第一大臼歯のかみ合わせ
　面が，きれいにみがける。

隙間が大きくあいている ○日常の悪い癖を直す。 ○前歯がみがける。

”ゼ・
ことカ～多い。　　（みにくい （えんぴつ咬み，口を開

∫’

あひるの子の時代ともい けている癖など）

う）

小
年
O第一大臼歯が，ヒ下 （一）第・大臼歯が，むし歯に

左右4本かみ合う。 冒されやすい。
一一一一一一 一一一

O不LE咬合，歯肉炎が，あ （つ歯みがきて出血する児竜 ○交換期の歯ならびに合っ

中 らわれはじめる、， は，注意する。 た歯みがきができる。

0乳臼歯が抜けて第一・ O歯ならびのよくない部分

小臼歯，第二小臼歯 があれぽ，みがき方を工
学
が生えはじめる。 夫する。

学
O上顎切歯の隣接面（歯と ○不正咬合が心配される場

年 歯の間）にむし歯ができ 合は，この時期に専門医

やすい。 に相談するとよい。

○犬歯が生えはじめ ○上下歯列の表側全体が，

る。 きれいにみがける。みが

高 ○前歯が生えそろう。 ○歯肉炎にかかる児童が， ○歯みがきで出血する児童 き残しやすい韻分も注
校 増えてくる。 は，注意する。 意。

012歳前後から，第二 0不正咬合が，目立つよう ・ 歯と歯の間
学
大臼歯（12歳臼歯） になる。 ・ 歯と歯肉の境目

が歯列の一番奥に生 ・臼歯の溝
年 えはじめる。 ○第二大臼歯は，生えてい ○第二大臼歯の萌出と上手 ○第二大臼歯のかみ合わせ

る途中からむし歯に冒さ な歯みがき。 面に歯ブラシの毛先が届

れやすい。 き，きれいにみがける。

○永久歯が生えそろい永久 ○永久歯のむし歯が多発し ○規則的な生活を心がけ ○歯列の裏側（特に奥歯）
中
歯咬合が完成する。 やすい時期である。 る。（特に間食，夜食につ もきれいにみがける。

学 いて）

○歯肉炎にかかる生徒が， ○食後の歯みがきの励行。
校

たいへん多い。

高
校
○顎の骨も発育して，大人

　の顔つきになってくる。
同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

（注） 東京都教育委員会「歯の健康づくり第3集」（昭和61年3月）より引用
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【資料9】

歯の発達講題と具体的指導事項

　　　　　　（歯みがきを基盤とした歯の保健指導計画作成資料）

歯の保健指導の具体的指導事項
歯と口の発育と一　P　－　”　一　　一　1　－　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　r

　疾患の特徴 歯みがき技能の習熟に関する事項
その他の基本的蜘（1粟丁の矢1晴哉。お・♪尊つ・食生活など）

低

　
　
　
　
学
　
　
　
　
年

○ヒ下のまえ歯
　　（切歯）が生
　え始まる。
06歳臼歯（第
　1大臼歯）が
　生えそろう。
○上顎中切歯
　（まえ歯）の生
　え始めは，歯
　と歯の間の隙
　間が大きい。
吟　o　－　，　　，　　ロ　ー　一　一　一　　，　・　　一　　僻　一　一　顧　一　　一

〇6歳臼歯がむ
　し歯になりや
　すい。また生
　えてくる途中
　からむし歯に
　冒されている
　ことがある。

，　一　一　一　一　需　隔　昌　一　一　一　一　一　一　一　一　一　“　一　一　　一　一　　「　，　一　一　一　　一　醜　一　　，　　，　　騨　o　一　　輌　●　■　一　一　一　　嘗　　一　一　　一　一　　一　一　　一　一　　一一顧

，　　口　口　o　，　鞭　騨　・　　・　一　”　　一　層　一　　噛　　嘗　一　，　一　　，　　，　騨　儒　　一　一　●　一　●　冒　，　　■　9　一　暫　曹　　一　1　　一　　薗　　一　一　一　一　　薗　一　一　　一　一　　一　一　　一　一　‘

　　　　　06歳臼歯の特徴とその役目
　　　　　　がわかる。
　　　　　○生えたばかりの歯は，むし
　　　　　　歯に冒されやすいことがわ
　　　　　　かる門　　　　　騨　，　　9　　－　一　　・　　o　　，　　齢　　●　　　一　　・　　，　顧　　一　　一　　●　一　　一　　一　　一　　一　　価　　●　　齢　　卿　，　　一　　一　一■

　　　　　○自分の11にあったよい’歯ブ
　　　　　　ラシを選ぶことができる。
　　　　　　　（大きさ，形，硬さ）
　　　　　○みがいたあとはきちんと洗
　　　　　　って乾燥させることができ
　　　　　　る。”　　一　一　の　　一　　一　　一　　一　　〇　　旛　　o　．　　　響　　一　　一　　〇　　■　　O　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　〇　　g　　o　　－　　一　　一　　響　　一　　，　　響　　一　　一　　一　　■　　一　　一　響

　　　　　Ol目の間食としての糖分の
　　　　　　最のめやすがわかる。
　　　　　　　（1日209）
　　　　　○おやっの時間をきめてとる

中
　
　
　
学
　
　
　
年

○乳歯の臼歯が
　抜けて，第一一
　小臼歯，第二
　臼歯が生え始
　める。
○．上顎の切歯が

　生えそろって
　くる。，　艸　，　・　一　　幽　　，　　一　　一　　一　　9　　－　＿　一　　一　　一　　＿

○不正咬合，歯
　肉炎があらわ
　れ始まる。
○上顎切歯の隣…

　接面にむし歯
　ができやすい。

○歯ブラ
　シのう
　こかし
　方
　力の入
　れ方
　毛先の
　あて方

06歳臼
　歯のみ
　がき方

○前歯の
　みがき
　方

「　　一　　一　一　■　一　一　　一　薗一　　顛

G歯のう
　ち側の
　みがき
　方

○歯肉の
　上手な
　みがき
　方

○みがき
　残しの
　ないみ
　がき方

C’鏡を見て歯ブラシの毛先を歯面にし
　一、かりあてることができる∩
○歯ブラシに力を入れすぎずにみがく
　ことができる（100gくらいの圧力）○歯ブラシを大きくうこかさず，こま

　かく，ていねいにみがくことができ
　る。

06歳臼歯の特徴を知る（手でさわっ
　てみて背が低い，奥の方にある，み
　ぞがたくさんある，大きいというこ
　とを感ずることができる）
○鏡を見て歯ブラシを「1の横から入
　れ，毛先を6歳臼歯にしっかりあて
　ることができる。
○歯ブラシの毛先をうまく使いわけて
　みがくことができる（っまさき，か
　かと，わき　（サイド））り

り前歯は歯垢がたまりやすいが，比較
　的みがきやすい場所なので，この歯
　で，歯みがきの基本的技能を習得さ
　せる。
○前歯の裏側のへこんでいるところに
　歯垢がたまりやすいので歯ブラシの
　毛先のっまさきやかかとをつかっで
　きれいにみがくことができる．
○みがく前とみがいた後のちがいを．舌
　や指でさわってみて，よごれのおち
　たこと感触をたしかめることができ
　る∩
らよい音を出してみがくことができる。

一”需一一需一．一一一一一畠層一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

〇歯のうち側には歯垢がつきやすいこ
　とや歯ブラシの届きにくいことを赤
　染めなどで確かめることができる。
（）鏡をみて，みがきたい歯に歯ブラシ
　の毛先をしっかり当てることができ
　る。
∩歯ブラシの毛先のっまさき，かか
　と，わき　（サイド）の特性を知りう
　まくつかいわけてみがくことができ
　る。
○特にL顎の奥歯のうち側はみがき残
　しやすいことを知り気をつけてみが
　くことができる。
一　　噂　　一　　一　　卿　　一　一　　一　　一　　，　　一　一　，　　一　　曽　一　　一　　一　一　　一　一　一　一　一　　一　一　一　＿　一　＿　　一　　一　　＿　一　儘　＿　　一

〇鏡を見て自分の歯肉の健康状態を確
　かめることができる。
○歯と歯ぐきの間や歯肉のよごれを歯
　ブラシの毛先をじょうずにつかって
　ていねいにみがくことがで’きる。

○自分の歯ならびの特徴やみがき残し

○おとな
　の歯
　（6歳臼
　歯とま
　え歯）一　　ロ　　ー　　，　　卿　　”　　一　　●　一　　・　　，

○歯ブラ
　シの扱
　い方

○おやつ
　のとり
　方

一　　畠　塵　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　一　　9

0むし歯
　の原因

▼　卿　即　噛　　嚇　曹　一　　，　露　冒　“

r歯と1丁
　の中の
　様子

○歯のよ
　ごれ

○歯の働
　き　（よ

　くかん
　で食べ
　よう）

○歯の健

　　　　　　　ことがで’きる．
　　　　　○匿甘いわやっをとるときは水
　　　　　　やむ茶などを組みあわせて
　　　　　　　とることができるc
　　　　　…，一一一噂，騨騨一曹一餉一一〇8一翰一儒一輪口鱒一一一一御

　　　　　○むし歯の原因と発生のしく
　　　　　　みがわかる。
　　　　　○むし歯の進み方と体への影
　　　　　　響がわかる。
　　　　　∩むし歯の予防法がわカ・る。　　　　　，一一一幽〇－o一一層一一9－，一，一一一〇一・o齢一一，

　　　　　∩臼分の健全歯，むし歯の様
　　　　　　子がわかる。
　　　　　○永久－歯の萌出に気づく。
　　　　　○むし歯になった歯を早く治

一　・　鴨　一　一　隔　，　，　一　騨　　賜　　一　9　，　一　　，　讐　　一　一　　，　　9　　，　■　　，　鱒　，　　，　一　　一　●　一　鱒　●　　o　－　o　一　　一　　●　一　一　●

高
　
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
　
年

○犬歯が生え始
　める。
○前歯が生えそ
　ろう。
012歳前後から
　第二大臼歯
　　（12歳臼歯）

　が歯列の一・番
　奥に生え始め
　る。
順　口　D　“　q　－　一　一　一　昌　一　一　薗　■　一　　一

〇歯肉炎になり
　やすい。
○不正咬合が目
　立っようにな
　る。
012歳臼歯は生
　えている途中
　からむし歯に
　冒されやす
　いo

一　一　，　一　■　一　　一　一　　”　一　馴

匿　　一　　一　　一　　騨　　一　　騨　　一　　r　　－　　一 一　一　一　一　一　一　噛　一　一一　　価一　一　一　一　冒　一　一　一一　一　　■　一　一　　■　一　辱　一圃　●　冒　ロ　　ー　口　●一一　　一　，　．

　やすいところを赤染で知ることがで
　きる∩
○みがこうとする歯に歯ブラシの毛先
　をしっかり当て，毛先の特性を生か
　してカを入れすぎずにいつもていね
　いにみがくことができる。

曽　　一　　一　　■　一　　一　一　　一　　一　　一　　P

層　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一

　康と食
　生活

　療することができる∩

○食べると口の中がよごれる
　ことがわかるn
O赤染めで，自分の歯のよご
　れを観察することができ
　る。
○食べた直後の大きな食ベカ
　スは，ブクブクうがいでと
　れるが歯垢（プラーグ）歯
　みがきでないととれないこ
　とがわかる。一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　一　　一　　一　　隔　　一　一　　扁　　一　　一　　一

∩歯の働きがわかる。
　　（かむ，発音，顔の形）
○よくかんで食べることがよ
　いわけを知り実践できる。

一　　　噛　一　　鱒　　一　　一　輯　　0　　騨　　，　曽　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　一　　F　　，　の　一　　一　一　　一　　一　　騨　　　一　　　一

〇歯の根まで完成するには数
　年もかかることを知り何で
　も食べることができる。
○健康な歯はすべての栄養素
　が必要であることを知り，
　バランスのとれた食生活が
　できる。

（注）東京都江東区立第二亀戸小学校三木とみ子養護教諭による。
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【資料11】

主　題　名

　中学校の歯の保健指導（例）

ね　　　　ら　　　　い 村ー 容

歯垢の正体

　　をさぐろう

　・歯垢の性質と，むし歯や歯肉炎との関連をわから

　　せる。

　・歯垢の病原性を知り，進んで歯の病気を予防する

1　態度・習慣を身につけさせる

むし歯は早く

　　治療しよう

歯肉の健康

　　　を守ろう

・ むし歯のでき方，進み方を理解し，早期発見，早

期治療の大切さをわかるようにさせる。

・ 歯垢中の細菌

・ 歯垢の病原性

・ むし歯の原因と進行

・ むし歯が原因の全身の病気

・クラスの治療状況

・健康な歯肉と病的な歯肉を知り，自分の歯肉の健

康状態を把握できるようにさせる。

・歯肉炎は，正しい歯みがきで治ること，を知り，予防

的な生活を心がけることがでぎるようにさせる。

自分の歯並び

の特徴を知ろう

歯みがきの

　　ポイソトを

　　身につけよう

・ほぼ大人の歯になった自分の歯並びの特徴を知り，

関心が持てるようにさせる。

・ 不正咬合の原因や影響を理解L、，自分に合った歯

みがき方法を身につけ実践できるよらにさせる。

・ 効果的な歯口清掃と用具を知り，自分なりに使い

こなせるようにさせる。

・ 自分自身の健康管理をすることは，よりスマート

な生き方に通じることを話し合わせる。

・ むし歯は，間食のとり方と深い関係があることを

理解し，間食のとり方を自分で工夫できるように

　させる。

・間食（夜食）のとり方を考え，改善できるように

させる。

・ 歯周疾患の原因と進行

・ 歯肉炎の症状

。 歯みがきのポイント

規則正しい

　　食生活を

　　心がけよう

人間の一生と

　　　歯の生長

咀囎と健康

口を清潔にして

　スマートに

　　　生きよう

・ 健康な歯をつくるためには，胎生期からの栄養や，

乳幼児からの良い習慣形成が大切なことをわから

せる。

・ 今，生えそろっている永久歯は一i生使う大切な歯

であることを認識し，歯科保健的生活を実践でき

るようにさせる。

・ よくかむ習慣の大切さや，利点をわからせる。

・ 現在の食生活を反省し，よい咀囎習慣を取り入れ

るための食生活（時間，内容等）を考え，実践す

る意欲が持てるようにさせる。

・ 病気予防の問題だけでなく，人間関係をつくる要

素，マナーとして，歯と口の健康と清潔の人切さ

をわかるようにさせる。

・自分の歯並びの特徴

゜4く11三咬合の影響

・下正咬合の原因と対策

・ 自分に合った歯みかき

・ 歯ブラシ，デンタ’レソロス

の使い方

・ 歯垢染め出しの方法

・ 活動的な生活と自己管理

・食生活とむし歯の関係

・ 間食の弊害

・夜食のとり方

・歯と顎の発育と成長

・ 歯の形成と栄養

・歯の寿命（厚生省資料）と

人の寿命

・ 人生80年を健康に生きるた

めの歯の役割

・ かむことの人切さ，利点

・かまないことの弊害

・ 良い食生活

・ 感じのよい日もと

・ 友だらづくりと清潔

。マナー

・口と歯の役割
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【資料13】

「開かれた学校の促進」と

学校保健委員会の活性化

占圧1螢一一良β

　「開かれた学校の促進」は，今次学習指導要領

改訂の大きな特微の一つになっている。それは，

小学校，中学校，高等学校学習指導要領総則に「地

域や学校の実態等に応じ，家庭や地域社会との連

携を深めるとともに，学校相々二の連携や交流を図

ることにも努めること1が新たに加えられていZ，，

からである。

　このことは，昭和62年12月の教育課程審議会u）

答申においてi教育課程の某準の改薄のねらいを

より有効に達成するため，学校教育と家庭教育や

社会教育とは，それぞわの機能を発揮1つつ，相

互に補完し合う必要がある。1とい一，た趣旨を受け

ているもので，「しつけも学校」といった現状を見

直し，家庭や地域の教育力を取り涙していくため

の学校の働きかけについて強調しているものであ

る。

　1．　学校保健委員会の活性化が不可欠である

　学校保健委員会の在り方については，文部省が

作成した「小学校歯の保健指導の手引」（昭和53年）

に次のように述べられている、、

　①学校と家庭の役割を明確にする。②児童や保

護者等の行動の変容によって問題解決が図られる

ようにする。③問題解決に生きて働く組織と運営

について配慮する。④委員会で協議された事項は

実践に移されるようにする，とい・）たような事柄

である。

　これらは，いずれも学校保健委員会活性化の視

点となるものであり，①②③の観点を特に大靭に

i，現状の克服を図っていくことが必要であると

掛キ，るのである．，

①の観点は，基本的生活剖貫の育成や安全瑠1

動には不可欠なねばり強さ，がまん強さなどの自

己統制力の育成などにおける学校と家庭の役割の

明確化ということであり，今日この問題に直面し

ていない学校‘よないといってよいであろう。いわ

ば，子どもに健康で安全に生ぎる力を身に付けさ

せていくには，家庭が，地域がどうすればよいか

を学校がもっと強く働きかけ，それぞれの機能を

再確認し方法を話し合い，それが実践に結びつ

いていくことができるようにしていくための「か

け橋」としての学校保健委員会の見直しというこ

となのである。

　t2；は，保護者が学校やfr政に施設設備などの面

で何かを陳情・要望1ていくというのではた1に，

q、の延長線Lて保護一～1は，地域は何をなすべきか

について話し合う方向にもっていくべきことを強

調しているものといえる。ここでは，議題の選び

方が大きくかかわってくるのである。「むし歯予防

対策について」1交通事故防ll．について」「食生活

1・一一》）丸・一ぐ　「・ヒL　・　⊃六二よ　う　ゾ⊂　もでノ）て漕よムこく　，「歯ン｛、ヵ兎

・￥に・い’な」「歯の汚，b（ノ）染入’・出LにりいU樋

学路の安全について」「おやつについて「「あいさ

つ運動について」などといったような工夫が必要

だということである。

　③については，組織構成の活性化と運営の活性

化である，、②のような考え方に立てぼ必然的に倒

親・父親の参加を多くすべきだし，子どもも多く

入れていくべきではないか。また，議長（司会）

の人選も教師や学校医を充てるのではなく，保護

X一の中から選ぶとか，協議の時間も60分～90分で

終わるようにするとか，気軽に本音を話し合える

雰囲気づくりをするとかいったような工夫をする

ということである。学校医，学校歯科医は指導助

言の役割を担うようにし，主役はあくまでも保護

者であるという認識にltノニ」，た組織と運営が望まわ

るのである。

　「開かれた学校の促進」は，21世紀に向けての

一つのテーマとなっている。心と体の健康，安

全の保持たど「いのち」にかかる問題は保護者に

と．，て最たの関心箏である、、その意味で，学校保

健委員会の機能の再発見，活屑：化は，こわから・ノ）

学校経営にとって不可欠なものといえるのであ
る，）

　（注）　li本歯科評論／June　l989，　No．560「虎‘ノ）門レ

　　ホート」より。
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　2．　青森県八　市立長者小学校の実践

　’．』罫｛交保こi建1委員三でを　「－3一こやカ・．七委員会．」　と　1．，　　j’・

供の学習，遊び，暮し方など生活全舟1芝にわたる問

題解決に生きて働くこと．を口指1．ている例で．こ

：1・1まで述べた活イ生fヒの視、点から汝｝（1注liすべき実

践である、，同校は，昭和63年10．）jノ’＼戸市で開催さ

淑た第52回全国学校’歯蓄こ1保健研究大会の会場校の

一一一・つとなった学校であるが，青森県内には学校保

健委員会を「はつらつ会議」「．さわやか会議」な

どど．名付けて成」カしている例が・昇にくノ．⊂いのであ

る、．、

　　（1）ねビ，い

　　　　●学習，遊び，暮ら1など牛．活全舟・T2について

　　　　　問題を発見i．，解決1．ていく意谷1こ・りある．∫・

　　　　　伊G‘ノ）育，茂を1．13’旨’」胃，、

　　　　●社卦ノ）変動期1．：あり，字｛．坤．19い：1．Pt力果か

　　　　　期待できない・ノ）で，家庭一也IPtk　（ノ．）協わを仰

　　　　　　・1“．〕

　　　　●学校保健，安全．教育を軸とL．て，学．校連営

　　　　　の方針に従って積極的に活動を展開する、，

　　　　●決定し．たこ．とは，速やかに地域へ働きかけ，

　　　　　地域く・る入て改llllの方途を図る，，

　！2）　　糸H．糸哉

　｛’y：イ・変〔ノ）教ら曳，　”｝∫：1・rZ［矢，　t≧・V：｛交1「菊‘fi・卜1｛・ミ，｛’）’：　1：［乞当廷．斉llド浦，

PTA代表，　lli∫内会代表，地域関係団体（・llf少協，

丁供会，交通安全協会等）の代蓑，！巳童代表（児

竜会，委員会，学級）等で糸目．織している．．

　（3）　ll…崔l」ii1数と；議｝題

　年問．各学期：．こ1回を原則にL．てL・る⊃過去3年

間の議題は次の通りである，．

1一

・

r堕♪／－度／「

60

61

62

L

生活

奉仕

保健

安全

保健

図，契

保健1
　　　　！
図，き；．

保健

議

G｝あいと1つを見ll’1：．．：と一う

r、楚茎、1射・ノ）申禽イと・l！’．くしデよう

∩む1一歯をな・（ギ．・う

・ド1転申：「掃気を・1へ：くそ・・

題

・． 親f・歯．なガ1きを見IAI　・．1．う

親f・読1し｝を1，，Ll自：．そ』う

Gjl）　八戸市立長名一ノj

　　　M・つ・∫・の育成」

11
B．・1．．一月ノ）取i｝ノ∫を形’爵．一、．Ll）

．嗅休ノ・、読，隼’．噌∠省

噛’を守る活動イL／ぷ嚇惚．ブ「：ノ・よ’）1

　　　　　・学校r進んてよいik’一をつくる長

　　　　　（ll召矛li63でト10ナー1）　よ　リリ1月1．．，

”年度≒A！㌧一

講義する猪股体育官
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【講義II】

「生涯を通じる健康と学校における歯科保健指導」

明海人学歯了郷教授中尾俊一

　生活習慣と健康

　昭和20年の終戦前後は，コレラ，チフス，赤痢，

発疹チフス，痘瘡など急性の感染性の病気がまん

延し，慢性の感染性疾患としては結核がその主流

を占めていた。しかL，ここ30年間に，感染症に

よる受療が1に減少する一方漏環器1丙，侃の

受療はそれぞれ約8倍，約5倍に増えている。す

なわち，疾病構造の変化がおこっている、急性の

感染f牛疾患では，疾病が急性に経過1，適切な時期

に適切な治療が行われれば患者さんの生命は救わ

れ，病気の種類によっては永久免疫すらうること

ができるので，ほとんどごく短期間に医師の指示

に従って苫痛をしのげば，ごく受動的にすべてが

解決さねていた。循環器病やがん等のいわゆる成

人病は，慢性的経過をたどる性格上，慢性的経過

をたどり多くの苫しみがついてまわっている。こ

れらの疫病は生活習慣と大いにかかわり，習慣病

とも称されている。現代の健康破綻を来すこれら

の疾病は，個々人の生まれてからの長い習慣の中

で発生するものであり，その予防には根気のいる

長い過程が必要である。

　健康の概念は，病気の反対語として考えた時代

から時代と共に変化しているが，1948年WHO憲

章の前文で「健康とは，完全な肉体的，精神的及

び社会的福祉の状態であり，単に疫病又は病弱の

（f：在しないことではない」と定義づけ，最高の可

能な健康水準をすべてび）人々に到達させることを

理念として掲げた。健康は対、ンニ概念から連続概念

へと変わり，身体概念から心身概念を含めた生活

概念に改まり，健康概念の拡大へと変わりつっあ

る。アメリカの細菌学者であるRene　Dubosは

1965年，「人間について健康というものは，受動的

なやり方で到達された環境の物理化学的条件にう

まく適した状態以上のものを意味している。それ

は個性が創造的な形で表現できるということをも

意味している」といっている。すなわちDubos

は，健康を静的な状態でとらえることは適当でな

いとし，現代社会では健康を絶対的なメジャーで

測るのではなく，相対的なものとしてとらえ，受

動的な面よりも能動的な面が強調され，健康と生

活習慣の結びつきが重要な意味をもつことにな
る，，

　生涯を通じる健康と学校保健における保健指導

ならびに学校歯科保健活動の位置づけ

　学校教育法第18条では「健康，安全で幸福な生

活を営むのに必要な習慣を養い，心身の調和的発

辻を図ること⊥が学校教育の重要な目標となって

いるL、こ，liからの児竜・生徒の健康についても・）

とも問題となるのは，小児期の生活様式や生活習

慣が将来成人になってからの健康に大きな影響を

あたえることを考えねばならないことである。生

涯を通じる健康は，学校保健の主題であることに

とどまらず，学校教育においても重要な位置を占

め，保健指導の位置づけを不動のものとしてい

る。生涯を通じた横極的な健康づくりと生きがい

づくりの推進は国の基本的な方針であり，WHO

の1988年の世界保健デーのテーマは，「すべての

人に健康を一健康に全力を」となっている。わ

が国の生涯を通じる健康づくりの休系は次のよう

になっている。

　学校歯科保健活動は，この目標達成に寄与する

ことをめざすものでなければならない。昭和53年

文部省は，「小学校歯の保健指導の手引」を作成し

歯科保健指導を教育活動の全体を通じて行う保健

に関する指導の重要な内容として取り上げた。口

のrl’や歯は，直接目ではみることができ，その人

の過去の悪い習慣の積み重ねが，歯の汚れや口臭，
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昭和61年・「国民衛生の動向」より引用

むし歯，歯周病，歯列不正などとしてあらわれて　　　ている。むし歯や歯周病は，その発生原因が自ら

いる。歯・口腔の疾病のなかでむし歯は大部分の

児竜生徒が所有し，児竜生徒の1人1人が自分の

歯や口腔の健康状態に関心をもち，生涯を通じて

自分で自分の歯を健全に保つことができる習慣や

態度を育てる保健教育の推進にあたっての絶好の

素材であり，歯科保健指導の位置づけを明確にし

ている。

　むし歯や歯周病は，子供の発達段階からみて永

久歯列弓の完成をみる小学校時代が生涯を通じて

の歯科保健の極めて重要な時期で，歯科疾患の特

性を考え発達段階に応じた歯科保健活動が望まれ

の生活の中にあり毎日の悪い生活習慣の積み重ね

にその原因があり，生活病ともいわれている。家

庭の役割の認識が歯科保健指導においては重要視

されているu

　nらの手で健康を守り，歯科疾患をおかさない

ようにするのには，児童生徒の基本的生活習慣を

より健康的にする努力，すなわちライフスタイル

の改善をはかり継続させていく必要があ7”　，，習慣

の中でも基本的習慣は，特に人間が生活を営みこ

れを発展させる上で最も基本となるものである。
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【発表1】

自立の芽ばえを育てる幼稚園における歯の

保健指導はどのようにしたらよいか。

宮胤騒剛泣［ノq階瑚胴塀側1轍諭　石　田　ヒデ子

　1．　はじめに

　（1）本園の概況

　本園は，人口約14万からなる延岡i行のili心1：悩こ

隣接し，昭和41年に地域の人々の熱意で，公立幼

稚園第1号として設置され，開設された幼稚園で

ある。西階総合開発地域に指定されて以来，新L

く造成された団地及び急激に増加する1固人住宅な

らびに，市街化されつつある農村地帯から成・，て

いる。当園の近くには，縦㌃グラゥンドや児胆

デル1遊1刺，金堂ケ池などあり緑（ハ樹aくも勿く．　之

化的・自然的喋境に恵まれている。保護者の幼児

教育に対する関心度は高く，協JJ的て南る。

　2．研究の概要

　（1）主題

　自立の芽ばえを育てる幼稚園

における歯の保健指導はどのよ

らにLたらよいか。

　②　†題に対する考え方

　幼児が心身共に健全な発達を

とげ，元気に自㍍した生活を営

むようにするためには，親や周

囲の人々に対する信頼感に裏づ

けられた安定した情緒と幼児の

興昧・関心に基づいた豊富な直

接的，具体的な生活体験の積み

重ねが大切である。基本的生活

習慣や態度を幼児期に培うこと

は，自己を発揮し自立した生活

にむかうようになる大切な基礎

となる。

　さて近年，めまぐるしい社会

の変貌に伴いこどもをとりまく

一一，一一一
　｛反

環境も大きくかわってきた。核家族少了・家庭によ

る愛情過多，過保護，過干渉が白1’／l心をそこない，

受け身の態度をつくっている。　ワ∫，物が豊富で

食べることにもぜいたくになっている。こどもた

ちの中で4，“食べ物をかむ”ということすらでき

ないこどももいる。そのためあごの骨が弱く，歯並

びも悪かったり歯も弱くなっている現状である。

　c3）　研究仮説

　ア．園生活‘ノ＞il’で望こUい活動や伺験を一卜分に

　　ナることにllり，たくま1い身体と健康た心

　　が育ら，自1‘’．の芽はえをJ，，一、ていくのではL：

　　1．・か、，

……’…’ 蕨露…一雪’一［

家庭との運摂

：t，∫児苧（育に・ノいて”、

　　　（教育茨盤ナ
〈たくましく生きる感性を育てる〉

る教師

cアイディアを生
i・し，子どもと

ともにあそぷ教

　園環境
園内答　，

　・孝’Ilり1：夫

ρ健卜噂閉レ）掲示
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　イ　ー人ひとりのこどもの実状に応じて，保健

　　指導の適切な援助をおこなえば，健康で安全

　　な生活をするために必要な習慣や態度を身に

　　つけていくであろ飢，

　（4）　研究の構想

　（5）研究の視点

　私たちは，幼児期の歯の健康が心身に及ぼす影

響はどんなことだろうか。そして歯の保健指導は

家庭との連携が先か，園教育が先かといった極め

て幼稚な論議をした。そして得た結果は，

　ア　歯と体の部分とのつながりが将来生命にど

　　うかかわるのかを理解し，教師自身が共通理．

　　解すること。

　イ　教師が幼稚園での教育の中でやるべきこと

　　をやった上で，保護者の納得をえて家庭に協

　　力を求め，歯の保健ということをいv”，しょに

　　理角な｛しv⊂し・こう。

という基本的な姿勢をまず確認した、

3．研究の実践

（1）実態調査

②　実践事例

・年保育　5歳児，男児37名，女’児41名，保護

　　　　　者78名、

フ．．　モお：f列　　　1

　（ア）主な活動　みんなで歯をみがこう。

　（イ）ねらい　歯の大切さを知り，親∫で楽

　　　　　　　　　しく，はみがきをする、j

㊥　まとめ

○一一部の保護者だが，歯に対する意識が高ま／，

　た。

○痛い時にしか歯医者に行かないということに

　問題もあるという話し合いまで進み，半年に

　1回ぐらいは検診を受けようという予防医学

　にまで話が進んだ。

イ．事例　2　お互いに勉強しましょらね。

　　　　　　　　（家庭教育学級より）

　（ア）学習課題　　「よい歯と健康」

　（イ）ねらい　健康な子を育てるためにスラ

　　　　　　　　　イドを見ながら歯のた切さを

　　　　　　　　　知る。

　㊥　まとめ（’家庭教育学級長よ‘））

4％

虫歯の

処　置
未処置

未処置
78％

置

22％

　　質問事項

○はみがき粉について

○乳歯の虫歯は．永久歯にどう影響するか

C定期検診についで

つフソ素」）効果についての賛否

C歯質の違いについて

○歯の治療時間について

○歯並びについて

○乳酸飲料と虫歯の関係について

○歯と食べ物の関係について

保護者 お父さんだけある8％

む母さん

だけある

19％

両親ともある

　55％

・ とりくん

でいる

　　36名

・いない

　　44名

　診
検

。ある62名

・ない18名

家庭での

様　子

宋
養

　　・時間を
　　決めている
お
　　　　46名
や゜決めていない

　　　　29名

’カロリーを考えて・時々手づくり
つくっている43名

゜つくっていない

　　　　　38名



○子どもだけでなく，自分の歯も大切にLて

　いこうという話し合いができた。

○’栄養面に気をつけること，特にカルシウム

　4）大切さがわカ・り，おやつのケ吏フ∫等の話

　も出てよか一）た∪

○話1合いの中で，学級4掴志のつ／1　S：がりが

　深まり，とてもろれtか．）た。
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11

・　事例　3　A子とともに一
　　　　　　　「先生，－L手に食べlhるよ。」

　　父・母・兄・祖母の5人家族。）尚保護て，

生活経験が乏しい。

　（の　園の保護指導において

　　　　（5月中旬～7月中旬）

（活動の流れ） （A子の様子）
1

。治療の経験があり，こわがりもせず．口をあけ検査を受ける。「・歯の髄を受ける・ 》

5 畢
o周りの子どもに圧倒され，キョロキョロしているだけで口をひらか

　ない。

　　　　　ρ　　　　　　　歯をみがきましょう。歌とゆうぎ　　　　　　　　　　　　　　　の

シ

5 鳳
。手先をつかうことが苦手で，折ることができない。個人指導すうが，

指先に力がはいらず，教師が手伝う。
。折り紙をする。

　　　　　　　「歯ブラシとコップ」
》

耳 量
。歯みがきは，家庭でもしているので，友だちと一緒にしようという

意欲はみられるが，なでる程度である。
。初めての弁当後の歯みがき指導をす

　る。

〉

5 5
。絵が親しみやすく，内容もわかりやすかったので，関心を示し，じ

っと見入っていた。・熱中すると口があいている。

。お話を聞く。

　　　電璽はははのはなし”
一　　ラ

耳 尋
・周囲の子どもたちの活発な意見をじ一っと聞いている。大勢の中で

は，口をとざしていうが，その後職員室にきて，「この前，小さい

魚を頭からバリバリって食べたっちゃがク」と大きな声で話した。

　A子なりに，歯と食べ物のことが少しずつ結びついてきたようだ。

。話し合いをする。

　（歯について，どの程度

　　　　　　　　意識しているか。）

1

畢 畢
・絵本と違い，画面も大きく，実物なので前より印象深く受けとめて

　いる。
oスライドを見る。“こわいむし歯” ’

5 畢
　。染め出し液を塗ることには抵抗があったようだが，母親も一緒で，》　　友だちもしていうという意識があったのか．塗っていた。

。親子で歯みがきをする。（参観日）

（イ）園生活において

4
月
中
旬
～
5
月
中
旬

幼　児　の　姿 弁当時の様子 教師の対応 考　　　察

O　身のまわりの始末もひ

　とつひとつ「○○しよう

　ね」と声をかけ，手をか

　さないと不安げにしてい

　て，自分で行動できな

　し・o

O　汚れることに抵抗があ

　り遊べない。

○　初めての弁当日，友だ

　ちの食べる様子を意識は

　しているが，取りかかり

　が遅く全くうれしそうで

　はない。ごはんには全く

　手をつけず，あまりかむ

　必要のないゼリーや果物

　を少し食べただけ。

○　連絡帳にて弁

　当の様子を知ら

　せる。帰宅後，

　おなかがすいた

　らしく“残りの

　弁当は食べまし

　た”との返事が

　翌日くる。

○　教師を意識しているの

　で，楽しく食べる気持ち

　を大切にしあまり強制は

　しなかった。
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5
月
中
旬
～
6
月
中
旬

6
月
下
旬
～
7
月
上
旬

7
月
中
旬
ま
で

○　過保護のため片付けが

　できず，あちこちに自分

　のものが落ちていても気

　付かず，平気である。

（：）　初めて砂場に裸足で行

　き水たまりに砂を投げこ

　むことが楽しいらしく，

　ひとりで何回も同じこと

　を繰り返ししていた。砂

　の感触もよかったよう

　だ。

0　裸足に抵抗がなくな
　る。

○　絵を描くことが好き

　で，部屋でのあそびのほ

　うを好む。少しずつ友だ

　ちといっしょのことも多

　くなり，表情も明るくな

　ってきた。

O　機嫌のいい「1は，自分

　からどんどん話してくる

　が，早口で不明瞭な所が

　多々ある。

○　友だちに広がりがあま

　りみられないが，日常生

　活に必要な言葉が言える

　ようになる。

O　製作なども自分の手で

　最後まで作り」二げる楽し

　さも徐々に味わい，時間

　はかかっても一生懸命が

　んばる姿がみうけられる

　ようになる。

○　園庭での弁当では友だ

　ちを見つけられない。は

　しを持つ手にも力がはい

　らずrlも動かさない。

（、　教師を意識しながら少

　しずつごはんを口に入れ

　るようになるが，かまず

　にお茶で流し込むように

　して食べる。おかずもご

　はんも食べる量は少な

　い。

○　そぼろごはんをスプー

　ンで口に運ぶことが上手

　にできずにポロポロ落

　す。量も少なくあまり食

　べられない。

〇　七夕見学の途中立ち

　よった初めての園では，

　弁当をあけようともせず

　にボー一一ッとしている。教

　師の声かけで食べはじめ

　る。

O　園では，緊張もと．ttい

　つもいっしょの友だちと

　だが，楽しく食べ2tるよ

　うになる。量は少ないが

　どうにか食べ終2p2i．るよ

　うになりつつある。声を

　かけると，“がんぽって食

　べよう”という表情をみ

　せはじめた。

0　声かけをして

　すわらせる。

6 いっしょに
　“かむ”練習を

　させてスプーン

　で食べさせる、，

○　食べ方（かみ

　方）の練習をす

　るため，食べや

　すいおにぎりを

　しばらくの間入

　れてもらうよう

　連絡する。

｛り　　・人にならな

　し・ようにイ中良し

　の友だちとすわ

　らせる。

○　友だちの食べ

　方を参考にさせ

　る。

○　教師といっしょにかむ

　練習をしたりおしゃべり

　を楽しみ笑顔がでてき
　た。

O　友だちと食事をする喜

　びよりも食べることの大

　変さを味わった。

O　教師との会話を多くし

　自信をもたせる指導がポ

　イントと思わ；ilる。

0　“ごはんをかむ”とい

　う事を教師とすることに

　より，少しずつ［を動か

　しはじめる。

o　　「A子ちゃん，ニャン

　ニャンってかもうね。」

　と声かけをすることによ

　り，かむことが徐々にで

　きはじめ口を動かすこと

　の大切さを意識しはじめ

　た。

（ウ）まとめ

○幼い時から，やわらかい物しか食べず，

　「かむ」という基本的なことができていな

　いために，食事の量が少なく，ことぽの発

　音が不明瞭で，すべてに自信がなく，無気

　力であるなどかむ力がすべての発達に大き

　く影響することがわかった。

O歯の保健指導を通して，歯みがきを親子で

　実践し，スライドをみたことで，歯の大切

　さがわかってき，「かむ」ことを意識しは

　じめた。

　○保護者と本音で話し合えるように，園での

　　実態，今までの個人観察などの記録を生か

　　し．今後，十分話し合えるようにしていき

　　たい。

エ．事例4　「がんぽりっこを通して」

　（ア）ねらい

　○健康・安全な生活に必要な習慣や態度を身

　　につける。

（イ）指導にあたって

　　幼児期は，基本的な生活習慣や安全につい

ての基本的な習慣や態度を身につけるのに適



切な大切な時期である。また，基本的な生活

習慣とは，衣食住にかかわる基本的な習慣で，

社会性や自立の基礎になると考えている。こ

の「がんばりっこ」は，そうした考えのもと

に幼稚園と家庭とを通して望ましい習慣や態

度が身につき，自立できる子どもに育ってほ

しいと願って作成し，実践している。

（ウ）　Kの場合一「ぼく，がんばってるよ。」

　母，姉（二人），兄，本人の5人家族。明る

く，やさしい性格である。母親が働いている

ので帰宅時間が遅くなったりなど，不規則の

ため生活而での躾が十分にできない。園生活

の中では，のびのびと遊び，戸外活動が大好

きである。あそびもどんどん広げていき，時

々，もめたり，失敗したりもあるがその人の

よさで，友だちに親しまれている。

（m）反省

　K男のがんばりを通して，家庭での生活の

様子や母親の考え方，悩んでいる事などを知

ることができ，一人一人を理解するという面

でもとても役立っている。一学期実践し，『最

初の頃は，歯みがきを言わなければしなかっ

たけど，今では「歯みがきをしなかった」と

自分からするようになりました』という感想

をもらい，少しずつは，自分でやろうとい

う意識が高まっていることを知ることができ

た。
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　4．　まとめ

　（1）研究の成果

　本園の1」標は，「心身と疑，に健康で，何事にも自

分から進んで取り組む子ども」である。自立をめ

ざす園児づくりを軸にして，この研究を実践して

きたことは大変よかったと思っている。研究して

いく中で，歯は，「からだ全体の健康の入口」とい

うくらい大切なものであり，幼稚園生活での活動

に，生き生きと取り組むことのできる根源にもな

るということがわかった。本園の実践は，成果ど

ころかまだこれからという段階であるが，ひとつ

ひとつの実践を通Lて教えられたことを研究の成

果と受けとめてのべてみた。

　○正しい歯みがきの指導法や虫歯のこわさのス

　　ライドをみたりして，歯への意識が高まった。

　○乳歯や永久歯の基礎ができるのが，想像以上

　　にはやいことや歯が私たちの生活や健康のす

　　べてに大きく影響していることなど，教師自

　　身が，歯に対する意識が高まった。

　○がんばりっこや健康だよりを中心に，保護者

　　への積極的な啓蒙が，日常生活の中で，少し

　　ずつ定着Lていくようになった。

　（2）今後の課題

　○子どもの生活のリズムの中に，歯みがきを定

　　着させていく援助や手だては，どうあったら

　　よいか。

　○総合的な生活の中に，保健指導の年間計画を

　　どう位置づけていくか。
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【発表2】

「むし歯予防の取り組みを通して基本的生活習慣

を体得させるための効果的指導の工夫」

一
地域・家庭との連携を図りながら一

熊本県菊池郡洒水町立洒水西小学校教諭原田和幸

　1．　はじめに

　本校区は．熊本市の北部に位置し，合志川の下

流の豊かな田園に約340戸が8つの地区で近代農

業にいそしんでいる平和郷である。学校は，その

中心に所在し，周囲1kmのまとまった校区から

110名の児童が通学している。また，創立115年と

いう古い伝統をもった学校である。

　保護者は，米作を中心に，酪農，たばこ，メロ

ン，西瓜等の農業で忙しく，また，最近は進出工

場での勤めも多くなり，共働きの家庭が増加した。

その結果，児童への目配りや気配りの不足から，

児童の基本的生活習慣が欠如し，ここ数年，学力

低下をはじめいじめなどの問題などが悪化の傾向

をたどってきた。

　そこで，一昨年，全職員でたび重なる話し合い

の場を設けた。そして，今までの学習指導の研究

が，指導内容や指導過程の研究のみに終始してい

なかったか，指導をうける側の児童にその態勢が

整っていなかったのではないか等の反省のもと

に，¢日常生活全般における自己抑制力の育成，

②児竜に対する目配り気配りの強化と善行の賞

賛，③後ろ姿の教育の実践，④学習訓練と集団づ

くりの強化を中心課題として一・年問取り組んだ。

その結果，①そうじなどの作業を労をいとわず行

うようになったこと。②校内におけるいじめや仲

間外れの激減，③授業中の姿勢の良くなったこと。

④集中力の高まりによる学力の向上など，児童の

態度，行動が良い方向へと向かいつつあった。そ

れを見て，保護者も子育てに対する意識が変容し

はじめ，全体的に良いムードになっていった。

　そんな折，むし歯予防推進指定の話があった，

むし歯予防の取り組みを中心に据え，今までの取

り組みを系統化，構造化することにより，より一

層子どもたちを高めることができるのではないか

ということで喜んで指定をうけることにした。

　そして，現在に至っているわけであるが，いざ

取り組んでみると幅が広く，試行錯誤の連続であ

り，十分な成果をあげるまでには至っていないが，

この機会に，諸先生方の御指導，御助言を頂き，

それをもとにして，今後一層の努力を積み重ねて

いきたい。

　2．研究内容

　（1）主題設定の理由

　本校児童は，明るく純朴でのびのびしている反

面，他への依存心が強く，主体性に欠ける。また，

服装や容儀に対する関心が瀞く，基本的生活習慣

が身についていない。さらに向上への気力に欠け

る而も見られる。歯についてみてみると，歯科検

診の結果，う歯保有率が88．　3％o，児童一人あたり

の平均う歯保有数も5．3本という状態である。これ

は，児童はもちろん，地域・家庭においても，歯

に対する関心が低いことや，歯みがきの仕方，日

常の食生活とも大きく結びついているとも考えら

れる。また。校区内に歯科医がいたいため，治療

率も低い。

　このようなことを考慮しながら，歯科保健を通

して望ましい保健衛生習慣や体力，気力づくり，

さらに基本的生活習慣を身につけさせることをめ

ざし，現在及び将来にわたって健康で明るい生活

を営むことができるようにLたいということで本

主題を設定した



　（2）研究の基本方針

文部省の歯の保健指導の手引きに示されている

目標をふまえ，児童に基本的生活習慣を体得させ

るために，以下の点を重点事項として取り組む。

　ア　日常生活全般において，児童に気力・意志

　　力を身につけさせる。そのために，教師は児

　　童に対し，常に目を向ける。そして，善行を

　　見逃さず賞賛する。また，教師自らが率先垂

　　範し，後ろ姿の教育を心がける。

　イ　学級指導を中心として，学校教育活動全体

　　を通して歯に関する指導を行い，児童の意識

　　を変容させ，児童自らがむし歯予防に主体的

　　に取り組む態度，習慣を身につけさせる。

　ウ　学級指導年間計画の改善と実践力を高める

　　指導法の研究に心がける。

　工　食生活，歯みがきの実践の場は，主に家庭

　　にあるので家庭との連携を密にし，また，家

　　庭への啓発活動を推進する。

　（3）研究の全体構想

　（4）研究の実践

　ア　実態調査

　　⑦　歯科検診を1年に2回（5月と9月）行

　　　っている。そして，児童のう歯保有の状況，

　　　治療の状況等を調査し，その都度治療の必

　　　要な児童には，すぐに家庭連絡を行い，治

　　　療を勧告している。

　　④　歯と生活習慣に関する調査を，昭和63年

　　　度は，4月，9月，1月，本年度は，5月

　　　に実施した。そして，児童の意識や行動の

　　　変容を調べた。

　　㊥　歯みがきの状況の調査（染め出し，歯み

　　　がきカレンダー）を定期的に行ってきた。

　　これらの調査を行うことにより，その時点で

　の児童の実態を把握し，指導の反省及び課題を

　明確にすることに役立てた。

　イ　気力・意志づくり

　　児童に，自己抑制力（がまんする力）がつい

　たときにはじめて集中力や自己解決力が育つと

　考える。そうすれぽ，あたり前のことがあたり

　前にできる。すなわち，基本的生活習慣が定着

　するという仮説のもとに，次のような取り組み
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を劉っている。

　⑦　全校体育（目ざましマラソソと乾布まさ

　　つ）の年間を通じての実施．（週5回）

　ヨ　授業中の姿勢指導

　㊥そうじ指導

　亀　5分間の歯みがき指導やおやつのがまん

　　の呼びかけなど

　もちろん，これらは，まず教師が率先して実

行している。そして，常に児童の行動に目を向

け，良い行動への変容を見逃さず，ほめること

を全職員で実践している。

　体育的行事も，最大のねらいをこの気力づく

りとし，日常の取り組みが，どれだけ実を結ん

だかの評価の場としてとらえてきた。

ウ　児童の意識を変容させ，児童自らがむし歯

　予防に主体的に取り組むための指導

　⑦学級指導の充実

　a　時数の確保

　　　特設時間で計画的に行う1単位時間の指

　　導は，年度当初に教育カレンダーに位置づ

　　けた。（歯科保健4回）また，1／2単位時間

　　の指導は，月に3回，土曜日の3校時終了

　　後に位置づけて指導をしている。（歯科保

　　健7回）

　　　その他，本校では，水曜日6校時を学級

　　の時間（担任裁量の時間）とし，学級集団

　　づくりや遅進児の指導を行っているが，歯

　　科保健に関して補わなければならない内容

　　の指導や個別指導等もこの時間に実施して

　　いる。

　b　歯の保健指導学年別要素表を作成し，各

　　学年児童の能力や発達段階を考慮し，発展

　　的系統的指導ができるよう配慮した。

　c　学級指導の授業研究会を計画的に実施し

　　ている。（1学年，ロング，ショート各1

　　回）また，参観の視点を決め，全職員でそ

　　れを分担し，観察記録して，事後研究会の

　　資料として生かしている。（教師の発問，板

　　書，児童の反応，資料の提示，学習上のし

　　つけなど）

　d　学級指導（ロソグ，シゴート），目常指導
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　（朝の会，帰りの会，歯みがきタイム）の

　指導内容に関連性を持たせ，継続的，累積

　的指導ができるようにしている。

④　むし歯予防の習慣形成と児童の自主的実

　践活動

a　歯みがきタイムを給食後に5分間位置づ

　け，テープを流し全校一斉で行っている。

b　歯みがきの実践化，習慣化を図るために，

　月ごとに歯みがきカレンダーを配布し色を

　ぬらせている。歯みがきカレンダーは，学

　級に常時掲示し，実施状況の悪い児童には，

　随時，教師が助言や励ましを行っている。

c　長期休業中は，親子で競争して歯みがき

　ができるように，親子歯みがきカレンダー

　を配布している。

d　染め出し検査の結果を，個人カードに記

　入し，自己評価させながら，特によごれの

　ひどい児竜には，給食後の歯みがきタイム

　個別指導を行っている。

e　学校教育目標の具現化を図るために，各

　学年40項目程度からなる「児童像」を作成

　し，定期的に自己評価させている。そして，

　各自に自分の身についていない点を明確に

　させ，次回は，努力して○になろうという

　意欲を持たせるようにしている。

f　間食指導に関しては，むし歯発生のしく

みを理解させたうえで，①砂糖分が少なく

　粘着性のないものをとる。②1日1回，時

　間と量を決めてとる。また，水分を一緒に

　とる。③食べた後は，必ず歯をみがく（で

　きないときはブクブクうがい）などを指導

　している。5，6年生では，自己抑制力を

　身につけさせるという観点からもおやつは

　極力控えるということも指導している。

9　児童の感性に訴え，「歯を大切にしなけ

れば」という意識をもたせるために，歯科

　医師会からむし歯や歯肉炎等の写真やスラ

　イドを定期的に借りうけ，学級指導で資料

　として見せたり，児童の目に付く場所に掲

示したりしている。

h　学級会活動，委員会活動，集会活動，代

　　表委員会等では，児童の主体的活動を促し，

　　歯の健康に関する意識の高揚を図ってい

　　る。（容儀検査，月目標の決定，善行の呼び

　　かけ，歯に関する劇・歯みがき表彰など）

工　家庭，地域社会との連携

　疏　歯みがきの促進

　　　親子－歯みがきカレンダー，親子染め出し

　　検査，歯みがきの講習会，むし歯予防に関

　　する講演会等を通して，「親（大人）が変

　　われば子も変わる」を合言葉に，歯みがき

　　の促進を呼びかけている。

　像　広報活動

　　　保健だより，歯科保健だより，学級通信，

　　PTA新聞「若竹」等で，むし歯予防推進

　　を呼びかけているa

　㊥　懇談会

　　　学級懇談会を1年間に5回，地区懇談会

　　を1年間に2回行い，保護者，地域住民に

　　後ろ姿の教育を呼びかけている。

　£　学校保健委員会の開催

　　　学校保健に関する諸問題を話し合い解決

　　し，その実践を推進し，児童の健康の保持

　　増進を図ることを目的として，学校保健委

　　員会を年に3回開催している。協議された

　　事項は，職員会を通じて全職員に連絡し，

　　学級への徹底を図り，実践活動が展開され

　　るようにしている。また，PTA会長，母

　　親部会長が中心になり，PTA会員全体に

　　呼びかけ，会員ひとりひとりの意識を高め

　　るようにしている。（新井戸端会議の勧め）

オ　全職員の共通理解を図るために

　⑦　毎月職員会議を実施し，月目標の反省や，

　　次の月の指導の重点等について話し合うよ

　　うにしている。

　イ12校時と3校時の間の15分間はなるべく

　　職負室に足を運ぶようにし，お互いの情報

　　交換や指導上の悩みをリラックスした雰囲

　　気の中で出し合うようにしている。

3．研究の成果

児童を望ましい生活行動へと変容させるために



は，短期間ではむずかしく，長期にわたってくり

返し指導が行われなければならない。また，教師

間の共通理解はもとより，学校，家庭，地域社会

の連携を密にした同一・方向への取り組みが必要で

ある。本当の成果は，児童が社会人として成長

し，誰からも束縛されなくなったときにどういう

行動をとるかによって評価できると思うが，これ

までの研究を通して，－4応次のような変容が見ら

れる。

　（1＞PTAの活動の中心課題に後ろ姿の教育の

　　実践がうち出され，これまでのPTA活動が

　　児童を喜ぼせる行事の消化のみに追われてい

　　たのから，児童をどのように育てるかという

　　視点での話し合い活動等が多く行われるよう

　　になり，子育てに対する親の目の色が変わっ

　　た。

　（2）学級指導，日常指導等によりむし歯予防に

　　関しての知識がかなり身についてきた。そし

　　て，ほとんどの児童は，知訊を実践にうつし，

　　歯みがきの習慣もついてきた。

　（3）児童会活動の運営が，児童の手で主体的に

　　行われるようになってきた。

　中　チャイム2分前の動きができるようにな

　　り，動作がきびきびとしてきた。また，学習
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　中の姿勢が良くなり，発表時の約束事（話し

　方，聞き方）も守られるようになり，集中力

　が増した結果，学力も向上した。

「5／学校を良くしようという気運が高まり，ト

　イレのスリッパ並べや窓の開閉，校内のちり

　拾い等の小さな善行をさりげなく行う児童が

　増えてきた。

（6）保育園でも，しつけ而に努力され，昨年度

　入学児に比べて木年度入学児の生活態度には

　格段の差が見られる。（話の聞き方，応対のし

　かた，菌のみがき方，はしの使い方等）

4．今後の課題

（1）全体的に見るとむし歯予防の意識が高ま

　り，実践化，口常化に結びつきつつあるが，

　歯の健康に関心の低い児童もいる。今後，個

　別指導の徹底と家族への働きかけを強化した

　い。

②　点から面への歯科保健の拡大を実践する中

　で，家族ぐるみの活動をより充実させなけれ

　ばならない。

（3）指導方法の工夫と改善に努めたい。

（4＞施設，設備の充実が必要である。
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【発表3】

学校を中心とした歯の保健指導の充実を図るため

にはどうしたらよいか

鹿児島県鄭J一峨．剃・学校教諭中迫俊明

　1．　はじめに

　本校は，海の碧さと山の緑に囲まれた豊かな自

然環境の中にあり，そこで学ぶ生徒たちは，明る

く純朴である、，近年，経済的にも豊かになりつつ

あり，地域住民の教育に対する関心も高くなって

きている．

　しかし、地域の医療施設等はまだ十分とはいえ

ず，重病人が発生したときなどは出水市，阿久根

市まで治療に出かけていかなければならない現状

であるj

　本校の保健指導一ヒの課題は，むし歯の保有者な

らびにむし歯の未処置者が多いことである。むし

歯が1本もない生徒ほ，昭和63年度は全校生徒

232名中わずか1名であった。

　そこで，本校では昭和63年度から平成元年度ま

での2年間、歯の健康啓発推進事業の研究協力校

としての指定を機に，生徒の歯の健康状態を良く

するために，生徒自身の意識を高めること，歯磨

きを生活の一部として習慣化すること，そのため

には家庭や地域への啓発が重要であるとして研究

を進めてきた、

　2．研究組織

　本研究のための特別な組織は作らず，校務分掌

の各係により分担，連携したがら研究を進めてい

くことにした。

　　　　　　　；一教務主任　　　　広報渉外

　　　　　　　1一生徒指導主任一生活指導
校　　　教
　　　　　一L保健主任一こ鵬驚

上竺＿縦保健委員会
　　　　　　　・一学校保健委員会

　3．研究内容

　歯の保健指導の充実を図るためには，学校にお

ける指導が大切であることはいうまでもないが，

家庭，地域との連携を密にし，三者一休となった

取り組みが極めて重要である。そこで，学校にお

けろ保健指導の充実を図ること，家庭，地域への

啓発を図ることを重点課題として取り組んでい

る。（別紙資料1）

　（11学校における保健指導の充実を図る。

　ア　歯の定期健康診断の年2回実施

　　昭和62年度までは，歯の定期健康診断を4月

　に1回だけ行っていたが，生徒たちに自分の歯

　の状態をよく理解させるためと，むし歯を治療

　した後，自分の歯を大切にしようという意識を

　高めるために，4月と11月の年2回実施するよ

　うにした。また診断の後は，治療カードを再三

　提出させ早期治療を促していろ。

　イ　保健安全教室の実施

　　本校は，保健安全教室として創意活動の時間

　から2時間確保し，毎年6月と10月に次のよう

　た事業を実施している。6月のむし歯予防週間

　には，養護教諭の作成した資料に基づき学級担

　任，保健主任，養護教諭等による学級指導及び

　全体指導，学校歯科医による講話など毎年内容

　等を変えて行ってきた。本年度は，「歯磨きを

　していても，正しい歯磨きができている生徒は

　少ない。」とい弓学校歯科医の指摘を受けたの

　で，歯磨きの実技指導を次のような内容で行一，

　た。

　　歯ブラシの選び方，スクラッビング法による

　歯磨きのやり方などを絵やスライドを用いて説

　明し，カラーテスターで歯垢の染めだしを行い，



自分の磨けていない所を鏡で確認させてから，

歯磨…きをさせた。

1ラ　　　　「歯〔ノ）　El－」　o’）言窒ンt，／

　本年度から毎月8日を「歯の日」として設定

し，この日は必ず学級指導の時間に歯の健康に

ついて指導するとともに，学級担任も生徒と一

緒に歯磨きをするなどして，むL歯予防の意識

を高めている。

工　生徒会の広報活動

　生徒会保健体育部が中心となウ，全校生徒か

ら歯の健康に関する標語を募集し，優秀作品は

校内の掲示板に掲示する。

標語例1

　　　「きれいな歯　家族みんなで磨こうね。」

標語例2

　　　「きれいた歯　きれいな息は歯磨きで。」

オ　給食後の歯磨き指導

　給食後は，生徒全員が歯磨きをするようにな

った。生徒のアンケートによると歯磨きをやら

されているという意識が徐々になくなってきて

おり，習慣化しつつある，

（2）家庭，地域への啓発を図る、

ア　学校保健委員会を中心とした学級PTAで

　の啓発

　本校は，学校保健委員会を年3回，各学期末

PTAの前に行っている。特に一学期の学校保

健委員会では，学校歯科医にも必ず出席しても

らい，「歯の健康」をテーマに指導して，もらっ

ていろ。また，4月の健康診断の結果とその後

の治療状況等や，学校歯科医の指導講話をもと

に協議を行い，各委員が午後の学級PTAで報

告している。

　本年度は，「親子共に正しい歯磨き」ができ

るよ5にということで，保健安全教室で行った

カラーテスターによる歯垢の染めだしとスクラ

ッピング法による歯磨きの仕方について実技研

修を行った。また，各家庭にもカラーテスター

と資料を配布して，各家庭で正しい歯磨きがで

きるようにtたリ

イ　治療依頼書による治療の促進

　4月と11月に実施した歯の定期健康診断の検

日本学校歯科医会会誌62号1990年1月／39

査結果を一人ひとり治療依頼書に記入し，保護i

者に子供のむし歯の保有状況を知らせるととも

に，できるだけ早目に治療するように促してい

る。

　治療が完了したら，治療完了カードを学校に

に提出するようにしている，、

ウ　地域別教育懇談会での啓発

　本校ては，保護者と教師が生徒の生活，学業，

健康等について遠慮なく話し合い，子供のより

よい伸長を図ることを目的として，夏休み前に

地域別に教育懇談会を実施している。学校から

は，校長，教頭，地域担当教諭が出席し，保護

者や地域の方々と心ゆくまで話し合いがなされ

ている。

　地域別むし歯治療状況（図1）の資料も示し

歯の健康とむし歯予防について，具体的な話し

地域
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　　図1　地域別むし歯治療状況
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合いを行い，保護者の理解と協力をお願いした。

エ　町の広報誌による啓発活動

　本年度から町の広報誌「広報　あづま」にも

歯の健康について掲載してもらい，地域住民全

体の意識の高揚を図るようにしている。

　4．研究の成果

　歯の健康診断（表1）の結果から，最近3年間

で生徒達の歯の状態が徐々に良くなってきてい

る。C」～C4までのむし歯の数が少なくなり，昭和

62年と元年度のDMF指数を比べると1．1少なく

なってきている。

表1　歯の健康診断の検査結果

　　　　　　1　62・葭i63鰻、元犠1

　　　　　　　　4月1　4月1　4月「

C， 847

C2 275

C3 39

　　　　C4

D　　未処置歯の数

4

M　　喪失歯の数

F　処置歯の数

　　　D十M十F

DMF歯数
1人あたりのむし歯の数

1，165

746

193

22

1

　　4

1，1311

2，300

62

4
「
8
6

9
一
　
－

　
一
－

435

229

11

　1

676・

10

1，270

9．8

2，152

　9．3

1，956

8。7

　また，むし歯が1本もない美歯者が63年4月は

たった1人であったのに対し，平成元年4月は32

名に増加してきた。

　なお，歯磨きに対するアンケートの結果では

なぜ，歯磨きをするのですか。」という問いに対

して，下の表2のような結果を得た。

表2　アンケート結果

｛むし歯になる　口の中が気持ち

から　　　　　　悪いから

　　43．4％　　　　　　　　46．2％

　　　；そ
1→　　　　　の

　　　　他
7．7％　　2．7％

「
歯を丈夫にしたい

　この選択肢の中には，先生に言われるから，友

人もするから，親に言われるから，ただ何となく

などというものも含まれていたのであるが，その

ようなものは現在では，ほとんどみられなくなっ

ている。

　以上のようなことから，これまで本校が取り組

んできた歯の保健指導の結果，生徒達の歯の健康

状態が徐々に良くなりつつある。生徒達も自主的，

積極的に歯の健康について自分の問題としてとら

え，実践する態度や習慣が身についてきていると

思、う。

　5．　まとめ

　これまで本校では，歯の保健指導は校内での指

導はもちろんのこと，家庭や地域への啓発も大切

であるという視点に立ち，色々な取り組みをして

きた。その結果として生徒の歯の健康に対する意

識も高まり，歯の状態も良くなりつつある。

　今後もむし歯の治療をさらに促進し，治療率

100％を目指すとともに，むし歯治療の促進だけ

でなく，予防の重要さについて更に認識を高め家

庭・地域ぐるみの歯の健康づくりを推進していき

たいc



日本学校歯科医会会誌62号1990年1月／41

【資料1】

平成元年度　歯の健康啓発推進事業計画

東町立鷹巣中学校

月 実　施　内　容
　ー－

学 校
1　
ー 家 庭

　
断
ド

　
診
一

　
康
力

　
健
療

査
期
治

調
定
歯

健
の
し

保
歯
む

）
）
）

1
4
9
θ
∩
δ

4
月

5
日
刀

　　　　　　　　　　の配布　　　　il）
14）　歯の定期健康診断結果の資料展示l

l1）　歯の健康に関する標語・ポスター　1）
　　の募集　　　　　　　　　　　　2）

「1）給食後の歯みがき
2）　歯みがき調べ
　　（生徒会保健体育部）

6
月

1）　歯の衛生週間
　　　標語・ポスターの展示
　　　「保健安全教室」
　　　　（全体学習・指導）

　　給食後の歯みがき
　　歯みがき調べ
　　（生徒会保健体育部）

【1）　給食後の歯みがき

2）　歯みがき調べ
　　（生徒会保健体育部）

1）食後の歯みがき
2）むし歯の治療

ill鐡搬き

1）　食後の歯みがき
2）むし歯の治療
3）　地域別教育懇談会
　（地域別治療状況資料配布）

　　1）

7降1
月

8
月

9

月

歯の健康に関しての意識調査
学校保健委員会
「むし歯予防のしおり」の作成と
家庭への配布

むし歯の治療促進

1）　給食後の歯みがき
2）　歯みがき調べ
　（生徒会保健体育部）
3）学級指導
4）　治療カードの作成及び配布
　（生徒会保健体育部）

1）むし歯治療促進月間

）
）
）
　
　
）

1
2
Q
J
　
　
4

食後の歯みがき
むし歯の治療
地域別教育懇談会
（地域別治療状況資料配布）
歯みがきカレンダー

）1

1）　むし歯治療状況の把握

　　1）　食事調査10
月

1）　第2回歯の検査
2）　歯の検査結果集計

11）給食後の歯みがき
　　歯みがき調べ12）

　　（生徒会保健体育部）
t3）　歯ブラシ・歯ブラシケースの点
｝　検
1）　給食後の歯みがき
2）歯みがき調べ
　　（生徒会保健体育部）

｝1）給食後の歯みがき

　　歯みがき調べ・2）

　　（生徒会保健体育部）
　3）　個別指導

1）　給食後の歯みがき
2）　歯みがき調べ
　　（生徒会保健体育部）
3）　治療カードの作成及び配布
　　（生徒会保健体育部）

11）給食後の歯みがき
　　　歯みがき調べ2）

　　（生徒会保健体育部）
3）歯みがき推進月間
4）歯ブラシ・歯プラシケースの点
1　　検

1）　食後の歯みがき
2）　むし歯の治療
3）　歯みがきカレソダー

11）　食後の歯みがき

2）むし歯の治療

11
月

1＿1
12

月

1）　むし歯の治療促進
2）　学校保健委員会

1

月

1）　歯みがき指導

1）　食後の歯みがき
2）むし歯の治療

1）　食後の歯みがき12）むし歯の治療

1）　食後の歯みがき
2）むし歯の治療
3）　歯みがきカレソダー

1）食後の歯みがき
2）むし歯の治療
3）　歯みがきカレンダー

2
月

3
月

1）むし歯の治療促進 1）給食後の歯みがき
2）　歯みがき調べ
　　（生徒会保健体育部）
13）　むし歯治療促進月間

1）むし歯の治療促進
2）　学校保健委員会
3）　歯科講演会

11）　食後の歯みがき
2）　むし歯の治療

1）　給食後の歯みがき
12） （歯みがき調べ
生徒会保健体育部）

！3）　歯の健康生活の反省

1）　食後の歯みがき
2）　むし歯の治療
3）　歯みがきカレソダー

※　毎月8日を「歯の日」とし，給食後の歯みがきの時間や短学活を利用して指導する。

※　町の広報誌に歯の健康について記載してもらい，地域住民の意識を高める。
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【発表4】

幼（保）・小・中学校の一貫性を図る歯の保健指導を

進めるためにはどのようにしたらよいか

鹿児島県松川曜・：松山小了校∫牧1斗1／階朝川 慧

　1。　はじめに

　松山町は，大隈半島の東部，曽於郡のほぼ中央

に位置し，東西に狭長して，人口5，500人の畜産・

園芸の盛んた純農村地帯である　町内には保育園

3，小学校3，中学校が1校あり，後述する歯の

健康啓発推進事業を中心にして幼・小・中が連携

を図りながらむL歯予防活動を進めている。なお，

本町は全国でも有数な高齢化地域でもあり特に，

老人保健等へは積極的に取り組まれている昭利63

年度の老人保健法による健康審査では，1，378人

の歯科検診者があった

　昭和61年度にはむし歯予防E6保護推進事業，

昭和62年度・63年度の2ケ年は保育園を対象に鹿

児島歯科学院専門学校の衛生士による歯みがき指

導並びに母親への歯科保健指導を実施するととも

に，昭和63年度から2年間県の歯の健康啓発推進

事業の指定を受け地域ぐろみの取り組みを進めて

いるところである。今回は，この「歯の健康啓発

推進事業」を中心に述べることにするc

2．　歯の健康啓発推進事業の組織及び活動内容

ω　企画推進部の活動及び内容

ア　推進組織の確立及び趣旨の徹底

イ　テーマの設定，重点事項及び活動内容の設

　定

ウ　学校歯科保健講習会の開催

工　保育園・小・中学校の一貫した保健指導の

　目標・内容の決定

オ　実践事例集の作成・配布

（2）指導研究部の活動及び内容

ア　教師の理解と関心を高めるための研修会の

　開催

イ
ウ

工

「3）

イ
ウ

工

学級指導等における指導法の工夫

保護者のむし歯予防に対する意識の高揚

学校・家庭・地域ぐるみの啓発推進活動

調査広報部の活動及び内容

アソケート調査等による実態把握

むし歯予防のしおり等の配布

講習会等の開催及び広報

実態調査及び分析・評価

3．活動成果

資料1及び資料2

　4．考　察
　歯科保健で町の町民課と保健所が行っている検

診事業には，1．5歳児，3歳児，5歳児かみかみ検

診，妊婦検診がある。保育園は福祉課扱いの年2

回の園医による検診，各学校は教育委員会扱いの

年1回の検診，就学時検診がある

　歯の健康啓発推進に関しては，保健活動に係わ

る全ての機関が目的を一つにして，協力し合って

成果が期待できるものと思われるnまた，啓発活

動も長い年数が必要である。しかし本年4月に担

当者の異動等で事業の継続か困鄭なこともξ1・じて

来た。先ず町民課の老人保健歯科検診と歯科学院

衛生士科の学生による保育園の園児・母親への保

健指導の取り止めであった、、幸いにして県学校歯

科医会の行っている無歯科医地区の歯科検診なら

びに学級保健指導は教育長の熱い情熱のおかげで

実施できた。

　今後の松山町の歯の健康啓発推進事業てある

が，町の関係各課，保健所，教育委員会及び各学

校長，養護教諭，保健主任，保育園園長，保母，



児童，生徒へと呼びかけを一年，二年，三年と継

続していかなけれぽ，この事業の指定を受けた結

果を出すことはできたいと考える。

　5．今後の課題

　町ぐるみの歯の健康啓発を進めるには，子供か

ら老人に至るまで一貫性のある歯の保健指導を進

める必要がある。また，母親・r供は．非常に検

診慣れがしているので，なん回も同じことのくり

返しではなく，何か新鮮なものを企画する必要が

ある。それに乳幼児医療助成を医科と同じように

歯科も年齢引き上げを行う。このことによって乳

菌の治療を行いやすくする必要がある。

　教育委員会は，要保護，準要護の児童・生徒へ

の医療券の発行を見直し徹底を図る。福祉事務所

との連絡協議会を年一回は開く。養護部会と歯科

医師会と連絡を密にして各学校の学校保健委員会

日本学校歯科医会会誌62号1990年1月／43

の充実を図る。この時栄養士の方の参加も必ず呼

びかける。

　保育園においては，園医と保母との連絡を密に

し，昼食後の歯みがきは必ず保母の手で園児一人

一人を行っていただくようにする。

　年一回は，町，教育委員会，福祉≧｝1務所，歯科

医師会，保健主任会，養護部会，保倒の会，栄養

L会，PTA等でむし歯予防に関する連絡協議会

を開催する．

　歯を含めた口腔は生命を維持していくのに一一一ts

大切な食物をとり込むところであるのに「歯は悪

くなっても命に別状はない」と軽く考えられてい

るようである。今までどこでもむし歯予防に一生

懸命取り組まれて来たと思うが，啓発への一貫性

がないかぎり虫歯は増加こそすれ減りはしないと

考える。

平
成
元
年
度

学
松
歯
科
保
健

　

研
究
協
議
会
会
湯
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歯みがき等に関する集計結果

松山町歯の健康啓発推進委員会
　　　　◎　園児，児竜，生徒分

朝の歯みがきカレンダー集計

　　　（2週間の歯みがき回数）

夜の歯みがきカレンダー集計

　　　（2週間の歯みがき回数）
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巨≡≡≡ヨア．1回

　　　　　4．1％
［：：：：：］イ．　21ril

　　　　　38．8％
L・°・°　・：・：ウ．3回

　　　　　55．9％
磁ヨコL．　41ill

　　　　　1．2％
幽オ．0回
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2L　卓月4）1菊ノ声力Siき1まい一フ？

　小学生

　　　　　　　　　　巨≡≡≡ヨア．朝食、あヒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　82．1％

　　　　　　　　　　匪画］イ．走⊆きて”34（“

　　　　　　　　　　　　　　　　　　11％

　　　　　　　　　　吻ウ，無回答
　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．9％

3　夜の歯みがきはいっ？

　小学’L

　　　　　　　　　　匡≡≡ヨア．夕食のあヒ

　　磯ウ　　　　　　41．6％

灘’易1：謙翫
　　’疑鵜搏噸　　　　　　　　　　　6．5％

4歯みがきは自分から・s一るか？

　小学生

　　　　　　　　　　匡≡≡ヨア．自分から進

　　　　　　　　　　　　　　　ん5』82．1％

　　　　　　　　　　　匿蓬悪ヨィ。言われでず

　　　　　　　　　　　　　　　る　　　11％

　　　　　　　　　　　囮・ラ，無回答
　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．9％

5　検査の時，治療・り必要な歯が主，りたか？

　小学生

　　　　　　　　　　　巨ミ≡ヨア。はい
　　　　須≡≡≡　　　　　　　　60．8％

　鱗無．　　1Σ踊酬．いいえ
　聲．二義｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20．3％

　　磯瑳　　　　EZZ］ウ．わからない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　18．9％

6　治療は受けたか？

　！J・”1そ’｝こ　12541

　　　　　　　　　　　巨≡≡ヨア．はい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　66．1％

　　　　　　　　　　　…：：　：：：イ．　㌧IL》え

　　　　　　　　　　　　　　　　　　33．9％

・
、、　　，

籔獲∋
、
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1一ノ／
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中学生
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一

』

’一二＝＝＝：＝：＝ノ

　　　　　　　ー

巨≡≡ヨァ．朝食のあと

　　　　　　　　90％
二出：：：　イ．走⊆きて一’3『ぐ

　　　　　　　6，5％

囮ウ．無回答
　　　　　　　3．5％

巨≡≡ヨァ．夕食のあと

　　　　　　　39．69％
・’ ・’ 　°：°　イ．，起きて二弓一ぐ』

　　　　　　　　6．5％

吻ウ．無回答
　　　　　　　53．81％

巨≡≡≡1ア．　自分・から）建

　　　　んで　　90％
E註三三三三三ヨイ．1言2、dnて一す『

　　　　　る　　6．5％

麗ウ．無回答
　　　　　　　　3，5％，

　　　　　　　41．2％

匿巨豆璽1イ．いいえ

　　　　　　　55．3％
EiiZZ≡］　T’ノ．　わフう、らなし》

　　　　　　　　3。5％

　慧≡≡≡≡≡≡≡≡≡雪　　1，．　tJj二しエ

　　　　　　　　　70％

　瞳三i2雑　イ． し、L、え

　　　　　　　　　30％
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7’

・j、’りそf仁　（167｝

　　　工

どうして治療を受けたか？

　　　　　治療カード
　　　　　　　66．3％
：．：．：．：．イ．いたかった

　　　　　　　　7．7％
［＝コウ．家の人のす
　　　　『5”LV）　　19．6％

吻工．先生
　　　　　　　　0．5％
懸一イ．そu）他
　　　　　　　　5．9％

巨≡≡liヨア．いたくない

　　　　　　　　20％
：’・’：

一一：・　イ．　こ芽一）し｝

　　　　　　　　1．2％
［＝：コウ．っれてって
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【資料2】
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【講義m】

「歯の保健指導の指導計画と授業の進め方」

神奈川県綾瀬1了Yx育研究所山田 央

　1．　はじめに

　学校における歯の保健指導を進めるにあたって

は，学校としての歯の保健指導に対する基本的な

態度を明確にしておく必要がある。特に，次の点

については，具体的におさえておくことが大切て

ある。

　q）児童生徒の健康は，生活の手段として重要

　　なのではなく，教育の目的としての位置をも

　　つものであること。

　2）学校が，児童生徒を預かり，日々教育をL

　　ている中て常に心がけ，子供に働きかけてや

　　ることは，f供が持っている問題を解決して

　　やることである。歯の健康に問題をもって生

　　活している者がいれば，その問題を解決して

　　やり，生活をより望ましいものにしてやるこ

　　とが教育の使命である。

　（3）学校における歯の保健指導は，教育課程に

　　位置をもつ教育の内容である。小学校では．

　　教科体育の保健学習，理科，学級指導（学級

　　活動），学校行事等が直接的指導の場であるr、

　2。　実態の把握

　指導計画の作成や指導の展開をする段階では，

児童生徒の実情を十分に把握することが必要であ

る，そのために，いろいろな調査が実施さ勲る、

（例）

　○むし歯にかかっている人数

　○むし歯の数（本数）

　○歯みがきをしている人数

　このような調査をよく見ることがあるが，この

調査は量の調査であって，歯科保健管理あるいは，

指導資料としては大切な資料であるが，このまま

では，次の具体的な対策が生まれにくい。更に一

歩深めたり，観点を変えて，「なぜ一1「どう1て1

がとらえられるよらな調査が必要である。つまり

質の調査である、，

（例）

　○歯みがきができないときはどういうときです

　　か。

　○歯みがきで，どこが…番みがきにくいですか。

　○歯みがきで，どこが一番みがきよいてすか。

　3．指導計画

　指導計画の立案に当たっては，児童生徒の実情

に即すことになるが，作成の手順を十分に考える

ことが大切である。特に歯の保健指導は，発育・

発達の段階が確実におさえられていなければなら

ない1、

　（1）指導事項を明らかにする。

　児童生徒の実情がはっきりすると，歯の健康に

かかる問題も明かになる。同時に，指導しなけれ

ぽならない事項が浮きぼりになり，学校全体や学

年の傾向を明確におさえることができる。

　「2）発達に即して，指導事項を整理する、

　低学年で身につけさせる事柄と，中学年から指

導すべき事柄。高学年で重点的に指導すべき事柄

等，児童生徒の発達に即した配列が必要て，それ

によって，学年ごとの指導の重点が明確になり，

学校全体とtての指導の一貫性を図ることも可能

となる。

嬬その際に，1帷1鵬ぎ単鶴鵬の
指導事項を区別しておくことも大切てある。

　13［ねらいや内容を設定する。

　学年ごとに，指導事項についてのねらいや内容

を設定して，どの学年で何を指導し，どのような

態度や習慣を形成するかはっきりさせることが大

切である。

　このおさえができたところで，具体的な指導の

細かいことについては，各学年の作業にゆだねる，
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〈歯の保健指導の基本事項と学年別配当の例〉

　　01単位時間Q吉単位時間△必要に応じて×必要とせず（5一で）項目を組み合わせて

項　　　目 指　　導　　事　　項 1年 2年 3年 4年 5年 6年

自分の歯のようす ● ● ● ○ ○ ●

自分の歯や口の

健康状態
ヂどもの歯とノく人の歯 ○ ○ ○ ○ △ △

歯の検査の受け方 ● ○ ○ ○ Q ●

うがいの仕方 ● ● θ △ △ ●

歯ブラシの選び方，持ち方 θ θ ● ● △ ●

歯をみがく順序 △ △ ［° ○ ● ●

歯のみがき方 歯をみがく回数や時間 ● ○ θ △ △ △

前歯のみがき方 ○ θ ○ ● ● 一
〇

奥歯のみがき方 θ ○ ○ ○ 0 一
〇

歯のうらがわのみがき方 △ △ △ ●

［
。

．
○

むし歯弄防に むし歯をつくりやすい食べ物 ● ● ○ ○ θ ○

必要な食生活 間食のとり方 ○ ○ ● ● ○ θ

むし歯のできるわけ △ △ ● θ ● ○
歯や日の病気と

令身の健康との
むし歯の進行状況 × × △ △ θ ○

関連など 口の中の病気

むし歯の治療

△

△

△

△

［
：
［
：
［
：
［
：

歯のつくり × × △ △ ○ Q歯の構造・機能
歯のはたらき × × △ △ θ ○

このおさえができないまま，各学年に任せると，

指導の一貫性がとれず，発達段階があいまいに終

りやすいので留意する必要がある。

　4．　指導過程の工夫

　保健指導が，「お説教1になったり，単なる「申

し合わせ」に陥りやすいことが，従来から指摘さ

れている。児童の生活に，生きて働くためには，

指導過程を工夫し，児童が主体的に取り組むよう

にすることこ大切である．

柄題の発見1

児童の多くは，何が問題で，1可が9｛ましい行動

かがとらえられない。常に教師の与える問題を考

えるだけでは，生活は主体的になりにくいし，活

動も他人ごとに終わり実践意欲は乏しいものにな

る。従って，学年相応の問題発見の能力を伸ばす

必要がある。

　この段階は，問題が個別的であるので，そのま

までは学級集団の問題としてはかみ合わなくな

る。実践場面が家庭にある場合などでは，学級集

団の共通のものになるよう掘り下げることが大切

である。

　掘り下げが不十分で，児童の問題意識が浅いと，

当たり前の申し合わせになることが多く，実践に

は結びつきにくい．



悔因の追求1

　ここでは，問題点を分析的にとらえさせ，原因

を究明させることにあるが，問題そのものが，具

体的でなければ掘り下げも不十分になる。特に．

漠然とした問題であると，その問題が何によって，

どうして起こったかの追求がむずかしくなり，通

り一ぺんの言葉のやりとりに終わりやすい。

　　（例）

　　　「夜の歯みがきができない」ということで

　　　あれば，多くの児童は，

　　　　簾穎1ら」｝欝

　このような回答が原因として多く挙げられる。

そのままを原因としてしまうと，一般論申し合わ

せになりやすい。「眠くなる前にどうLてできな

かったか」という，　・歩踏みこんだ扱いでなけれ

ばならない，

　「忘れた」，「眠かった」という表面的な扱いに

ならないことが大切である。

1問題解決の方法

　具体的な原因が把握できると，問題解決の生活

のあり方は，比較的容易に挙げられるものである。

しかし，前段階での原因の追求が，先に挙げたよ

うに「夜の歯みがきを忘れた」が，「眠かった」な

どになると，「眠る前にする」，「忘れないように

する」という，申し合わせ程度に終わりやすい。

　「なぜ忘れてしまうのか」，「なぜ眠くなる前に
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できなかったのか」が追求されて，はじめて，生

活に結びついた解決策が生まれるのである。

　なお，知的な理解は，問題によって必要になっ

てくる．解決の方法が，子供だけでは考えられな

い場合もあり，教師の指導が大切な要点ともなる。

児童任せにするものではない。

「翫「
　実践化の段階は，やろうとする意欲をもたせる

ことである。個々の問題を，学級集団の共通の問

題としてとりあげ，集団でその原因や解決方法を

探り出した。その解決方法を個々の生活の中に返

してやり，生活の中で，生きて働くようにしむけ

るのが実践化である，、

　感想文にまとめたり，努力目標を立てさせるの

もそのためである。何よりも必要なことは，指導

全体の流れの中に，「そうだったのか。」「なるほ

ど。」という，感動や感銘が有ることである。

　人間の本質は，感激の無いところでは変化しに

くい。心に感じた時，それははずみによって変容

することが多いものである。

　5．計画的指導は変容への糸ロ

　児童生徒の望ましい生活行動への変容は，一単

位剛あるいは漣位購こよる・計画的指導に

よって，即可能とはなりにくい。むしろ，計画的

指導につながる。継続した日常の指導が大きな意

味をもつものである。日常指導への継続的なつな

がりは，朝の話し合い，帰りの話し合いの時間を

有効に活用することが特に大切である。

社会
　　生活
家庭

譲縫
）

社会
　　生活
家庭

購
噺
懇
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【講義N］

「そしゃくの意義とその指導の進め方」

（社）日本学校歯科医会常務翌陣石川 実

　はじめに

　近年，子ども達の発達段階における歯科的課題

として，食べ物を噛まない子，噛めない子，食欲

のない子，また飲みこみ（嚥下）が上手にできな

い子などが多くみられ，教育関係者や歯科医の間

からさまざまな問題が提起されている。

　学校における教育としての歯科保健は「むし歯

予防推進指定校」や「むし歯予防啓発推進事業」

などの実践研究によって，ようやくその成果が明

らかになりつつある。

　これらの実践研究の成果を大切にし，さらに21

1Ur紀に生きる子ども達のために口腔（口）の働き，

噛む（咀囎）ことを取り上げられることは生涯保

健の課題として意義のあることである。

　1．　そしゃくの意義とは

　（1）食べるという営みea　，ただ単に歯や顎や筋

の働きで行われるのではない，口の内外からのい

ろいろな感覚刺激が入力され，それが脳で処理さ

れ司令となって顎の筋や舌を働かして，歯で噛み

咀囎して嚥み込む働きが遂行されるのである。そ

れは，神経・脳・筋・歯等から構成されている一

種のコンピュータシステムにもたとえ得る。咀噛

システムの総合的な働きである。こう見ると，咀

囎システムのどこかに故障でも起これば，それは

システム全体の働きに大きな悪影響をおよぼし咀

囎機能を低下させることになる。

　わが国の人口動態を見ると女の寿命は80代，男

の寿命は70代と延びているにもかかおらず，歯の

存命は50歳にすぎない。つまり，咀噛機能の寿命

とからだの寿命との間には大きなギャッフがあ

る。

　からだの寿命と歯の寿命との大きなギャップを

つくったものはいったい何か，その1つには，自

然科学の他領域の発展にくらべて，歯科医学の研

究・教育・診療体系に大きな遅れがあったのでは

ないかと考えられる　咀噛機能の低下とからだの

寿命との大きなギャップを埋めるには，より生物

学的な，より科学的な根拠に基づいて，幼時期か

ら咀噛機能を発育・向上させるてだてが取られな

ければならない。それには，従来のように，歯だ

けが咀噛機能を行うという狭い概念ではとうてい

対応できないであろうr．

　咀囎は，末梢効果器，それから起こる感覚入力

系，それを処理統合する中枢神経系とその司令を

運ぶ運動出力系とから成る咀囎システムというコ

ンピュータ的総合システムの働きで遂行さ淑，こ

のような広い概念に基づいて，はじめて成長期に

おける「咀囎システム」の健全な育成も可能とな

るのである，、

　ところか，例えは岨噛システムの発達のよしあ

しがからだの他の生体システムの機能にどう関わ

っているかなど，まだ総合的には何も分かってい

ない．もちろん，咀囎システムを構成している各

要素レベノしでの知識のみでは咀囎システム全体を

理解することはできない。咀囎システムの各系の

構成要素に何らかの異常なり損傷が加えられれ

ば，それは咀囎システム全体の機能の低下に連動

していくであろう。だからこそ，21世紀に向けて

の咀囎機能の研究には総合システムとしての観点

がとくに必要なのである。「咀囎システムの基礎

的研究」において，システムの各系の相互関連に

ついて明らかにtることはもちろんのこと，から

だの他の生休システムへの関連についても，総合

的に解析されるような基礎的な総合的研究がなに

よりも必要である。こういう視点に立って，本特

定研究「咀噛システムの基礎的研究」が，咀囎シ

ステムのモデリング・アプローチ，セソソリー・



アプローチ，ピヘビアラル・アプローチ，メカノ

サイトロジカ・レ・アプローチといった4つの研究

班で組織され，これが特定研究（1）として採択され

た。

　本研究は歯科医学におけるはじめての特定研究

であり，これをベースにして「咀囎システム」と

いう新しい概念に基づいた歯科医学の新Lい研究

領域の突出を図ろうとするものである。

　そのためにば，どうしても他分野の研究者の新

しい考え方や開発された最新の研究技術などを歯

学の領域に導入していかなければならない。この

視点から，総括班は昭和61年度学術講演会を開く

次第となった。

　学術講演会では，重力と生物，および咀噌シス

テムのモデリングに関する物理工学的側面，なら

びに咀囑システムの生物学的側面から，最先端領

域の16人の先生方の最新の話題をお話しいただ

き，それを分かりやすく咀囎システム入門書とし

てまとめた。これが少しでもこれからの歯科医学

の研究促進のインバクトになれば願ってもない慶

びである一
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　（2）咬合および咀囎機能の重要性

　出生と同時に，栄養の取り入れ口としての口腔

は生命の維持に重要な役割を果たし始める。物を

噛入，消化し易い形に咀囎する運動の原点は吸暖

運動にあると考えられる。すなわち，乳を吸い嚥

下する行動は，顎運動，舌の運動，口唇や頬の運

動の協調作用により遂行される

　新生児は上下の口唇，上一ドの歯槽堤を活用しな

がらヒ顎前歯部口蓋と舌尖で乳頭を吸うが，この

とき舌背を口蓋に密着させながら頬筋を働かせて

嚥下する。このようなsuck－in（吸引）やswal－

10W（嚥下）の機能時に起こる機能圧は，やがて

萌出する上下乳前歯を唇舌的にガイドさせること

になり，これらが将来の顎位，つまり上顎骨に対

する下顎骨の水平的，垂直的な位置関係を作るも

のと考えられる。また歯槽堤は，内側からの舌筋，

外側からの口唇，頬筋などの機能圧に調和して外

形が作られる．

　顎運動をはじめこれらの運動を支える顎関節や

咀噛筋，顔面筋，舌筋の機能は巧みな脳神経系の

制御下に発揮されている。

1987年6月
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　乳児は生後6i’月程で下顎乳前歯の萌出をみる

と同時に，萌出した乳前歯と舌尖とを利用し，下顎

の前方運動と素朴な咀囎運動を覚えると同時に，

舌筋，頬筋，口蓋，歯槽堤などを活用しながら嚥

下をする，、これらの機能圧は乳臼歯の頬舌的な位

置をガイドし，近遠心的には乳前歯→第一乳臼歯

→乳長歯などによって顎位が決定され，第二乳臼

歯の咬合によって乳歯列弓は安定し完成さねる。

　乳歯列の発達につれ，歯に加えられた咬合圧は

歯根膜の機械的受容器を感覚の受信部とする機構

が加わり，歯牙支持組織にダメージをケえない生

理的許容範囲内の量や方向などによって，反射的

に筋肉の運動をコントロールし，下顎運動をガイ

ドしているJ

　未成熟な下顎窩内穎頭の運動もチューイングサ

イクルの様相につれて動かされ，この運動に順応

しながら顎関節が発育し，より複雑な高度の口腔

機能が確立する。

　…方では意志伝達の機能を果たす場としても，

口腔は重要な役割を分担し

ている。すなわち，発声，

発汗機能も口腔の機能を考

えていく土で，忘れてはな

らない点がある．

　以上の咀囎と発音の2点

は，口腔の機能の第一一・義的

）tg　’iE要性を示唆するものと

いえよう，他方，社会の複

雑化と個人をとりまく環境

のひろがりによって，社会

の中て自己の存在を追求す

することになる。i1Rl！爵機能の減退1ま，全身の健康

を保持し増進させるLできわめて不都合な状況を

生み出すことになるL単に全身の発育ということ

だけでなく，精神的な面での発育にも多大の影響

をもってくる．．

　以Eのような観点に｛tlった時，学校歯科医会と

して，教育の…環として健全な口腔機能を育成し，

心身ともに健康な児帝生徒を育てる努力を推進す

べきであると考える、従ってその基盤となる咬合

についての認識を深め，正しい咬み合わせを持つ

ことの意義を啓発していく必要性がある。

　　学校歯科における口腔咀噛機能，

　　不正咬合に関する基本的な考え方

　　　　　社団法人　日本学校歯科医会より

　（3）噛むことの効用

　よく噛むことは，食物を咀囎するだけにとどま

らず，いろいろな点で全身の健康に大きなかかわ

りを持っています。尾崎正俊先生は噛むことの効

用について次のようなことを述べられています。

　　　噛めば噛むほど　　一　一一噛むことの効用についての10項目

1・食物を破砕する一一一　一一→消化がよくなり本当の味がわかる

　・歯や顎の成長を促進する　　一一顔つきが美しくしV－）かりする
t
　・口の中の自浄作用を促進する→むし歯になりにくく歯肉も丈夫にする

　・筋肉が正常に作用する　　　一一・姿勢がよくなる

　・頭の血流をよくする一一一一一一一頭の働きがサワヤカになる

　・神経を刺激する　　一一一→心が安定して情緒が豊かになる

　・表情筋を刺激する　　一一一一一一→表情が豊かになる

　・唾液酵素が働く一　一一一一一一一一ガンになりにくくたる

i・唾液腺ホノしモンの分秘を促進→いつまでも若々しくいられる

1・脳を刺激し，発育を促進する→頭のよい子にたる

るようになり，昔から明眸酷歯といわれるように

自己の精神的基盤としての役割を口腔が担ってい

る点も重要なことである。

　このように重要な役割をもつ口腔が，その機能

をト分に発揮するためには，何といっても，一・本

一・本の健康な歯と土顎に対して下顎の咬頭と窩と

が，厳密な嵌合を営むような健全な歯列と咬合関

係が求められる。もし，不正位にある歯や咬合の

異常がみられる場合には，本来，その個体が発揮

しうる筈の機能が，その不正の程度に応Uて減退

①噛めぽ噛むほど，食物がよく破砕され食物

　の消化や吸収を助け，さらに食物本来の味が

　よくわかり，本当のおいLさがわかるように

　なります、

②　噛めば噛むほど，顎・顔面（歯や顎骨）が

　バランスよく成長し，その結果，調和のとれ

　た顔立ちになります。

　　成長期の子ども達の歯や顎骨の質的，形態

　的な成長発達のためには，　卜分な栄養素の摂

　取と適度な下顎運動による機械的刺激が必要



　なのです。

③噛めぽ噛むほど，口の中の自浄作用を促進

　し，むし歯や歯周病の予防につながります。

　よく噛んだり，話をしたり，大声で笑ったり

　することが，自浄作用を促しているのです。

再　噛めば噛むほど，筋肉がIE常に働き，姿勢

　がよくなります。

　　噛むということは，首筋，胸，肩，背中な

　どにある12種（左右1対）24個の筋肉を総動

　員して下顎を動かしています。幼いときから

　自然に近い食物をよく噛んで食べる習慣をつ

　けることは姿勢をよくする秘訣です．，

参　噛めぽ噛むほど，頭の血の流れがよくなり，

　頭の働きがよくなります。

　　噛むことによって，汚れた血液がスポンジ

　をしぼるように心臓の方に戻されます。その

　結果，脳に新鮮血が補給されることになりま

　す，，

⑤　噛めは噛むほと，神経が刺激され，心の安

　定と情緒が豊かになります。

　　アメリカの宇宙飛行士たちが噛む必要のな

　い宇宙食で，無重力の中て訓紳Lていると，

　思考力や，集中力がおとろえ，感情も不安定

　となり，訓練が続かなくなってしまったとい

　　う報告はあまりにも有名です。

彦　噛めば噛むほど，表情筋を刺激Lて表情が

　豊かになります。

　　表情筋は，口，es．　t眼のまわりに多く，特

　に口のまわりには多く集まっています。表情

　の豊かさは，その人の魅力を大きく引き出L

　　ます。

　ε　噛めば噛むほど，唾液の分泌は盛んになり，

　唾液酵素の解毒作用が働いて，癌になりにく

　　くなります。よい成分の唾液をつくるには，

　　よく噛んてよい血液をつくることてす。

　qg　噛めば噛むほど，唾液腺ホノtモンが分泌さ

　　れ，老化防止になります。

　　　パロチンというホルモンは，体の成長を促

　　し，皮膚にはりを持たせ，－歯や骨や血管を丈

　　夫にし筋肉の力を高め，増血作用としても働

　　きま　“t。
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⑩　噛めば噛むほど脳を刺激して，脳の発育を

　促します。

　　脳発達は遺伝と環境によっても左右され，

　その1つに「噛む」ことがあげられ，知能と

　の関係についても少しずつ研究が進んでいま

　す。

　2．　よい歯でよく噛みよいからだ

　少々難解とも思われるからだの寿命と歯の寿命

の問題や，そLやく機能の発達過程，さらに噛む

ことの効用などについて紹介したが，ものを噛む

ということはあまりにも自然でポピュラーなため

に，問題意識を持って深く考える機会が少なかっ

た。しかしながら，今口の時代背景の中で子供達

の生涯保健を考え，そしゃくの問題を重要課題と

して勉強することは，大変意義のあることである。

　「よい歯でよく噛みよいからだ．：の標語は，学

校保健に包括される歯科1呆健教育の9本的理念で

あり，哲学的な名言といえる，．

　学校現場では，「歯」は自分で見ることのでき

る教材てあるとして，あらゆる仮設をもとに取り

扱われてきたが，1本］本の菌の形態的特長や機

能については必すしもレ分てはなかったと考えら

れる

　1衣1本しり歯，を淑らが構成弓’る函列弓，上顎

の函列弓に対する下顎歯列弓の咬み合わせなどに

ついて解説L，咀噛機能との関係について考えて

．没たい．

　健康教育の教材としての応｝月やアソ1・’一一チの方

向に少しでも科学性が見いだされ，児童，生徒の

ために役立つものになれぽ幸いである。

　℃　切歯

　切歯は上下顎歯列弓の正中線の両側に，それぞ

れ2本ずつ計8本の切歯がある。切歯は臼歯て食

唇面

胤

近心隣接面 舌側面
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べ物をすりつぶすのを容易にするために，まえ

もって食物を細かく切ったり引きさいたりする裁

断機の働きをする。唇面に見える2本の溝が見ら

れ，食べ物の流れが歯肉の方向へむかうようにな

っている．

　2）犬歯

　犬歯は上下左右で訓4本ある，犬歯は獲物を捕

ったり，穴を掘ったり，切りさいたり，つき刺／

たり，武器として使われるので，動物界では大切

な歯である。人間では一・番丈夫な歯であり，犬歯

を失うと顔面の口角（口元）が平坦になる。犬歯

は咀囎する際に臼歯を守る緩衝の役目を果たして

いる。小臼歯と協調する大事な歯である。
　（3、　　ノ」＼【≡「1歯

　小臼歯は左右上一ド顎に各2本，計8本である，

形態学的には犬歯と大臼歯の移行形であり，食べ

物を噛みくだくための咬合面がある。

頬側面

　ゆ　大臼歯

　大臼歯は乳歯と萌えかわったものではなく，乳

歯列の後に加わった加生歯であり，第一大臼歯は

6歳頃，第二大1ヨ歯は12歯頃に萌出する。

　智歯といわれる第三大臼歯は萌出したい人もあ

るzた臼歯は咀噛に最も大きな役割を果たしてお

り上下顎間の顎間距離を決定する重要な歯であ

る。大臼歯の口腔内の生存期間は第二大臼歯で約

IO年である。

舌
側
面

頬側面

鯉
側
償

頬側面

解　璃
　　鵬接面1

　！5！形態的特長

　歯を唇面から見るとIE中線に近い部分は，遠い

部分より垂直に近い丸みを帯びた形であり，正中

線より遠い部分は丸味の強い形態をしている。歯

の問の部分は近心面は凹んでおり，遠心面はやや

凸様の3L味を帯びた形をしている。

　歯肉に近い部分（黒色の部分）は食べ物の流れ

がジャンプするよろな形態とな一，ており，食べ物

の流れをコソトロールし，歯肉を保護している。

その他の丸味を帯びた形態は，食べ物が直接，歯

肉に害を字えないような，すばらしい形態となf．

ている

　c6／　歯列弓の咬含面観

　歯列弓を咬合而から見ると，1本1本の歯か隣

の歯と点接触しながらきれいなアーチ型に並んで

いる。

　ヒ顎の小臼歯を見ると，頬側と舌側にそれぞれ



咬頭の頂きがあり，この咬頭頂から尾根のような

隆線が，咬合面の中心にむかっている。上顎の大

臼歯は4つの咬頭頂から咬合面の中心にむかっ

て，斜めの4つの隆線が走っている。

　咀囎の効率は，上顎の咬頭頂と咬頭頂から咬合

面の中央に至るそれぞれの隆線に対して，下顎の

咬頭頂と隆線とが，Lっかりと咬みあい，下顎の

咀噛運動，つまり上下，左右，前力後方，斜め左

右運動など，その個人の特長ある咀囎運動によっ

て，食べ物を切りとり，切りさき，噛み砕き，す

りつぶすことになる、また下顎の図に示したよう

に，臼歯の周囲は，丁度お皿の縁のように高くな

っているが，これは咬頭頂から隣の歯にむかって

辺縁の隆線があり，それぞれの咬頭頂を結んだ形

で一周している。この辺縁隆線は，食べ物を臼歯

の咬合面に置き，こぼれることのないようにして

いる働きがある，隣接の辺縁隆線が損なわれると，

歯と歯の間に食べ物がはさまり，食事が思わしく

なくなり，咀囎効率も低下する。また歯周病の原

因にもなる。

　「7　IL咀噛二と咬頭の対向関係

　正常な咬合関係の型式に大別して二つ形式かあ

る。

　図A型の対向関係は．卜顎の小口歯の咬頭填か

上顎の犬歯と小臼歯の空隙に咬みあい，また下顎

の大臼歯の正中に近い咬頭頂が，卜顎の小臼歯と

大臼歯の間と大臼歯と大臼歯の間の空隙に咬みあ

う型である。

　B型の対向型式は，上顎の小臼歯の止中に近

い，辺縁隆の内側にある小さな窩に咬み込む形で

あり，大臼歯の頬側咬合頂が，それぞれ小窩や中

心の窩に咬み込むものである。どちらも正常咬合

であるが，Bに示す咬合関係の方が咀囎効率がよ

いと思われる。

　これらのすはらしい歯や歯列，そして咬合関係

を生涯に亘って，健康に保つことは容易なことで

ぱない。

　学校でしなけれはならないこと，家庭でしなけ

れはならないことを整理しながP）　，学校歯科医を

大いに活用し，より科学的な教材を通して，子供

達iの歯科保健の充実と実践活動を期待したい。
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　　　　A　咬頭の対向闊係の型式
咬頭・鼓形空隙関係一下顎頬側咬頭（中心の位置）

下顎歯頬側咬頭は，一ヒ顎歯の鼓形空隙と対向関係

にある

　　　　B　咬頭の対向関係の型式
咬頭・小窩関係一下顎歯頬側咬頭（中心の位置）

絶￥
、
◆
ノ
、

　
　
＼

卜顎歯頬側咬頭力’1上顎歯の小窩へ文lll・」

　3。学級指導案（仮設）の基本的な考え方と進

　　め方

　先ずはじめに，口腔機能に包括される歯はから

だの一・部であり，かけがえのない臓器であるとい

う基本的な考え方がなければ，子ども達が自分自

身の問題として心の中にしっかり位置づけ，生涯

を通して生き生きとした実践活動につなげること

はむずかしい。

　また近年の子供達は，食生活の様式を変化させ

た食べ物の保存技術の向上や彼等自身の多忙な生

活を合理化？　するために，多くの加工食品やイ

ソスtlント食品の利IT］傾lliysl強い。そのためか咀

噛回数の減少はもちろん，よく噛んで食べる習慣

が身についていないようである。
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　咀囎をテーマとする学級指導案（仮設）を考え

るために必要な素材は，これまでの学校歯科保健

の研究授業にもみられるように数多く発表されて

いる。そ激らの素材をいかに調理し，味付けの工

夫をしながe．一一人ひとりの問題意識の高まりや実

行しようとする意欲を育て，やがて習慣化につな

げる教授法を考えることが必要であろう。

　そのためには，はじめに学級の実態を把握する

ための事前調査から導入して行くことも一つの方

法と考えられる．

　（1＞学校給食は子供達にとって楽しい学習の一・

　　側面をもつものであ獄，給食時の子供達の反

　　応はその日の休調によってさまざまである

　　が，何といっても当日のメニューに関心が高

　　い。子供達自身に一口あたりの咀噛回数を記

　　録させ，各個人の咀囑回数をまとめの事前調

　　査（準備）とする。

「2）咀噛に関する家庭での関心度の事前調査も

　必要であり，硬いもの軟らかいものなどの好

　ききらいや，よく噛んで食べているか否かに

　ついてアソケートなどの調査によって実態を

　把握し，家庭の協力が得られる態勢づくりも

　必要であろう。

（3）これらの事前調査や実態調査から，学級指

　導案（仮設）のキ題を決定し素材を選び，よ

　く噛むことが生涯にとって大切であることを

　気づかせ，実践への意欲を評価し，習慣化に

　つなげる指導案としたい。

　おわりに

　咀囎の意義とその指導の進め方について述べて

みたが，まとまりのないものとなった。当日の資

料とともに，少しでも役に立つことがあれば幸い

であるL

　訳陣＼、
　』讐｝’

・ξ一一一　　・ら三

毒賃
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【講義V】

「生きることと口」

鹿児島大学歯学部教授浦郷篤史

　「口」を構成する組織は，歯，上・下顎骨（歯

槽骨，骨口蓋，顎関節を含む。），口蓋骨，舌骨，

上・下口唇，頬，口腔粘膜，歯肉，唾液腺，舌，

扁桃，咽頭及びそれらに分布する血管，神経など

から成り，それから発信される情報や脳で起こる

信号を，総合的に処理する中枢神経の運動司令に

よって機能します。

　「口」の機能は，①摂食，：2呼吸（補助的），③

感覚，④情報伝達，⑤感染防御や免疫（唾液腺の

免疫グロブリンA，扁桃の細胞性免疫），⑥成長

（唾液腺からの脳・骨・皮膚成長因子産生），⑦全

身の細胞調節（唾液腺から活性ペプチド産生），（＄

ホルモン機構（唾液腺ホルモン）などであります。

　ちなみに，歯科医療の目的は，ヒ記した各組織

の形態と機能が，いつも，いつまでも，健康であ

ることを願い，さらに行動することを通して国民

の幸せづくりに奉仕することであると思われま

す。

　しかし，国民の一・人一人が，また歯科医療が

「口の健康」をいかに願っても，「口」は時の流れ

に伴って老化現象が起こり続けます。さらに，各

種の病的状態あるいは病気が発症しますので，上

記した諸機能は低下し，ときには個体の死をきた

すほどの変化がみられます。

　ところで，わが国が貧しく，人の寿命が比較的

短命であった頃の医療は，いかなる分野において

も病的現象に対処することで精一杯でした。歯科

医療も，う蝕の治療と人工臓器としての「入れ歯」

の装着を主要診療対象としてきました。このこと

は，人々が「食べる」という墓本的希求に対処す

るための手段でありました。しかし，いまは，ま

た将来も，平和で豊かな高齢社会が続くでありま

しょう。従って，人々は自由に手に入れることが

できないものの最たるものとしての健康に対する

希求は一層強くなるとともに，現在持ち合わせて

いる健康をさらにシェーブ・アップしたいと思い

始めているようです。その発想の深層には，誰に

も迷惑をかけず，いかに楽しく老後を生きるか，

あるいはいかに美しく老いることができるか，と

いう個人的，社会的意図を内蔵しているような気

がしてなりません。

　それゆえに，疾病の治療ということを主体とし

て行動してきた医療においても，質的拡大が期待

されているのでありましょう。一方，生きものが

保有する2つの生活本能のうち，年齢を取るに従

ってまず種属保存本能が低下していき，やがて自

己保存本能消失によって生命の炎は消えるのが一

般的です。

　以上のような，社会的並びに生物学的な視点が

誤っていないとすれば，個人的にも社会的にも，

個体の生とともに存在する摂食行動，さらには

「楽しく食べる」ことを主とした「口の健康」が

有する生物学的意義は，改めて認識されるべきで

ありましょう。

　全身の健康と同じく，「口の健康」づくりも子

供のときから一そこで，学校における口の健康

づくりに御活躍くださっておられます皆様に，病

理学的領域から私が体験した口腔病変を供覧させ

て頂くことによって，「口」の役割を御確認して

頂きたいと思っております。
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日本学校歯科医会会誌62号1990年1月／63

【講義剛

「学校歯科医の今日的役割と活動の在り方」

文部省体育局体育官猪股俊二

1．　学校歯科医の研修の動向と今日的役割

2．　学校歯科保健の領域・内容

3．　学校保健安全計画と学校歯科医

4．　歯の保健指導と学校歯科医

5。　学校歯科保健に関する校内研修と学校歯科

　　医

　6．　学校保健委員会の活性化と学校歯科医

　吉田先生のレジュメに従って，豊富な学校歯科

に対する考え方が私自身消化しきれてない面もこ

きいますが，表題に従って私の任務を果たさせて

いただきます。

　咋日は学校歯科保健指導の今H的問題について

観点をいくつか巾し上げましたが，本日は具体的

に歯科医という立場に観点を置いて，役割と活動

の在り方について述べさせていただきたいと思い

まナ

　ーkず，第一のレジュメに学校歯科医の研修の動

向と今口的役割ということが書かれてあります

が，研修をめぐっての問題はいろいろな都道府県

においてすでに実践されていると思い1ますが，現

在研修というのはすすんでいて，研究協議会等意

図するところですすめられておりますけれども，

レジュメの中の資料でi若干説明させていただきた

いと思います。

　今年3月末，口腔衛生学会が千葉県で開催され

まして，中尾先生から高等学校の現状について話

をするようにいわれてその実践報告をさせていた

だいた折に，全国歯科保健研究大会の研究協議と

Lてこのような主題が設定されたということをお

聞きしました。

　私自身，疾病の管理から離れていますが医学と

教育というものの接点を見つけて，学校歯科保健

を前進させていこうという意図がこのレジュメの

表の中に見てとれました。51回の研究大会で「包

括化」というテーマのもとに，まとめられて，53

回の和歌山の大会ではその主題に基づいてのそれ

ぞれの発達段階，学校種別に応じた研究発表がな

されるということをおうかがいしておりますが，

教育と医学の接点が示されてあるということで，

私はこの表を高く評価したいと考えて％’　］）ます。

　そこで，学校歯科医の研修の動向という観点に

たちますと，「包括化」という主題に基づいて表

をどのようにすすめていかなければならないか

が，当而の課題になります。表の中では，歯科保

健の課題が…つ提起されていると思います。もら

一一つは，教育課題の克服が提起されていると思い

ます。ではその歯科保健の課題とはどういうこと

なのかといえば，具体的にはう歯治療の徹底をす

すめていかなければたらないということと，う蝕

予防を進展させてゆくという問題がこの中にある

≧思います。現実に児童・生徒が吾し歯を抱え苦

しんでいる事実がございまナ。歯の悪い生徒に歯

周疾患を除去してやるということが，歯科保健の

大きな課題であると思います　しかし，もう一つ

の大きプIR課題としてう蝕予防・歯周疾患予防を徹

民させてゆくという課題があろうかと思います。

　私が在勤していた学校の生徒の例を出させてい

ただきますと，数字はここにはございませんが，

基本的生活習慣が身についていない生徒の一つの

行動としてあらわれるものに遅刻がございます。

遅刻をよくする生徒と，ほとんど遅刻，欠席をし

ない生徒の歯では罹患率，未処置と処置率を含め

てですが，それほど差はないけれど，基本的生活
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習慣が身についていなくて学業成績がやや不振の

子供たちと，遅刻，欠席等がほとんどなくて成績

が上位にいる子供とで典型的に違うのは処置率で

ございます。これは徹底して違うのです。倍以上

処置率が違います＝それから萌出歯も典型的に違

ってきます。基本的生活習慣が確立されていない

波及的な問題として，学業成績の問題があります

けれど，それぞれ要因分析をして，やはり勉強す

る習慣が確立されている子供の場合は自分の歯を

大事にするという具休的な結果が生まれてくると

いうことは，大変おもしろい数字であると思いま

す。従いまして，う歯治療の徹底を図る場合に基

本的習慣の徹底をきちんとおさえると同時に学業

生活に適応できる子供に育てていくということが

治療という問題を，いうなれば歯科保健活動がそ

の子供なりに定着してゆくと考えられます。従っ

て，う歯治療の問題は学校と学校歯科医とが協議

をする場合，一一・つの問題提起として，基本的生活

習慣が確立され，なおかつ学業生活に適応できる

子供に育てていくということを協議していただく

ことが大変重要なことであると思います。

　次にう蝕疾患の予防ということでございます

が，いくつかの観点から今まで話してまいりまし

たが，最終的な目標として12歳DMF歯数を三以

下にするというWHOの到達目標を実際にしてい

くという手だてがこ勲からの課題であろうと考え

ております。このことは，きのう，おとといの研

究発表ならびに分科会の中で共通理解が図られて

いるのではないかと思います。従って，この歯科

保健の課題に学校としてどう取り組むのか，また

学校歯科医の専門性をどのように発揮してゆくの

か，こねからの研修の在り方が問わカているのて

はないかと思います、，

　次に，教育課題というテーマですが，教育課程

の基準の改訂に伴いまLて，大きな改善の狙いの

中に，「心豊かで，たくましく生きる人間の育成」

といら一つのねらいが出されました、このねらい

をどのように達成してゆくのか，学校歯科医は学

校教職員と，どのようにこの課題を達成してゆく

のか、どのような研修が望ましいかを考えていく

必要があると思います、こういう場てどのよらた

研修の在り方が考えられるか，またどのような計

画を作り上げてゆくのか，さらにそういった研修

の成果をどのように集約して，どう評価して，そ

の波及効果を徹底させてゆくのかという研修の一

つの流れをどのようにすすめてゆくのか，またそ

れをいかにプランニングしていくのかという問題

があろうかと思います。このような歯科保健の課

題と教育課題の克服というテーマを70ベージの表

の中で考えていきたいと思います。

　次に，学校歯科の領域内容ということについ

て，ご説明してゆきたいと思います。この表につ

いては，先生方には頭の中に入っていると思いま

すので，歯科衛生士学校の生徒さん向きのガイダ

ンスになろうかと思います。現在，学校における

保健安全に関する領域は三つのパラダイムで構成

されています。すなわち，歯科保健にしろ，学校

安全にしろ，教育・管理・組織活動という，すべ

てこの三つのパラダイムで構成されています。そ

の構成としてはわかりやすく的確であり，その構

造的な形としては集大成されたものであると思い

ます。保健学習というのは，教科において歯科，

体の健康に関することを取り上げる領域でござい

ます．直接的に歯，歯の健康に関する記述はさほ

ど多くはございませんが，小学校・中学校の体育

の保健分野，高等学校の科目保健というところ

で，疾病に関する予防に含めて保健学習として位

置づけられています。もう一つは特別活動として

なされる保健指導，ヘノLスガイダンスと書かれて

あるものでございます。これは，広い意味で生徒

指導というものにつつみこまれますが，一つの教

育用語ではフォーセスといわれておりますが，そ

の中に含まれるものです。「生活指導」という誕，

のは小学校・中学校・高等学校において指導書と

しても使っておりません。そ2，1は様々な誤解を招

く表現が使われているからでありまして，「生徒

指導」に含まれる領域というふうにとらえていた

だきたいと思います。生徒指導というのは具体的

にはどういうことかといいますと，児童・生徒の

身近な健瞭の問題を自分で判断し，これが極めて

大’ji：なことなのですが，その健康の問題を処理て

きるよらた実践的た能力・態度を育てるヒいらこ



とが，ヘルスガイダンスで定義されていることで

ございます。この自分で判断・処理するというこ

とが現実の子供たちにできないというところに問

題があるわけです。これには様々な要因があるの

ですが，健康問題をかかえている子供は生徒指導

上の問題行動を起こします。また，生徒指導上の

問題を起こす子供は健康問題が内在していること

が大変多ございます。そのことが教職員にはなか

なか理解されずに，健康問題は保健室に，生徒指

導の問題は特別指導を担当している先生にと，区

分されているという現実がございます。従って，

健康問題がそういった生徒指導上の問題行動を起

こすことについて，私自身の経験からもいろいろ

な研究サークルからもこのことに対する理解を先

生たちに求める運動をしてきておりますが，実際

にはわかっていても生徒指導上の問題は生徒指導

の担当と分けられていることが実情であると思い

ます。今後このような問題として，生徒指導の充

実を図るためには健康問題をぬきにして考えてゆ

くことはできないし，そのことを中心にすえてい

かなければならないと思います。そこでそのよう

な保健指導は，71ページに出ていますが，それぞ

れの特別活動のそれぞれの形態に応じて，展開し

てゆくことになっております。

　今般の指導要領の改正によりまして学級会活動

と学級指導が一緒になりまして，学級活動と名称

が変わっております。高等学校では，ホームルー

ム活動，通称ロングホームルームと呼んでいま

す。以下，児童会活動，学校行事，例えば休み時

間，昼休み，登校前，放課後，学校で様々な生活

をしている日常生活での指導となっていると思い

ます。ここでいう個別指導は逆にいいますと人的

管理というものと個別指導をくくったものと点線

で後ろで結びついていただければと思いますが，

例えぼ，歯・口腔の健康相談。これは学校歯科医

が行うもので，養護教諭が行うものと区別はして

おりますが，そのような個別指導との絡みが人的

管理と結びついていると考えていただきたいと思

います。そしてそれはそれぞれの形態に合おせて

行われています。しかしいずれにしても，学級活

動が行われる何らかのつながりとして歯科医の講
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演がございましょうし，その後それぞれの学級に

おいて学校歯科医が言ったことはどういうことな

のかということがショートの時間にとりあげてい

くという補完関係が学校の中になければ保健指導

は決して効果を生むものではないというふうに考

えております。従って，先生方が歯の衛生週間を

中心としてお話をいただくことがあろうかと思い

ますが，その場合，生徒の実体を前もって先生の

手元に数字がくるような形，また先生がお話する

ようなレジュメをいただいて，こういうことを意

図するとまたぜひホームルームで強調していただ

きたいというような連携をもって保健指導にあた

っていただくことがさらに充実したものになって

いくと思います。

　保健管理には，このような人的管理と物的管理

がございますが，私が見たある学校の風景です

が，洗口場の蛇口をつくることが困難な学校でビ

ニルパイプに穴をあけて，傾斜をもたせながら，

一斉に給食後のはみがきの場としての形をとって

いる学校がございましたが，この涙ぐましいこと

がやがて洗口場の設置にかわったという経緯を知

っていますが，物的管理ということも私は非常に

大事な要素であると考えております。保健学習で

学び得たこと，そして保健指導でその態度・形成

ができても実際に生かす場面として物的環境がな

ければなかなかすすみえないと思います。従って

これだけをやればよいというのではなく，総合的

な立場ですすめていかなくてはいけないと思いま

す。

　資料3は，比較する意味で載せてあるので，の

ちほどご覧いただくとして，資料4に学校歯科保

健活動と学校歯科医の役割がございます。先ほど

の歯科保健教育，歯科保健管理組織活動という大

きい枠をさらにそれぞれの形態別の特色に分け

て，活動のとらえ方が，書かれてあります。

　次に73ページに移ります。学校保健安全計画と

学校歯科医ということについては，この表現上の

問題と安全について，若干，話させていただいて

先生方の理解を求めたいと思います。これは，安

全という問題がなぜ学校保健安全計画という言葉

として取り上げるようになったかというと，健康
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安全また学校保健をすすめていく上で大変重要な

視点ととらえておりますので，第一点，その点に

ついての説明をしてゆきたいと思います。これは

昭和24年の資料として出されましたが，中等学校

保健教育実施要項が出されました。これが日本に

おける学校保健の一つの端緒になったといっても

いいかと思いますが，すでに健康教育の内容とし

て救急処置と安全という項目が24年の試案の中に

書かれてあります。この具体的な指導目標が安全

生活の必要について理解を与え，安全についての

法令の理解と遵守する態度を養うという項目が第

二項と第五項に示されてあります。すなわち，昭

和24年の段階で安全生活の必要性，安全について

の法令の学習をしなさいということで，すでに指

導目標として示され具体的な指導内容に交通事

故，家庭生活での事故，学校生活職場での事故と

いうような具体的な例示がなされたのがその端緒

でございます。しかしだんだん健康問題をふくら

ませる形で安全がやや指導的な内容としてうすら

いできた傾向がありますが，昭和30年代高度成長

の波にのって様々な生活様式が変わってきてう蝕

の問題も深刻になってきました。産業界において

も事故防1ヒが緊急の課題として出されてきまし

た。実際に学校での事故も多発するようになり，

それは児童・生徒の体力にも問題があります。昭

和42，3年頃，骨折が多発傾向にあり，それは生

活の変化が体の状況を変えつつあり，具体的な行

動の問題として安全が緊急の問題になってぎまし

た。従って，学校の中でこれを位置づけ生徒の安

全確保をやらざるを得ないような背景がありま

す。これについては日本での学問的背景が遅れて

いた事実があり，安全概論というものが英国の学

者から提示されて，定着してゆく形になってきま

した。環境の整備という問題安全に関する規制，

取締りという問題，教育という問題が事故防止の

要素として挙げられてきました。これは，事故防

止三つのEといわれています。すなわち，環境＝

Environment，規制，取締り＝Enforcement，教

育＝Educationであります。このような生活の

近代化にともなってのいろいろなことが学校生活

において安全を確保してゆく，また安全であるた

めの行動をとるような能力を身につけさせる必要

があるということで昭和53年3月に法改正があ

り，学校保健という大きな枠の中で学校安全とい

う問題をとりあげていただきたいということにな

りました，

　学校歯科医がこれにどうかかわるのか，これは

学校の事情によっては一括しても，別にしてもさ

しつかえありません。学校の規模や交通環境によ

っても，建造物が5階建ての学校と平屋建ての学

校によっても，さまざまな学校の実態によってそ

の安全にかかわる緊急度があるとそのようなこと

をふまえていればということです。但し両方をた

だ単純につき合わせたような関連性のない計画を

たてることは望ましくありません。このようなこ

とが局長通達の中の解説に書かれてあります。学

校安全の領域については76ベージにあります。で

は具体的に学校歯科医がどうかかわってゆくかに

ついてですが，学校歯科保健に関わる学校保健安

全計画を作成立案してゆく場合，一“つには歯・口

腔の健康診断，健康相談を計画的に立案してゆく

ということがあります。保健指導を充実させてい

くたあの学校保健安全計画を考えてゆかなければ

なりません。次に校内研修，そして最後に学校保

健委員会というものがこの立案としてだされてい

る項目があると思います。歯・口腔の健康診断と

いうことは77ページに書いてあり，表として提

示されています。学校保健法施行規則に学校歯科

医の執務についてふれていますが，学校行事の中

で行われてゆくためには，やはり計画的なものが

必要であろうということであります。それを生か

す意味での保健指導というものがありましょう

し，事後措置に絡むようなことでの保健指導の充

実ということもありましょうし，う歯予防として

う蝕をどう防ぎ健康な歯をつくるための保健指導

の計画もありましょうし，歯の衛生週間を中心と

しての学衡」事の計画もありましょうし，委員会

活動，児童・生徒の活動としての例えば学校歯科

医との懇談会，インタビュー，パネルの展示であ

るとか保健指導の充実という一つの立案の中にお

りこまれています。また現実に校内研修について

ですが，今の教職課程には学校保健については講



座として，また必修単位として設置されていませ

ん。戦前は履修しなければならない状況にありま

した。従って，概念的には健康の大事さがわかっ

ているけれども今の先生方には知的理解がないと

とらえていた方がよいと思います。このことから，

校内研修をすすめてゆくということを保健安全計

画の中で考えていかなければなりません。歯科医

の先生方は安全については徹底した勉強をしてい

るわけで，麻酔の問題等にしろ，薬の問題にし

ろ，安全に関わる基本的なことを習得されている

ので，問題提起ができると考えております。それ

は交通安全につながり，学校の生活安全につなが

り，というふうになっていきます。

　第4番目の歯の保健指導と学校歯科医とを合わ

せて，学校歯科保健に関する校内研修と学校歯科

医を説明しておきます。『小学校歯の保健指導の

手引き』については，手にされ，中に書かれてあ

ることも良知されていると思います。また，『学級

担任のための歯の保健指導小学校編』がございま

すが，むし歯予防推進指定校の成果とか歯科保健

研究大会での実践であるとかまた啓発事業におけ

る成果がその中におりこまれています。具体的に

は一つは歯の健康つくり，う蝕予防活動を通して

児童・生徒の取り組み方がちがってきていると示

されているところが特色であると思います。学校

というところは学ぶところでございます。生徒が

学ぶことで変わっていくということが教師にとっ

て最大の喜びであります。歯の指導を通して生徒

が授業に参加する態度が変わって伸びて＠くのが

目に見えてくるということがさまざまな角度から

実践している学校の例からわかってきたというこ

とが特色だと思います。次に歯の指導で，自ら考

えて実践してゆくということが子供の行動変容と

して，はっきりあらわれてきているということが

ふたつめの特色だと思います。従って，歯の保健

指導をすすめていく上でお願いしたいのは，学校

の先生と一緒になってまず教材教具というものを

ぜひ工夫していただきたいということです。

　私自身の経験を申しますとカラーテスターが消

費者団体によって使えない時期がございました。

昭和52年の時で，私は千葉県の教育委員会におり
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ましたが，その時に当時の課長と相談しましたと

ころ，それぞれの地区で活躍されている学校歯科

医の先生方にその学校関係者を集めてブラッシン

グ指導を行うという移動教室をやった時に，顎模

型に砂糖と米を練りまぜてつめ，それを生徒たち

の前で染だし液で，まさに歯垢をつくった状態に

しました。それを大きなブラシで，ローリング法

でかき出す指導を行いました。このように教材教

具を工夫し，それは先生方だけではなく保健委員

会の子供たちにアイデアを求めるとヒントを与え

てくれることが非常に多く，また子供たちにより

適したものができます。保健指導が更に徹底して

ゆく足がかりになると思います、

　もう一つは展開の仕方でございますが，私の経

験ですがある歯科医院に行くと受付に「歯のよご

れている人は診療しません」と書かれてありまし

た。また，「歯がきちんとみがけるようになった

ら処置をします」と続けられていました。その歯

科医は患老に強烈にボールをなげ返しています。

それは，治療に至るひとつの指導課程だと思いま

す。こういったアドバイス，工夫のポイソトを与

えていただきたいと思います。

　もう一つ保健指導に関しては，それぞれ各都道

府県の学校歯科医会ですばらしい手引きが作成さ

れています。これをぜひ学校で活用できるような

アドバイスをしていただきたいと思います。これ

を先生方だけで保持してしまわずに，学校に残し

て保管することが必要です。そのような先生方に

対してこれから先どのように校内研修をすすめて

いったらよいかですが，現職教育というのは本当

に職場では大事です。先程申しましたように教職

課程の中で学校保健に関わる講座がないのが実情

です。国立大学の教育学部の一部で集中講義とし

て学校保健に関わる講座を開いているところが増

えてまいりました。例えぽ，性教育に関すること，

歯科教育に関わること等，さまざまな集中講義が

行われていますがどちらかというと養成課程とし

ては充分でないと思います。だとすると，現職教

育として学校現場で，学校教育に関する研修をし

ていかなければならないことになります。その場

合三つの観点があると思います。まずは学校職員
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と学校歯科医との人間関係が大事であるというこ

とがポイントになると思います。二つめはその人

間関係の中でそれぞれの職域についての相互理解

が充分なければいけないと考えております。三つ

めは学校，学校歯科医が子供の歯の健康像をどの

ように考えてどういう歯をつくっていくのかと歯

の健康像を確立していくことが大事である。この

三つをふまえ，現職教育をすすめていかなくては

ならないと考えています。

　おとといの推進指定校の発表の中で本当にすば

らしい発表を聞きました。確か「晴神をみがけ，

歯をみがけ」というスローガンが埼玉から出され

ましたが，四国の先生が「ろう下をみがけ，歯を

みがけ」ということをおっしゃいました。その学

校の子供たちの心の中には先生に対してまた学校

歯科医の活動に対して共感し，それを素直に受け

入れられる気持ちがあるから「ろう下をみがけ，

歯をみがけ」といっているのですね。こういった

学校と生徒と歯医者さんの心の交流があるから，

こういう言葉が出てくるのであって，これは強制

されて出てくるのではありません。

　尋．う一つ人間関係の話で石野筋一先生のお話で

「きょういちとお読みするんですか。」とたずねた

ところ，「心を忘れているっていつも言われるん

です。」あるクラスでご自分の名前を板書した際，

「力が三つあってがんばるんだ。」とおっしゃった

とたんに男子生徒が「蚊が三匹いてブンブンいっ

てうるさいんだべ。」って言ったそうです。その

クラスが最後まで充実した教育活動ができたそう

です。その発想をしてくれた子供とそういう発想

を許すクラス，学校の雰開気をまざまざと目の前

にするような感じがうれしくなりました。人間関

係というのは，何事でも物事を始めてゆく上で基

礎になると考えております。従って，現職教育で

ぜひ，先生方の人間関係を大事にしていただきた

いし，またそれぞれの職域を充分理解していただ

きたいと思います。

　三番目に，学校歯科医が校内研修に関わる際ぜ

ひお願いしたいのは，一つは歯の健康像の確立に

ついて，学校の先生はDMF歯数3以下の理解が

ほとんどありません。ですから先生方のキャリア

をもった豊富なデータなり今までの実践事例から

ぜひ先生方に提示して，歯の健康像をつくってほ

しいと思います。もう一つは，スーパーバイギー

としての取り組みをお願いしたいと思います。む

し歯についての健康相談を保健室でするというこ

とはさほど多くはないと思いますが，形を変えて

人から口が臭いと言われたとか，歯並びがおかし

い，歯の色が変とか言われて，大変悩んで養護教

諭のところへ来るのは非常に多ございます。そう

しますと養護教諭は，歯科の勉強はするが一つ一

つの事例に対して適切にその子供の相談にのるこ

とができるのかというと必ずしもそれは言えませ

ん。やはり，こういう相談に対してこういう答え

方でよいのかと悩んでいます。学校歯科医の所に

来る機会が多くなるのではないかと思います。そ

の時に個別指導の在り方，歯科疾患に対しての基

本的な考え方等，さまざまなことについてぜひ養

護教諭のスーパーバイザーとして取り組みをお願

いしたいと思います。現在の保健室は，けがをし

て救急処置をするということはもちろんでありま

すが，相談活動が中心に移ってきています。その

中で歯科が占める割合も増えています。特に口臭

の問題は対人恐怖症につながることもあるので，

ぜひそのようなことでスーパーバイザーとしての

取り組みをお願いしたいと思います。

　最後に学校保健委員会の問題ですが，その組織

を活性化するために三つ考えていただきたいので

す。一つは，マンハワー，人間資源といいますか，

人の力といいますか，やはりある組織が動いてい

く，活動が活発になってゆくためにはまずマンパ

ワーが必要になってきます。次に必要なのは，ア

ナリシスだと思います。いわゆる分析と通称言っ

ておりますが，物事の状況を見極め，判断し，洞

察していく力がその組織になければ物事は発展し

てゆきません。三番目には，コストベネフィット。

どれだけの力を注げばどれだけ効果が生まれるか

ということを考えてゆかなければなりません。マ

ンパワー，分析力，透視効果とよんでいますが，

これらが組織を活性化してゆく素だと思っていま

す。

　もう一つ別の見方でマンパワーに関係すること



ですが，人を得るということには三つの要素をも

っています。一つはアイデア，企画力に優れてい

る人を得なさい。仕事はできなくても，アイデア

をもっている人を得なさい。もう一つは，どのよ

うにそのアイデアを展開するかという戦略的な力

に優れている人を得なさい。三つめは，結果を処

理し，記録してとどめる人，そういう三者が組織

の中にいてはじめて，活動が活発になっていくと

いうことを申し上げたい。ですから，学校保健委

員会というのは形を整えるだけではなくて，歯科

の問題だったらまず学校歯科医もし一人だったら

一人，保健主事と養護教諭とできたら教頭を含め

た四人くらいでプロジェクトチームをつくっても

よいと思います。そういうことをしてから保護者

をいれて話を聞こうとか，様々な実践に合わせた

要因がそこに加わってくると思います。一番最初

から形をつくって学校保健委員会をやってゆくの

ではなくて、プロジェクトチーム的な発想からは

じめていったらいいのではないかと考えておりま

す。すなわち，学校保健委員会とは，健康問題が

多様化している中で，いろんな要素から考え方を

練り上げて，そして実践しやすいものにつくりあ

げてゆくわけですからやはりいろんな考え方を集

約することは必要で，そういった意味での委員会

は必要です。そのためには活性化するいくつかの

視点をふまえて充分できないところはプロジェク

ト的にまずスタートしていくところからはじめて

いかなければいけないと考えています。

　r小学校歯の保健指導の手引き』の中に保健委

員会のことが最後に載っています。学校保健委員

会の活用として学校歯科医の立場でどういうふう

にこの委員会を活用してゆくのかということが載

っていますが，これはお読みいただけれぽおわか

りになると思いますが，私は，学校というものは

何らかの形で組織で動いていると思います。個人

プレーで動いているところではないわけです。そ

のことを充分ご理解いただいてぜひよりリーダ

ー，アドバイザー，また時には協力者，コーディ

ネイターとしての立場でぜひ，学校保健会に参画

いただいてご指導いただきたいと思います。おそ

らく，吉田先生もこのレジュメならびに資料をそ
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れそれ77ページの中に示されたのはこのような

ことを意図されておったと考えて，私の考えもこ

の中に折り込みながらお話しましたが，おととい

の感想の中でも申し上げましたが，う歯予防推進

指定校を受けたから子供たちが即変わったとは思

いませんが，しかしう歯予防の指定校で実践して

いく課程の中でさらに子供たちがのびてきたと，

あの松原小学校で感じました。やはりごく一部で

すが教師というのは子供を見た時に，その動きが

どう変わってきたのかということがとても気にな

りますし，またそういう目で子供を見ます。松原

小学校の子供を見ると本当に変わってきたんだな

ということが如実にわかります。私はそれは指定

校の成果ではないかというふうに手前味噌的にう

ぬぼれてみましたけれど，やはり，小学校，中学

校で子供が歯を磨く行動とかが一時乱れることが

正直いってあります。しかし，必ずある時期を経

ますと，小さい時に培われた習慣とか教えられた

ことがもう一度ゆりもどされて，大人の生活に変

わってゆくことは，事実でございます。ですから

私の高等学校の経験からいっても，本当にゆりも

どされています。小さな頃，歯を磨く習慣のあっ

た子供は，再度，そのような形にもどってまいり

ます。例えば中学生の場合にはたいへん清潔感が

いっぱいで，病的なほどの潔癖感をもつ時期があ

ります。子供の発達段階というのはいろんな子供

の生活背景のちがいがありますが，小さい時の生

活習慣は必ずゆりもどされるということは事実で

すので，幼稚園・小学校の時の歯みがき習慣が定

着するということはこれから先の人生の中で必ず

有効になるというふうに考えています。学校にお

ける歯科保健を高めてゆくために学校歯科医の先

生方のこれからの職務が大事なのではと考えてお

ります。

　最後になりますが，9月1日に体育官になった

ばかりで不勉強な面が多々あって，先生方の専門

的な立場からすれば今日の話も充分意を尽くせな

かったと思いますが，この次お会いする時には，

更に私なりに努力して，先生方とあいまみえたい

と思います。長い時間ありがとうございました。
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【資料1】

学校歯科医の研修をめぐって（1）

一全国学校歯科保健研究大会一

吉田螢一郎

　学校歯科医の全国的な公的研修の機会として

は，全国学校歯科保健研究大会，学校歯科保健研

究協議会，学校歯科保健研修会（学校歯科保健研

修セミナー），全国学校保健研究大会及び全国学

校歯科医協議会がある。この稿では，最も歴史が

古く，しかも，今後の研修の在り方を志向する全

国学校歯科保健研究大会を取り上げ，主に研修内

容について述べることにする。

　1．　大会のあらまし

　この大会は，昭和6年4月学校歯科医制度発足

と同時に東京市において「全国学校歯科医大会」

として発足したものである。その後，昭和19年か

ら25年まで中断の期間があったものの，昭和26年

から毎年開催されて，63年10月青森県八戸市で開

催された大会は52回目を迎えるに至っている。わ

が国の学校保健関係の研究大会の中では最も長い

歴史をもつ大会として発展を続けている。

　なお，この大会は，昭和49年京都府で開催され

た第38回大会で名称を「全国学校歯科保健大会」

に改め，出席者を学校歯科医だけでなく校長，教

員など広く学校歯科保健関係者にも拡大し今日に

棄っている。また，昭和56年東京都で開催された

第45回大会から「研究」を加え「全国学校歯科保

健研究大会」に改め，学校歯科保健活動の実践上

の諸問題について研究協議を行う大会としての特

色を打ち出している。

　したがって，この大会では，必ず学校の授業や

活動の参観が組み入れられ，昨年10月の第52回大

会では小学校だけでなく，中学校と高等学校の学

校公開も行われたほどである。

　2．　研修の方向

　この大会は，昭和46年の第35回大会から第50回

大会までは「保健管理と保健指導の調和」をメイ

ンテーマにしてきたが，これを昭和62年の第51回

大会（岐阜県）から「学校歯科保健の包括化」に

改め，今日に至っている。

　このことについて，主催する（社）日本学校歯科

医会では，大会誌に次のように述べている。

　「……幼稚園，小学校，中学校，高等学校を一

貫した学校歯科保健の構築や学校・家庭・地域と

の連携の緊密化による保護i者の啓発，学校教育が

直面している生命尊重の心や基本的生活習慣の育

成などの教育課題とのかかわり方など，多くの問

題が残されている。

　このため，「保健管理と保健指導の調和」は，学

校保健の永遠の課題であるが，これを発展的に促

え，第51回全国学校歯科保健研究大会を期して

「学校歯科保健の包括化一とし，学校歯科医と教

員がともに研修と実践を重ね，歯科保健の課題の

克服はもちろん，「心豊かでたくましく生きる人

間の育成」という教育課題の克服に貢献しようと

するものである。

　ここに，日本学校歯科医会は，来るべき新しい

世紀に向けて，わが国の学校歯科保健活動の一層

の充実が図られていくことを願うものである。」

　この大会は，学校歯科保健活動（歯科保健教育，

歯科保健管理，歯科保健に関する組織活動）を通

して，「心豊かでたくましく生きる人間の育成」と

いう教育課題の克服に貢献することを目指し，そ

の理論と実際にわたる研究協議を行う方向へと転

換が図られつつあるのである。

　3．　研修の内容

　別表は，第52回大会の研究協議の系統図である

が，主題に副題をつけて子供の発達段階に即した

歯科保健指導に重点をおくことを示し，全体会，

部会ごとの研究内容を明らかにしている。

　この内容によると，学校歯科医の研修内容が明

らかに大きな転換期を迎えていることに気がつく

のである。それは，学校歯科が学校歯科医中心の

活動から学校教育関係者全体の活動に発展しつつ

あるからなのである。（文部省体育局体育官）

　（注）　日本歯科評論February　1989，　No．556「虎の

　　門レポート」よりo
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（別　表）

〈第52回全国学校歯科保健研究大会研究協議内容〉

◆主 題 　　　　　　　　学校歯科保健の包括化

一
発達段階に即した学校歯科保健指導を進めるために

◆シンポジウムのテーマ

　（全体会）
発達段階に即した学校歯科保健指導を進めるために

1
2
3
4

子供の発達段階からみた歯科保健指導の目標
学校（園）における歯科保健指導の指導計画
実践力を育てる歯科保健指導の指導の進め方
学校歯科保健指導の推進に果たす学校歯科医の役割

◆部会別課題

　〈幼稚園・小学校部会〉
幼稚園・小学校における歯
科保健指導の実践

　〈中学校部会〉
中学校における歯科
保健指導の実践

　〈高等学校部会〉
高等学校における歯科
保健指導の実践

◆研究の内容

1．幼稚園における歯科保健指導の
指導計画と指導の進め方にっいて
（1）幼児の発達段階からみた歯科
　保健指導のねらいと内容につい
　　て
i2）幼児のn　ILI性を育て習慣化を
　　図る指導の進め方について
｛3｝保護者の啓発と連携の在り方
　　について

2．小学校における歯科保健指導の
指導計画と指導の進め方にっいて
Ll）低学年の指導の重点と指導の
　　進め方について
｛2｝中学年の指導の重点と指導の
　　進め方について
｛3）高学年の指導の重点と指導の
　　進め方について
（4）家庭・地域との連携の在り方
　　（学校保健委員会）について

3．小学校にむける歯科保健指導の
展開における学校歯科医のかかわ
　セ）ノノ：こつし、『（一

1．中学生の発達段階か
　らみた歯科保健指導の
　目標及び内容について

2．中学校における歯科
　保健指導の指導計画と
　指導の進め方について
Φ　学級指導・学校行
　　事におけるt旨導につ
　　いて
　12｝生徒会活動におけ
　　る指導の進め方につ
　　いて
　｛3）個別指導の進め方
　　について

3　中学校の歯科保健指
　導の展開における学校
　歯科医のかかわり方に
　ついて

1．高校生の発達段階か
　らみた歯科保健指導の
　目標及び内容について

2　高等学校における歯
　科保健指導の指導計画
　と指導の進め方にっい
　て

Φ　ホームルーム，学
　　校行事における指導
　　について
（2｝個別指導σ）進め方

　　について

3．高等学校の歯科保健
指導における学校歯科
　医のかかわり方にっい
　て

1．指導の内容
2．指導の場面とそれに応じた指導の方法
3．学校歯科医の役割
4．指導の組織
5．家庭，地域社会との連携
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【資料2】

学校歯科保健の領域

子
校
歯
科
保
健

歯
科
保
健
教
育

　　保健学習
（health　instruction）

　　　（教科）

（主として特別活動）

体育科6年「病気の予防」

生活科，理科，家庭など

　　保健指導

（health　guidance）

歯
科
保
健
管
理

一
人的管理　モ

一　　物瞭理　　一［

組
織
活
動

学級活動，ホームルーム活動

児童会活動，生徒会活動

学校行事（健康安全・体育的行事）

日常の学校生活での指導

f固別手旨導

歯・口腔の健康診断と事後措置

歯・LI腔の健康相談

理解・態度・実践状況の把握

洗日設備の整備・拡充

教材・教具の整備

教職員の協力体制

家庭との協力体制

地域の医療機関・団体などとの協力体制

学校保f建委員会

（注）　歯科保健教育については，平成元年3月告示の小・中・高等学校学習指導要領による。

【資料3】

保健教育と保健管理の特質

　　　　　　　　　　保　　健　　教　　育

　　　　　　　自律性の伸展による健康のrl己教育能力
［1　　標
　　　　　　　の育成

　　　　　　　学校教育法・学習指導要領
根　　　拠
　　　　　　　『小学校　歯の保健指導の手引』

　　　　　　　永続的（間接的であるが，生涯を通じて
効　　　果
　　　　　　　効果が期待できる）

　　　　　　　保健管理の活動で発見された健康上の問

相互関係　 題が指導の内容となる

　　　　　保　健　昏　理

　専門的知識・技術を駆使した他律的作用に

　よる現在の健康の確保

　学校保健法・関連法規

1一時的（管理の活動下に限定されがちであ
　る）

　健康診断などば，保健教育の成果の1謝面の

　機会となるものであり，また，保健教育の

；条件整備の役割をもつ
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【資料4】

雇

学校歯科保健活動と学校歯科医の役割

写 活動の基本・とらえ方

学校保健安全計画

　学校保健法第2条の規定に基づいて作成
される学校における保健安全活動の年間を
見通した総合的な基本計画である。

　　　小学校は体育科の保健領域，中学校は保
習　健体育科の保健分野，高等学校は，保健体
　　育科の科目保健で行われる。

　　　　　　　　　　　1．9．14

学校歯科医の役割・活動

保　健　学

・歯科保健の立場から年度の方針，重点を
呉申する。
・原案作成委員会，学校保健委員会などに
出席して意見を述Nる。

　小学校6学年に歯科保健に関する内容が
あるが教師からの求めによって，専門的な
指導助言を行う。

－
・
、牙

健
：保1活

・

ム

動

動
一
舌
ル
γ
ム

級
一
学
ホ

γ

　小学校・中学校は学級活動で，高等学校
はホームルーム活動で，学級担任による保
健指導が計画的，継続的に行われる。

　歯科保健が最も多く扱われる場面なの
で，指導計ll珂や指導法などについて，必要に
応じ指導助言を行う。特に科学的な資料・
：情報についての相談が多い。

健

教：

　1指
　1
育 導

行
防
で
予
団
の
集
気
の

病
模
や

。

規
断
る

な
診
い

的
康
て

校
健
れ

全

，
ま

の

で
含

上
動
が

以
活
事

位
育
行

単
教
る

年

る
す

学
れ
関

　
わ
に

事行校学

対

児童会活動・

生徒会活動

イ固　　　シノrJ　　才旨　　　導

　児童生徒の自発的・自治的活動を通して
保健に関する活動が行われる。

　心身の健康や健康生活の実践に問題を持
つ児童生徒に対する指導で，学級担任，養
護教諭がこれに当たる。

呆f

健

管

騨騰請灘雛鷲離遥き磁
人　　　　　　　　　学校保健法第11条の規定に基づいて学校
　　健康相談　医・学校歯科医によって行われるものであ
　1　　　　　　る。
管一一　．．t　　　　　－　　　　　　一　一　　　　一　一一

　　　　　　　　1　学校が年間を通じて定期的に行うもの
　　健康生活の実1で，保健指導の有力な手がかウが得られる。
理1践状況の把握

対　洗口場の整備
　　拡　　　　充

理　物

　「学校施設設計指針」（文部省53．10）で，

1学級当たり6個以上（水栓数）であるこ
とが望ましいとされている。

管1撚．教材た囎貨勢騰翠噌欝錆誘揺
理1°整備饗除る（鮒備融礪入石鰍な

；行う。

旨　　　　　一一
1　歯「1清掃の状況，食生活の実態など歯科
1保健の立場からも，必要な内容を盛り込む
ようにする。染め出しなどの方法による検
査も計画的に行うことが考えられる。

　学校で計画を練る段階で，指導・助言を
行う。新設の場合には必ず意見を述べる。

　学校歯科医が，直接指導を行う機会が多
い教育活動である。健康診断のとき，歯の1
衛生週間のときの講話などを行う。　　　i

　歯科保健に直接結びつく活動に保健委員1
会の活動がある。求めがあれば，必要な指1
導と助誌を行う。　　　　　　　　　　　　1

・ 学級担任や養護教諭に対して必要に応じ
　指導助言を行うこと（対象等については
　「小学校歯び）保健指導の手引」参照）。

　定期健康診断は，6月までに行われるこ1
とになるが，その実施計画及び事後措置に
ついて，十分意見を述べる。　　　　　　　1

　歯科保健について問題を持つ児童生徒にi
対して｛醐を通じて計画白勺に相談゜指導をi

　歯・口腔の模型，スライド，OHP用T
Pの整備について指導・助言を行う。

組

織

舌γ

職員の協力体制

学校保健委員会

　学校保健安全計画の運営に当たって，で
きるだけ，全職員が役割を分担し，相互に
協力しあって推進できるようにする。

動

　学校における保健の問題を研究協議し，
推進するための組織である。

・ 必要に応じて，職員保健委員会に出席す
　る。
・ 学校保健安全計画については，年間の活
　動がどうなっているかをよく理解してお
　くようにする。

　必要なときに出席し，専門的立場から，
積極的に発言し，家晦を含めた地域ぐるみ
の歯科保健活動が展闇されるように推進す
ることが望まれる。

　　　　　　　　　　健康診断とその事後措置を効果的，かつ
　　　　　　　　　適切に行うためには，地域医療機関，学校鶴翻漏駐蛍獣灘肇騨確立1

・ 歯科領域においては，校外治療を効果的

橘野き硬購溜芝鵬霧趨1｝
ある 1
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【資料5】

学校保健安全計画と学校歯科医；こついて〔1〕

l！デiH螢一郎

　学校歯科医の職務執行の準則（学校保健i法施行

規則第24条）に「学校保健安全計画の立案に参与

する」とあるが，最近，従前の「学校保健計画」

がなぜrv学校保健安全計llllLとなったのか，学校

歯科医は安全管理や安全教育にどのようにかかわ

ったらよいのか，といったようなお尋ねが多い。

そこで本号ではこの問題を取り一Lげ，解説を試み

ることにする一

　1．　「学校保健安全計画」に改められたことに

　　ついて

　学校保健法の一部改正（昭和53年3月）によっ

て，「学校保健計画」が「学校保健安全計画」に改

められたのは，学校における安全管理の充実を図

るためであった（表）。

　当時，学校の管理下で発生した’i｝二故に対する救

済制度の充実を図ることが，緊急の課題となって

いたことは周知のことである。このため，口本

学校安全会法の一部改正を行い，死亡見舞金を

300万円から1，200万「ljに，廃疾見舞金の最高額を

400万円から1，500万円に引き上げることとした。

しかし，事故は起こらないよらにすることが本筋

なわけであるから，事故防［ヒに最も深くかかわる

安全管理に関する規定の法的整備を図る必要か

ら，学校保健法の…部を改正し，「安全に関する

計画」と「施設及び設備の安全点検」に関する規

定を設けることとなったものである。したがって，

「学校保健に学校安全が加えられた」ということ

ではなく，学校における安全管理の充実を図る上

からの措置であったのである（なお，安全教育に

ついては，保健教育と同様学校教育法の体系の中

で所要の位置付けがなされている）。

　このことによって，学校医，学校歯科医及び学

校薬剤師の職務執行の準則も一部改正され，「学

佼保健安金計画の立案に参与する」とされたので

ある。

　2．　学校保健安全計画の立案とその形態につい

　　て

　学校保健安全計画の立案については，文部省体

育局長通達（昭和53年4月1日文体保第69号）で

次のような方針を示している。

1　安全管理にっいて

1（1）学校においては，安全点検その他の安全に関す
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　る事項について計画を立て，これを実施しなけれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　ばならないこと（法第2条），なお，計画は，学校

　　の事情により，保建に関する事項≧二括して立て
　　　　　　　　　　　tNt　　’　　　　　　　　　　　　　　－j
　　て一も．型働三享て∫メ～差ゑ支えな』・こ≧ρ　　　，

　このことは，「学校保健計画」が「学校保健安

全計画」になったからといって，単純に保健と安

全を一括して立てるというのではなく，保健と安

全の双方の充実を図るという観点に立って立案す

べきことを示したものといえるのである。

　ところで，立案の形態についてであるが，それ

には次の3つのタイプがみられる。

　①　保健管理と安全管理を一括して立てる場合

　2㌔保健管理，安全管理，保健教育，安全教育，

　　そしてさらに保健と安全に関する組織活動を

　　加えた学校保健と学校安全の年間を見通した

　　総合計画として立てる場合

③保健と安全の管理と教育，組織活動を総合

　　して，保健と安全を別個に「保健計画」，「安

　　全計画」として立てる場合

　①の場合は，保健と安全を一括した管理計画と

し，「法第2条」の規定を文字通り受け止めてい

　　　　　　　　　　表

　　　　　　　　　　　1　　　　　新　　　　　　　　　　　旧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
第1章　総　則

（学校保健安全計画）

第2条　学校においては，

　児童，生徒，学生又は

　幼児及び職員の健康診

　断，環境衛生検査，安

　全点検その他の保健又

は安全に関する事項に

ついて計画を立て，こ

れを実施しなければな

らない。

　第1章総則
　（学校保健計画）

第2条　学校においては，

　児童，生徒，学生又は

　幼児及び職員の健康診

・　断その他その保健に関

　する事項について計画i

　を立て，これを実施し1

　なければならない。



る例て，その内容の質量を考えれば，きわめて必

然性があるように思われる。しかし，このような

形態で立案している学校は，保健も安全も「管理」

の次元に終始する傾向がみられ，「教育」面の活動

が弱いということが指摘されている。

　2）の場合は，「学校保健計画を立て，および実施

することにあたっては，学校保健委員会の意見を

聞きまた学校における保健管理と保健教育との調

整を図り，いっそう成果が上がるように努める必

要があること」（昭和33年6月文体保第55号文部

省体育局長通達「学校保健法および同法施行令等

の施行に伴う実施基準について」）とする学校保

健計画を立案する際の留意事項をふまえているも

のといえる。

　本来，学校における保健と安全に関する管理の

活動は，教育活動と相まって展開されてこそ効果

が上がるものである、特に，教育の場における保

健と安全は「守る」と同時に「自らの力で獲得す

る」能力を育てることが重要であることを考える

とき，管理と教育を一体的にとらえることはまこ

とに当を得たものといわなければならない。

　しかし，保健と安企を一括した総合計画として

ilt：案すると，計画としては立派であっても，校内

の推進組織がよほど整っていないと，実施の段階

で徹底を欠くうらみがあるという指摘が多い。

　⑨の場合は，管理と教育を一体的にとらえなが

らも，保健と安全を別個に立てている例である。

保健に関しては，学校保健計画として昭和33年の

学校保健法の施行以来，管理と教育を一体的にと

らえてきており，ある程度定着してきている。今

後，安全に関する諸活動の充実を図り，安全の能

力を育て，事故防止に多くの期待を寄せるという

観点に立てば，安全の管理と教育及び組織活動を

含めた学校安全計画として別個に立てたほうが，

保健と安全の双方の成果を確かなものにしていく

ヒで望ましいものと考えるのである。

　3．　学校歯科医のかかわり方について

　学校保健安全計画の基本的な内容については次

回にゆずることとし，ここでは学校保健安全計画

立案の際に，学校歯科保健に関する活動がしっか
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り位置付けられるようにするための観点について

ふ・れることにする。

　CI歯・口腔の健康診断及び健康相談

　C洗「1設備の拡充・整備

　○学級指導・ホームルームにおける歯の保健指

　　導の充実（内容，指導時間数）

　○学校行事における歯の保健指導の充実（内容，

　　実施時期と回数）

　○児竜会活動，生徒会活動における歯に関する

　　保健活動の充実

　○教師の歯に関する校内研修の充実（実施時期

　　と回数）

　○学校保健委員会の充実（開催時期と回数）

　○父母の歯に関する学習会の開催（開催時期と

　　「・轍）

　また安全については，最近歯牙の欠損をきたす

事故が多いことから，事故防止のための安全指導

の観点や施設及び設備の安全点険の実施と，事後

措置の充実について提言することが望まれる。

学校保健安全計画と学校歯科医について〔2〕

　前号では，学校保健安全計画の立案に際しての

考え方や，学校歯科医とのかかわり方について述

べたr．そこで本号では，学校保健安全計画に盛り

込なべき一般的な内容，立案の手順，歯科保健の

立場からの具体的な参画の要点について述べるこ

とにする。

　1　学校保健安全計画の内容

　この計画は，前号で述べたような考え方に立つ

と，学校保健と学校安全の年間を見通した総合的

な基本計画である，とすることができる。したが

って，学校保健と学校安全のそれぞれについて，

「教育」と「管理」そして「組織活動」が総合さ

れた形で立案されることが必要になってくる。

　そこで，内容について考えてみると，表のよう

な事柄をあげることができる。

H　立案の手順

この計画は，おおむね図のような手順で，校務
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分掌の学校保健及び学校安全を推進する部門（た

とえぽ，保健部，安全指導部，健康教育部など）

の教員が中心となって立案されるものである。

　いうまでもなくこの計画は，全校教職員によっ

て実施されるものであるから，立案の過程であら

ゆる関係者の意見が十分反映されていることが大

切である。

　lll　学校歯科医としての参画のあり方について

　このことについては，前号でもふれたところで

あるが，計画立案の過程でどのようにかかわった

らよいかということを，図に即して考えてみるこ

とにする。

　まず，②の段階で，歯科保健の立場から児童生

徒の健康状態，意識や行動の実態を明らかにして

年度の重点事項を提示することである。

　その場合には，歯・口腔の健康診断や健康相談

の実施方法（時期，当日の日程のとり方，実施後

の教職員との話し合いの機会を設けるなど），事後

措置の指示のあり方，刷掃指導や間食指導の充実

に関する事柄，歯の衛生週間行事のもち方，父母

の理解と関心を高めるための活動のあり方，校内

の洗口場の改善・充実をめぐる問題などが考えら

れよう。

　次に，⑥の段階で，②を提示した事柄がどの程

度計画に具体化されているかを確かめることであ

る。その際には，特に次の事柄に配慮したいもの

である。

歯の保健指導について

○学級指導やホームルームでの指導が十分行わ

　れるようになっているか。

　　小学校の場合は，45分（1単位時間）指導

　が年間3回，20分～25分（1／2単位時間）指導

　が年間5～6回ほど計画されることを目安に

　する。

○学校行事での指導が十分なされるようになっ

　ているか。

　　健康診断のほかに，児童生徒の歯の健康に

　関する意識を高めるための行事（歯みがき週

　間など）が学期ごとに計画されていることを

　目安にする。

○昼食後のうがいや刷掃ができるようになって

　いるか。

　　ここでは，設備と時間の設定が問題になる

　が，設備に関しては，蛇口の数が学級当たり

　6個以上が望ましいとされているので，計画

　的に拡充されるように導く。

○教師の歯に関する校内研修の計画がなされて

　いるか。

　　学期に1回は，学校歯科医を中心にした歯

　科保健に関する勉強会が設けられるようにす

　る。最初は年間1度でもよいから計画される

　ように導きたいものである。

（注）　日本歯科評論November　198】，　No．469「虎

　　の門レポート」より。

　　（文部省体育局学校保健課　教科調査官）
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　　　　　　学　　校　　保　　健

保健管理

O児童生徒の定期・臨時の健康診1＊Ji

O健康診断の事後措置

○法第11条の健康相談

表学校保健安全計画の内容

　　　　　　　　　　　　　　学　　校　　安　　全

　　　　　　　安全管理

　　　　　　10定期・臨；時の安全点検と事後措置

　　　　　　　○通学路の選定及び通学の安全rM理のきまりの設定

　　　　　　　○火災・」脇1などの防災に関する事項

○定期・臨時の学校環境衛生検査・L；1後措置

0学校環境の美化清掃

○洗口設備の整備

○体重検査

○伝染病・食中毒の」㌻防措置

つ児童生徒の健康に対する意識や行動調べ

（⊃その他必要な事項

保健教育

○体育科・保健体育科での学年別・JJ別の保健学習の

　指導事項

○理科，関連教科における保健に関する指導事項

C学級指導，ホームルームでの月別・学年別指導事項

○学校行事の保健安全的行事の保健に関する行事

○児童会・生徒会活動て予想される活動

○個別的な保健指導

○その他必要な事項

組織活動

○学校保健に関する校内研修

○学校保健委員会

0その他必要な事項（学校保健の総合評価など）

「，学校生活の安全！i、1；理のきま’）の設定

二児童生徒の安全にヌ寸する意識や行動調べ

○その他必要な事項

　安全教育

　C学年別・1］別の関連教科における安全に関する指導

　　事項

　○学級指導，ホームルームでの月別・学年別の指導ll：

　　項（交通安全，生活安全を含む）

　○学校tj’　’j　siの保健安全的行事の安全に関する行事（避

　　難訓練，交通安全指導など）

　○児童会・生徒会活動での予想される活動

　○課外での安全指導（自転車教室，二輪車安全運転教

　　室など）

　⊂イ固IVIIS旨ギ享

1組織活動
i
　’．）学校安全に関する校内研修

　0学校安全委員会

　○その他必要な事項（学校安全の総合評価など）

①学校保健，学校安全の

　総合評価の結果

1

②児童生徒の疾病・傷害

　の実態，意識や行動の実

　態など

’

ジ職
’

④

重

点
の
設
定

’

⑤
原
案
の
作
成

う

⑥
原
案
培
ぞ
書
見
聴
取
　
一

⑦
全
教
員
で
の
検
討

’

⑧
学
校
長
に
よ
る
決
定

③学年の教師の意見保
　護者，関係機関などの意

　見
一

’

　

図　計画立案の過程
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【資料6】

学　校　名

　仙台市立荒町小t
　一

長野市立通明小

大阪市立阿倍野小

　　　　昭和63年度　全日本よい歯の学校表彰優秀校の活動状況

事項　　第・学年の永久歯う歯の状況学嚇導の指導回数1染め出し学校鰍：
）xlr児童数 繍轟姦一一一L　S－1肇認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医の出校・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回　　数1

　　　　　674　　　　　　　　　　1．82　　　　　　　　　　0，02　　　　　　　　　3　　　　　　　　　6　　　　　　　　　3　　　　　　　　17

　　　　　　　　－一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一＿＿一一．．＿＿一　　一　　；

　　　　　858　　　　　　1．6　　　　　　　0　　　　　　　3　　　　　 4　　　　　10　　　　　30

　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　543　　　　　　　　　　1．8　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　1　　　　　　9

大阪府泉佐野市立日新小 702 2．2 0．02 3　　　　　8　　　　　3

3　8；1°136
〈主催：（社）日本学校歯科医会〉

03

22

熊本県鹿央町立山内小 125 2．5 0

【資料7】

　　　　　　　　　　　　　　　　学校歯科医の出校状況（昭和62年度）

＼＼一事項1学灘科医　　　　1学校優健勲薇翻爾1－t
学校名＼ ＼＼：礁年数歯の検査歯の健康畷委員会出席への参加詣導その他l
　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

仙台市立荒町小　　26．　2（年）　3（2）　　　5　　　2
　　　　　　　　　　　1

長野市立通明小

大阪市立阿倍野小

91　12（2）1

37；3（2）、

5 2

6 2

大阪府泉佐野市立日新小

L　
　
ピ

15 6（2） 3

4
一
∩
0
ら
δ

n
∠
一
Q
り

－
｝
「
0

6 10

3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本県鹿央町立山内小　1　　43　　　　4（2）　　　　121
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　l

　（注）　1）　昭和63年度全日本よい歯の学校表彰優秀校の状況である。

　　　2）　「歯の検査の欄」の（）は検査の回数である。

7 2 1

4　　　　　6 6 4
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【実践報告1】

「健康な歯，輝く笑顔をめざして40年の道」

大阪市立阿倍野小’￥校学校歯科医田中 稔

　1．　はじめに

　（1）校区のようす

　校区は，大阪市の南部にあり，阿倍野区の中心

にある。地域は，歴史的にも占く，北畠顕家の史

蹟公園をはじめ，畜塚山古墳などがあり，古くか

らの住宅地である。

　区内には，大手の私鉄ターミナル，デパート，商

店街，阿倍野再開発による高層ビルの建設等によ

り一層発展し，大阪市南部の中心地になっている、

　校区の人口は，約11，000人で，そのうち75歳以

上のお年寄りは，800余人と多く，3世代の家庭も

多く占めている。

　本校は，大iE12年に創立し，本年で66年目を迎

える。昭和30年頃は，児童数は2，600人を越えて

いたが，年々減少し，今では，408世帯の523人と

なっている，．

　地域の人々の教育にかける熱意と期待は，大変

大きく，学校教育活動，PTA活動に対する協力

も積極的である。

　（2）本校の歯科保健の実態

　父の後を受けて，昭和26年に学校歯科医に就任

し本年で39年口になる。

　父が学校歯科医担当時，「健康な歯をつくるこ

とは，心と体の強い子どもを育てる」という信念

のもとに，学校歯科医としての役割を果たしてき

た。父の方針を継承すると共に，学校歯科保健の

深化，充実を日指して進めてきた。

　昭和30年の中頃から，食生活，生活の仕方が徐

々に変化する中で，本校でもむし歯の増加が著し

い状態であった。このまま放置すると，むし歯最

悪の時代となると考えた。

　そこで，歯科保健の意識の向上と予防について，

如何に進めていけばよいかを，当時の学校保健関

係者と協議を重ね，次の事柄について実践研究を

行い，むし歯予防を推進した。

　ア．全教職員に対して，歯科保健の科学的認識

　　を深め，協力体制を確立することにした，

　イ．歯科保健管理の充実を図るため，歯科検診

　　を年間3回（学期1回）実施する。また，6

　　年生にぱ，卒業前（3月）に検診を実施し

　　事後措置に努めた。

　ウ．就学時健康診断で，乳歯，第1大臼歯の大

　　切さについて指導を行ってきた。

　エ．入学説明会に再度「歯の健康づくり」につ

　　いて，啓発指導を実践してきた。

　オ，学校保健委員会を孟と置し，運営に努力して

　　きた。

　これらの実践を積みあげてきた結果，教職員，

児竜，保護者の歯に対する意識や関心が高まり，

治療率も向上してきた。また，家族ぐるみで取り

組む家庭も多くなり，歯の健康についての健康相

談も増え，健康についての考え方や生活行動等に

ついての問題などを把握することができた。そし

て，新しい解決法や指導法を生みだすことができ

た。

　その当時の児童が，今では成人となり，本校の

PTAの会員や役員として，運営の中心となって

活躍をいただいている。その方々のお子達が本校

に在学している。検診の時に，児童の名前が分か

ると，その保護者の名前もほとんど分かるので，

対話も容易で，指導すると素直に聞いて実践して

くれる。親子二代に亘って検診していることにな

り，学校歯科医冥利に尽きる。

　このように永年に亘って培ってきた，これらの

家庭の歯科保健の教育力と学校での歯科保健教育

とが相まって，家庭・地域へと動的に作用し，歯

の健康に対する認識と実践力が大きな輪となって

広がったと自認しているところである。
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○昭和57年～昭和63年のDMF歯数

　年　小学校1年小学校6年全

7
8
9
0
1
2
3

5
5
5
6
6
6
6

2
3
3
1
2
2
1

0
0
0
α
α
α
α

1．3

2．5

2．2

2，0

2．1

1．9

1．8

一距卜

1．9

1．4

1．3

1．2

1．2

1．2

1．0

　DMF歯数は，大阪市学校歯科医会（大阪市養

護教員会協力）が7年問に亘って，調査研究を7J

い，平成元年4月に，その内容を冊子にまとめて

発卜Uした。

　本校は，小学校301校の中でもトッフの位置を

ll〒めている。このようた成績は，永年に亘った積

みあげであるが，なんといっても，3代40年の長

期間に亘り，身を粉にして，献身的に努力してき

た嚢護教諭，中村金子先生，仲谷光子先生，広瀬

明美先生のご尽力の賜ものであると深く感謝して

いる。

　「継続は，力なり」である。

2．具体的実践について

（1）養護教諭と2ノ＼3脚で

ア．昭和30イト代～40年代（基礎づくり）

イ．昭和50年代～（発展と予防）

2｝学級担任との連携を図りながら

ア．歯科検診を活用して

イ．校内研修から学級化ヘ

ウ．学校保健委員会を通して

（3）保護者との連携を深めながら

ア．就学時健康診断を通して

イ．1年入学説明会で

ウ．歯の健康講座を通して（PTA保健委員会・

　成人教育委員会）



日本学校歯科医会会誌62号1990年1月／81

【実践報告2】

「歯科保健指導の充実を図るために

学校歯科医はどうしたらよいか」

鹿児島県鹿児島市立吉野東・瞠校学校歯科医義川伸一

　1．　はじめに

　現代の生徒をとりまく環境は，高度情報化，国

際化，都市化，消費社会化，核家族化，少子化，

高齢化，高学歴化などいろいろな而で著しく変化

している。こういった変化は，様々なストレスと

なって生徒たちに作用している。その様々なスト

レスを受けながら中学生活を送っている生徒たち

は，発達段階的にはどのような時期にあるのであ

ろうか。中学時代はいわゆる思春期に相当し，次

のような3つの特徴があるといわれている。第2

反抗期　　ゆえなく親に反抗する。親の支配から

独立しようとする，いわゆる心理的離乳期と呼ば

れている。第2性徴期　　性の芽生えがあり，男

は男らしく，女は女らしくなる。第2誕生期

身体の発育が著しく，成人に近くなるが，精神が

これに伴わず，身体と精神とのバランスのとれな

い時期であるといわれている。さらに，昨今の高

校進学率の高さからして，ほとんどの生徒が進学・

受験の悩みをかかえている時期である。このよう

な時期にあるため，中学生は情緒不安定になりや

すく，問題のある行動を示すことも多いといわれ

ている。歯科保健の面では，頭では分かっていて

も，なかなか実践するまでに至らず，小学生で身

についた良い習慣も，中学生になって乱れ，むし

歯や歯周疾患が多くなることも指摘されている。

本校も例外ではなく，むし歯に限ってみても，治

療率はよくなってきたが，毎年むし歯は期待する

ほど減少せず，むし歯予防の成果がなかなかE

がっていないというのが実情である。また，本校

における網科保健活動も活発にはなってきたもの

の，今一一つ盛りヒがりを欠き，私自身ある種の壁

にぶつかり，中学校なりの歯科保健指導の難しさ

を痛感しているこの頃である。今回，「歯科保健

指導の充実を図るために，学校歯科医はどうした

らよいか」というテーマで発表の機会を与えら

れ，本校のこれまで6年余りの歯科保健活動の見

直しを余儀なくされた。その過去の活動に対する

分析の中から，いくつかの反省点や問題点が浮び

上がってきた。それらに対する改善策を少しでも

明らかにする形でこのテーマに多少なりとも答え

てみたいと思う。

　2．　本校の概要と特色

　吉野東中学校は，鹿児島市の北東約10km，海抜

約250mの台地に位置し，古くから市中心部への野

菜・草花・庭木等の供給地として知られた所にあ

り，今でも緑が多く残っている静かな田園地帯の

中にある。眼前には桜島を，遠くには薩摩・大隅

両半島を眺望でき，歴史的には，明治維新に活躍

した西郷隆盛が野に下ったとき，子弟とともに鍬

をふるい，汗を流しながら山野を開墾し，後継者

の育成にいそしんだゆかりの地として知られてい

る。

　本校は，昭和58年4月に開校され，生徒数500

名前後で，市内では中規模校に属する。校区は，

1小学校1中学校で構成され，8町内会から成り，

地域ぐるみの公民館活動が活発である。

　本校生徒は，「礼節」「勉学」「練磨」「勤労」を

生活信条とし，明るく素直であるが，主体性や積

極性にやや欠ける面がみられる。近年，社会環境

や生活環境の変化等から，自然とのふれあいの中

で生活する機会や働く体験が少なくなってきてい

るといわれているが，本校では，勤労休験学習・

集団宿泊学習・一日遠行・一日一汗運動・吉野東
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の日（勤労奉仕活動）・一事徹底運動などを本校の

特徴的な活動として位置づけ，豊かな心清と耐性

培う教育活動を推進している．

　3．　むし歯の実態と推移

　本校のう歯保有者率は，昭和58年67．1％，59年

70．3％o，60年63．8％，61年64．3％，62年65．2％，

63年60．9％，平成元年当初51．　7％でここ1～2年

は減少傾向にある。

　処置完了者率は，昭和58年30．O％，59年38．1％，

60年31．7％，61年31．3弩，62年29．3％，63年

34．3％，平成元年当初44．8％でここ1～2年はや

や増加傾向にある。

　4．　歯科保健への取り組み状況

　本校生徒の疾病状況の中で，むし歯は毎年，罹

患率第1位に挙げられ，学校保健委員会でもいつ

も問題にされてきた．それで，昭和59年度から

「むし歯の治療と予防」を本校の保健指導の重点

目標に置き，いろいろな取り組みがなされたが，

今回は，それらの取り組みについて学校歯科医は

どのようにかかわってきたのかという視点から分

析してみたい。

　（1）歯科保健管理について

　ア．対人管理

　　（7）歯・口腔の健康診断と事後措置

　　　毎年4月に歯科検診を実施し，学校では，

　　年5回（4月，7月，11月，12月，2月）生

　　徒に対し治療勧告書が配布されている．

　　（イ）生徒の意識調査

　　　むし歯予防デーにちなんで全校的に行われ

　　る学校行事の時に提出される1年生全員と3

　　年生全員の作文（後述）から，生徒の歯・口

　　膣の健康に関する意識や理解度を読みとるよ

　　うにしている。

　で．対物管理

　　（ア）ハブラシの選定

　　　学校の購買部に適切なハブラシをいくつか

　　推薦し，生徒が必要な時に購入できるように

　　している。

　2）歯科保健教育について

ア．学校行事

　（7）歯・rl腔の健康診断

　　4月に行う歯科検診のときに，問題のある

　生徒はその場で直接指導すると共に養護教諭

　に指示する。授業と並行して，学級毎に，順

　番に行われるためか，学級担任の立ち合いは

　あまりない。終了後，校長に生徒の受診態度

　や疾病の全体的な傾向と伝えるようにtてい

　る。

　（イ）歯の衛生週間における指導

　　6月のむし歯予防デーの頃に合わせて，全

　校的に一斉にいろいろな取り組みを行う。本

　校の場合は，学年毎に内容を異にしている。

イ．生徒活動

　（ア）生徒会活動

　　a．歯みがき記録の点検

　　　家庭で各自の行った歯みがきの記録を，

　　各クラスの生徒保健委員が学期毎に，1か

　　月間に亘って点検する。

　　b．美歯表彰

　　　むし歯予防デーの行事の1つとして，む

　　し歯の1本もない生徒を表彰し美歯賞とい

　　う喪彰状を授与する。

　　c．クラス別治療費100％達成運動

　　　むし歯の治療100％を達成したクラスが

　　出たら，朝礼でそのクラスを表彰する。

　　　これらの活動は，生徒保健部が中心にな

　　って行っているが，その概要については，

　　後日，私にも知らされる。

　（イ）学級会活動

　　a．学級討論会

　　　前述の，ア．（イ）の3年生の活動が，これ

　　に該当する。

ウ．学級指導

　学級指導における歯の保健指導は，学校にお

ける歯の保健指導の中核を成すものと私は考え

ている。ちょうど昭和59年に「鹿児島県中学校

むし歯予防指導の手引」書が全教師に配付され

たこともあって，当初から，機会あるごとに，

校長はもとより関係者にこの手引書を活用した

学級指導の実施を強く要請してきた。



　本校の場合，特別活動の中の学級指導（23～

25時間／年）において，歯の保健指導にあてら

れた時間数は，年間を通じて，1学年3時間，

2学年3時間，3学年2時間である，、

エ．日常の指導（活動）

　全校生徒と教師が一緒になって，給食後の歯

みがきを実践している、これは，59年度より強

力に要請してきたこともあって現在は定着化し

ている。

t．個別指導

　日頃の個別指導は，歯科保健ヒ問題のある生

徒に対して養護教諭が中心となって行われてい

るが，これまでに私が相談を受けたことはない。

（3）歯科保健組織活動について

ア．学校保健委員会

　年2～3回の保健委員会には欠かさず出席t

て，曹門的な立場から指導助言を行っている。

イ．職員研修

　夏休み期間中に，全教師を対象にして私が講

義を行っている。

　5．　まとめ

　歯の保健指導の目標は，「中学校むし歯予防指

導の手引」書には，

　〔1）自分の歯や口の中の健康状態を理解させ

　　る。

　（2）　ヒ手な歯のみがき方とむし歯の予防に必要

　　な食生活ができるようにさせる。

　／3）生涯にわたって自分の歯は自分で守ること

　　のできる生活習慣を育成させる。

と記されている。中学生は，永久歯列弓がほぼ完

成し，顎骨も成人のそれに近く完成する。そ激

から先は，生涯を終えるまで歯・口腔の保健を維

持・増進していかなければならない。そのために

は，中学校を終えるまでに，自分の歯・口腔の健

康は自分で守る態度と実践力を身につけさせるこ

とが，是非とも必要になってくるということであ

ろう。

　本校の実情は，こういった目標には，残念なが

らほど遠いといった感がある。歯科保健活動への

取り組み状況の分析かC・，本校の歯科保健指導は，
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学校行事に関連した時期に行われる指導に偏って

いる嫌いがある，学校行事は，全校的に意図的に

行われるため，意識の高揚を図る1二では極めて重

要である、，しかし，その効果は短期的て持続化し

にくく，毎年行っていることだからということで

年中行事化・マンネリ化して，効果が薄まってく

ることも否めない，，

　学校は教育の場であり，指導の主役は教師であ

る。とりわけ，担任教師の役割はノくきい。本県で

は，県教育委員会と学校歯科医会のもとて，「鹿

児島県中学校むし歯予防指導の手引」書が作成さ

れ，昭和59年4月，県下全ての中学校教師に配付

された。

　歯の保健に関する問題は，教師側には，積極的

に取り組むだけの深刻な問題として受けとめられ

ていない。他に深刻な問題があnた。例えぱ，シ

ンナー吸引やタバコ喫煙などのいわゆる非行とも

関連した大きな問題があった。進路指導は主な関

心事であり，学級指導の中で，進路指導にあてら

れた時間数の多さがそれを物語っている。学校側

には，人材活用という観点から，専門的なことは

専門家にお願いしますという意識が根強い、例え

ば，交通安全のことは警察官に，防災のことは消

防＋にと……。歯の保健のこともこの延長線上て

考えられている面が強いのではないか。

　…方，私の側にも次に述べるような反省点があ

る。学級指導は，日常性・具体性・実践性といった

特質が命である。私自身，手引書が配付されてい

たために，あとは教師の熱意にかかっていると思

い込んでしまった面がある。前述した学級指導の

特質から考えると，本校の実態に，学年の実態に，

クラスの実態に即した，もっと具体的な指導助言

が必要であv－，た。そして，何よりも着〔しなけれ

ばならないのは，計画性が欠如していたという点

である。このことから，学校歯科医の学校保健計

画の立案への参与の必要性が痛感されてくる。

　さらには，教師の置かれている状況にも配慮が

必要であろう。校内の多くの職務分担や，保護者

からのいろいろな要望や，生徒の様々な問題をか

かえ，多忙を極めていることも事実である。こう

いった教師への学校歯科医のアフロー一一一チの仕方と
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しては，歯科保健指導のもつ教育的意義やその波

及効果にもっと目を向けてもらうように努めるべ

きである　ーまた．生涯保健という観点からする

と，教師自身も自分の歯や口腔の健康に留意しな

ければならないはずである．そのためには教師の

歯科検診も必要になってくる、教職員の定期健康

診断は学校保健法で義務づけられているが，これ

は古く結核の予防を念頭において施行されたため

か，歯科検診は含まれていない。この際，是非一

考をお願いしたい点である

　最後に，学校歯科医は非常勤講師と1よいえ，そ

の活動には，時間的・物理的に限界がある，歯の

保健指導にあたっては，校長の影響力が意外と大

きいことを体験している。歯科保健指導の充実を

図るためには，学校歯科医は，まず校長の理解を

得るように努めると共に，校長に統率力と指導力

を発揮してもらうように働きかけることが大切で

ある。
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口むし歯予防推進指定校協議会［　9月12日（火）

　　　鹿児島市立松原・」・学校

　　　　オリエンテーション

　　　　公開授業

　　　　授業研究（各学年毎）

　　　鹿児島県産業会館

　　　　開会式

　　　　　あいさつ　　　　　　　文部省体育局体育官猪股俊㌃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島県教育委員会教育長濱里忠宣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本学校歯科医会専務理事　西連寺　愛　憲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島市歯科医師会会長玉利　 清

　　　　　歓迎のことば　　鹿児島市教育委員会教育長下野享
　　　　実践報告・協議

　　　　　テーマ「自ら進んでむし歯予防に努める子供の育成」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島iiハニ‘：松原小‘￥：校教諭奥　 善・
　　　　　指導助言者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本学校歯科医会専務理事西連寺愛憲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部省体育局体育官猪股俊二

　　　　　座　長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島市立星峯中学校校長　野　間　道　雄

　　　　閉会のあいさつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島市教育委員会保健体育課長　赤　1頼　孝　臣

公開授業校の松原小学校
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むし歯予防推進指定校実施要項

　1．　趣　旨

　小学校・ノ状部万1’）児童かむL歯を保hLている

ニヒにかんがZ・，学校における歯の保健指導を通

し：，児牽凸むし歯を予防するための具体的な方

法にツ．・で珪践的に研究を向い，／》後におけるむ

し歯のf防活動の充実に資する．

2
．

Il

2

研究内容

1几歯予防のためしρ腺健指導の方法

むし歯予防・りため・り家1建及び地域社会との

連携の在り方

13　むし歯予防の成果に関する計価の方法

3．　研究実践期間

3年一問

　4．　対象推進指定校

　摺進指定校は，各都道府県教育委員会か拍薦す

く乏泣二の小学校“）　T’1　tから指’tする亀のと｛．拝1進

指定校数は。各都迫府県当たり1校（指定都巾を

r・議道府県に／一・いて：土当該指定都1レハ数を加・こた

数，【軸京都については2佼）とする，．

　5．　推進指定校の研究計画

　推進指定校は，校内の研究体制を整備し，目標

をもって研究活動を推進するとともに，年度こと

にそ川逗果を把握し，そ取に基ついて次年度に進

むよう計画的に研究を1」うようにする」

6．研究報告等

（1）中間報lii

　　提出期日　・F成1L　fli　4月イ、日

　　　　　　平成2年4月末日
2、　li耳究成果報告

　　提出期日　平成3年2月末Ll

3）提出先

　　都道府県教育委員会を経由Lて一之部箸fへ提

　出するこ乞，

　7．　文部省との連絡協議

　文部省においては，毎年度1回以L連絡協議の

隆会を設け，i，・1歯予防の推進について意：見及ひ

庸報の変喚を白うものヒする

　8．経　費

　文部省は，推進指定校の調査酬究に要する経費

を予算の範囲内て支出委任tる

協　議会会場
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第5次むし歯予防推進指定校一覧　　　　　　（昭和63年～平成2年度）

番　　都道府

号旨県　名

　1　北海道

　2　　　〃

　3　1重f森県
　　1

　4　岩手県

　5・宮城県
：6秋田県

　7　山形県

、81福島県ト
　9　茨城県1

101栃木県

111群馬県l
　　　　　　　I

12埼玉県1

13　f葉県

14凍京都I

　　　　　　　I

5
ρ
り
7
0
0
9

1
　
1
1
　
1
　
1
」
　
－

　〃

神奈川県

　〃

　〃

新潟県

20ト富山県

石川県1

福井県

山梨県i

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

　〃

三重県1

滋賀県

京都府

　〃　　　！

学　　校　　名
便
ロ
ヴ

郵

番

ア
級
数

札幌市立開成小学校

長ヴ部町立国縫小学校

藤崎町立西中野目小学校

’卜泉町立平泉小学校

川尻町立沼部小学校

河辺町立岩見一一三内小学校

へ幡町立八幡小学校

岩瀬村立白方小学校

美和村立薩郷小学校

宇都宮市立富上見小学校

明和村立明和西小学校

熊谷市立新堀小学校

千葉市立横戸小学校

台東区立富士小学校

11

f梅市立第一小学校

横浜市立間門小学校

川崎市立宮内小’羊校

相模原市立くぬぎ台小学校

小千谷市立片貝小学校

黒部市立生地小学校

金沢市立額小学校

福井市東藤島小学校

増穂町立増穂小学校

岡谷市立岡谷小学校

高111市立三枝小学校

天竜市立光明小学校

名古屋市立名北小学校

租父江町立丸甲小学校

久居市立桃園小学校

水口町立水口小学校

京都市立山王小学校

亀岡市立吉川小学校

18　065

　4　1049－34

　　　　　　1
　6　038－38

18　　029－41

119　1989－43　1
1　　　　　　　　　1

「8019－27

13　　999－82　1

111　旨962－03
1　i　　・
　10　1　319－26　i

26　320

！18　1　370－05

112　360　　1

　　　
　14　281

d8　111
1
！23　1　198　　　　1

221231

　231211　　1
18　1　228

　12　、　947－01

旨14　938
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　22　921

　12，910

　29　　400－05

　　1
　171394

　111506

　　　　　　　　18　1　431－33　1

　　ト　　1
　23　462

　10　495

　71514－11

　23　528

　6　601

　6　621
一　ニー

　　Iiji　　　在　　　地

札幌市東区北21条東21－3－1

長万部町字国縫37－1

藤崎町大字西中野口字池田111

・F泉町平泉字倉町155

田尻IH∫沼部字Lt　l崎1－37

河辺町岩見字鍛治屋扱14

八幡町観音寺字ilfitA　1

岩瀬村大字今泉鼠内100

美和村大字小田野45

守：者1≦響｛1行鶴田田12708

明和村ノく字川俣26

熊谷巾た字新堀182

千葉ll∫横戸町1005

台東区浅草4－48－9

青梅市占梅223

横浜市中区間門町2－222

川崎市中原区宮内256

相模原ILL鶴間5－7－1

小r‘　2｝　［i∫片貝町8643

黒部市生地経新1004

金沢市額乙丸町イー41

福井市藤島町44－8

増穂町最勝寺320

岡谷市山手町2－1－1

高山rf］中切町715

天竜市lll東2550

名古屋市北区下飯田町1－34

祖父江町大字甲新田字芝八5－2

久居市新家町1350

水口町本町1－2－1

京都市南区東九条東山王町22

亀岡市吉川町穴川平田17

電話番号

011－783－4492

01377－5－2034

0172－75－3105

0191－46－2202

0229－39－0209

0188－83－2211　　1

0234－64－3737　　｝

　　　　　　　1
0248－65－3191

02955－8－2419　　1

0286－33－4549　　1

0276－84－3116

0485－33－4555

0472．59－5588i

O3－874－9361　　t

O428－22－7261
　　　　　　　1
045－622－0005

044－766－4769　　1

0427－46－0810　　1

0258－84－2025

0765－57－1044　　…

　　　　　　　P
O762－98－Ol67

0776－54－2825

0556－22－2137

0266－22－2210

0577－32－0253

05392－5－3032

052－911－3471

0587－93－0307

05925－5－2175

0748－62－0121

075－672－6464

07712－2－1210
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番

：号ト

ー

都道府

県　名
学　　校　　名

便

号

郵

番

早
級
数

所 在 地 電話番号

1331大阪府

34　　　〃
　　I

i35兵庫県
I

I36　　　〃

…371奈良県

1381和歌山県

βgl鳥取県1
40…島根県1

41岡山県
421広島県

43　　　〃
　　I

i44山口県
　　1
45：徳島県I
　　　　　　I
46済川県

147障媛県

48高知県1

49福岡県
」

50　　　〃

51　　　〃

52…佐賀県

53　長崎県

54　熊本県

　　155・大分県

56…宮崎県

57　鹿児島県

58沖縄県1，

大阪市立今福小学校

高百市立高陽小学校

神戸市立鵯越小学校

高砂市立曽根小学校

東古野村立四郷小学校

龍神村立福井小学校

倉吉市立上小鴨小学校

浜田市立原井小学校

岡山市立御休小学校

大朝町立筏津小学校

向原町立向原小学校

大島町立屋代小学校

阿南市椿小学校

綾南町立昭和小学校

新居浜市立惣開小学校

馬路村立馬路小学校

編岡市立赤坂小学校

北九州市立鴨生田小学校

岡垣町立戸切小学校

川副町立大詫間小学校

峰田∫立佐賀小学校

洒水町立洒水西小学校

湯布院町立湯平小学校

北郷町立黒荷田小学校

鹿児島市立松原小学校

那覇市立神原小学校

22　536

25　592

13　652

30　676

　5　ト　633－24

　4　645－03

　6　682

17　697

　6　709－08

13731－21

12　　739－12

　6　742－21

　6　779－17

17　　761－21

17　792

14781－62

116　810

21　808－01

　8　811－42

　7　840－22

　6　817－12

　6　861－12

　6　879－52

　3　889－24

［131892

27　900

大阪市城東区今福南2－1－53

高石市千代田5－8－40

神戸市兵庫区鵯越町1

高砂市曽根町2500

東吉野村大字三尾51－1

龍神村大字福井967

倉吉市福山1740

浜田市片庭町86－3

岡山市西祖179

大朝町大字筏津656－2

向原1町坂字向井原山60－1

大島町西屋代1619

阿南市椿町黒田47

綾南町大字畑田2381

新居浜市王子町1－3

，馬星各†寸、1．5ff各502

福岡市中央区赤坂3－5－20

北九州市若松区鴨生田4－13－1

岡垣町大字戸切1181－9

川副町大字大詫間496

峰町大字佐賀412

ミ四水町大字田島333

湯布院町大字下湯平796

北郷町大字北河内6051

鹿児島市南林寺町2－18

那覇市樋川2－7－1

06－933－3412

　　　　　　1
0722－63－7577

078－511－0441　　1

0794－47－0039
　　　　　　ト
07464－3－0312

0739－77－0015

0858－28－0954

0855－22－0863

0862－97－2031　　1

082682－2760

082646－2035

08207－4－2169　　：

0884－33－1004

0878－77－0519

0897－37－3401［

08874－4－2016

092－721－1636

　　　　　　LO93－701－3328

093－282－0092

0952－45－0147

　　　　　　LO9208－2－0017

0968－38－2453

0977－86－2304

0987－56－1260　　1

0992－26－2918

0988－32－2513i



【実践報告】

自ら進んでむし歯予防に努める子供の育成

鹿児島市立松原小学校

　1．主題設定理由

　（1）子供を取り巻く環境から

　現代は，社会の変化や経済の成長に伴い，食生

活はもとより豊かさを増してきた。そして，その

副作用とし，様々な現代病が深刻な問題として台

頭してきた。とりわけ，加工食品の氾濫と糖分摂

取量の増加による。むし歯り患率の増大は著し

い。

　そこで，このような時代に生きる人間として，

子供たちに歯の健康に主体的に取り組んでいく態

度を身にf寸けさせることが必要である．

　（2）本校児童の実態から

　本校児童は，そのほとんどがむし歯を保有して

いる。また，実態調査等から，歯みがきの習慣化

や，むし歯予防の観点から見たおやつに対する認

識が不十分であることが明らかになった、そこ

で，健全な成長を促すという意味からも，むし歯

予防の推進が緊急な課題の1つとなっている。

　このような実態に至った原pqを考えてみると，

子供自身及び周囲のむし歯予防に対する意識の低

さが第一に考えられる。従って，あらゆる手段を

講じて意識の高揚を図る必要がある。

　（3）本校の取り紅みの反省から

　本校でも近年，むし歯予防に対する意識が高ま

り，取り組みがなされてきた。しかしながら，そ

のほとんどは，治療率を上げるという消極的手段

に重点が置かれがちで，「自らの健康づくり」の意

識化を図るには，やや不十分であったことが指摘

できる。

　以上のようなことから，むし歯予防推進校とし

ての指定を受けたこの機会に，より積極的に健康

づくりに取り組む子供の育成を口指し，本テーマ

を設定し，研究・実践に取り組むことにした。

　2．　研究の仮説と視点

　本校では，テーマに迫るために，研究の仮説と

して次の3つを立てた、，また，それぞれについて，

取り組みの視点を定めた。

＜仮説1＞

学校における保隔龍より縦し一1・の1

実践を地道に続けていltば，健康づくりに対す

る意識も高まり，むし歯予防の習慣化を図るこ

とができるのではないか。

視
ア
イ
ゥ

＜ 点〉

むし歯予防についての理論研究

学校保健全体計画の見直し

保健教育・保健指導の充実

工　学校におけるむし歯予防指導・歯みがき指

　導の充実

オ　学校医，学校歯科医，学校薬剤師との連携

　強化

力　諸調査・検査のデータ活用法の研究

＜仮説2＞

　学級指導（特にむし歯予防指導）の指導計画

を見直し，資料を充実しながら指導法を工夫し

ていけば，保健に対する実践意欲が高まるので

1はないか。
1

視
ア
イ
ゥ

＜

工

オ

カ

点〉

学級指導の理論研究

学級指導年間計画の見直し

むし歯予防に関する学級指導計画の作成

指導過程・指導法の研究

授業分析・評価の研究

教具・資料の整備
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＜仮説3＞

　むし歯予防について，家庭・地域に対して啓

発を図っていけば，保健に対する関心も高まっ

ていくのではないか。

視
ア
イ
ゥ

＜ 点〉

地域・家庭との連携強化

家庭での歯みがき実践のあり方の研究

治療・検診への意識の高揚と治療の促進

3．　研究の構想（次頁参照）

4．研究組織

　　㊥　主題一覧表と指導要素一覧表をもとに，

　　　学年別年間指導計画を作成し，1主題ごと

　　　に指導略案を作成した。

　イ　学級指導（1単位時間）の基本的指導過程

　（2＞　日常の指導

　本校では，むし歯のために歯みがきが大切であ

ることを分からせ，自ら進んで歯みがきに取り組

む習慣を身に付けさせるために，次のような取り

組みをしている。

　ア　3・5・3・5運動の推進

　　3・3・3運動でスタートしたが，現在は，ご
　　　　　　　　　　　　　　　　み　　ご　　み　　こ
　れをさらに一歩進めて，本校独自の3・5・3・5

運動を呼びかけている。

　　　　　　　一学校保健委員会一1　
　
　
　
－
　
　
o
　
　
　
ー

研
究
推
進
委
員
会

一 学級指導研究班 亘
ー
　
　
　
ー
　
　
　
1
　
　
藍
　
　
I
　
　
I
　
　
l
　
　
画

校
　
　
　
長

教
頭

全
体
研
修
会

実践指導研究班

学

年

部
研
修

保
健
指
導

一 一 調査統計研究班
1

，部

学校医 1 ：
学校歯科医　．」

市歯科医師会 諸組織活動

5．研究の実際

／l／学級指導

ア　学級指導における歯に関する保健指導の年

　間指導計画の作成について

　（プ）むし歯予防具体的目標を，領域・要素・

　　学年別指導内容の系統…覧表としてまとめ

　　た．

　（イ）指導要素・覧表をもとに，学年の指導内

　　容を配列し，主題を設定した。さらに，主

　　題にする指導内容を検討し，1単位時間を

　　必要とするものと1／2単位時間でできるも

　　の及び随時指導するものとに分けた。

食べたら3分以内に，5か所を，3分間，1

日5回みがこう．

　※5か所→奥歯の外側

　　前歯の外側，内側

イ　給食後の歯みがき指導

ウ　歯みがきカレソダー

工　環境整備

13）松原むし歯予防デー

ア　松原むし歯予防デー

内側 かみ合わせ，

歯の衛生週間の期間中の1日（今年は6月6
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〈研究の構想〉

　　　ぐ学校教育目標〉

　人間性豊かで，創造性に富み，

心身共にたくましい日本人の育成

　　　　　　　L
　－－’　　　－　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　1

；考える　　ねばる　　仲良くする1
し＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿　」

　　　ぐ保健指導の目標〉

　自分から進んで健康づくりので

きる子供の育成

　　市の具体的ノ∫針

○　学校保健・安翁・学校

　給食に関する管理及び指

　導を徹底し，児童生徒が

　生涯にわたって自ら心身

　の健康安全の保持増進を

　図る意志とその実践能力

　の育成に努める。

本校児童の実態

　〈むし歯予防推進研究テーマ〉

　臼ら進んでむし歯邦方に努める

子供の育成

社会・地域・家庭の要請

歯
に
関
す
る

具
体
的
指
導

内
容

　　　　　　＜歯に関する保健指導の目標＞

1．歯・口腔の発育や疾病・異常など自分の歯や口の健康

状態を理解させ，それらの健康を保持増進できる態度や

　習慣を養う、

2．歯のみがき方やむし歯の」㌦防に必要な望ましい食生1舌

　など，歯やllの健康を保っのに必要な態度や習慣を養う

L＿＿＿〈実践活動〉

学

校
歯
科
医
・

他
の
機
関
と
の

連

携

……　　仮説〈1＞〈2＞＜3＞の検証
1

I　　　　　l 1 【　　　　　　1 1

地域・家庭

との連携
給食指導 日常指導 児童活動 学校行事 学級指導

・学校保健委

員会・PTA

活動の促進

・ 家庭への啓

　もう

・給食試食会

・ 献立のL夫

・給食委員会

　の活動

・ そしゃく指

　導

・給食後の歯

みがき指導

・ ～日寮の呼び

　かけ

・委員会活動

・ 集会活動

・ 学級会活動

・ 児童保健委

員会

・ 歯の検査の

実施と・街麦

指導

・ 1言卜1由位案

・ 指導法の研究

・ 資料の整備

1 1

施設・設備の充実・校内の保健的環境の整備
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〈事前〉 情報・資料の収集

段階

導人

展開

終末

過 コ
一
ヒ
手

つかむf

　　　　
見通す1
　　　1

問　題　把　握

　　　1
　　　1
調べる1
　　　1
　　　：

考える1

　　　：

実践のための方

法の発見・確認

わかるl
　　　l

　　　　
できるl
　　　I

練習・実習

　　　：

高めるl
　　　l

　　　I

実践への意欲化

留意事項・資料
○　学習の課題を具体的資料によりつかむ。

　　　　・TP　　・統計資料

　　　　・VTR

○　原因を考え，なぜ実践できないかを考えさせ

　る一　　・統計資料他

○　実践化の方法を，話し合いや資料を通して発

　見させる。

　　　　・TP　・VTR　・絵　・読み物資料

○　実践の方法を練習させたり，分かったことを

　まとめさせたりするt－

　　　　・TP等

○　計画を立てさせたり，実践の確かめ方を決め

　たりすることにより，意欲を持たせる，

　　　　・実践カード

〈事後〉 実V黛……　生活化・実卸～化

　　　　　　　　　↓

　　　　　　　日常生活（家庭・学校）での実践について随時指導

日）を，「松原むし歯予防デー，とし，創意の時

問を使い，歯の衛生指導及び歯人がき指導を行

’，ている、この指導は，歯科衛生ヒ学院に依頼

して行うもので，絵や紙芝居による衛生指導や

カラーテスターを使っての歯みがき指導を，各

学級ごとに行一、ている。

イ　歯のrl

　毎月8口（日曜日の場合は9目）を歯の日と

し，むし歯i’防に関する様々な行雰，指導を行

い，歯の健康への意識を高めていくことにした．

（4）児童活動

ア

イ
5
ア
で
ウ

児童保健委員会

委員会活動

家庭・地域との連携

PTAの活動
学校保健委員会

その他

（ア）新入児の集いでの学校歯科医の講話

（つ　広報活動の充実

・ 保健だより　・歯のたより「ホワイト’

・保健体育部だより

　6．　研究の成果と課題

　lP　研究の成果

　本校が，むし歯j”防推進の指定を受け，研究を

始めてから早くも　・年半が過ぎた：この閲，これ

まで紹介してきたように，ささやかではあるが様

々な実践を重ねてきた．深刻な実態に基づいた実

践であり，着実な成果が期待されなければならな

いが，実情は，意識の改輩はできつつあるものの，

結果として表れていない一

　以下は，不十分ながら，指定期間半ばにおいて

私たちがとらえた研究の成果である．

　○給食後の歯みがきの時間や学級指導におい



　て，歯みがきの方法を継続して指導Lた結果，

　との子もAがき残しのないようにみがこうと

　する態度が見られるようになった一

r歯ブラシへの関心が高まり，進んで新しい歯

　ブラシや自分に合った歯ブラシと交換しよう

　とするゴ供が多くたった

Cむし歯の原囚が分かり，むし菌はこわい病気

　だという意識も持てるようにたり，歯入がき

k践や治療への意欲が1’；iまってきた。

C子供の歯の健康は、親の役割が大きくかかわ

　るとの意1識が高まり，PTA等でも積極的に

　むし歯予防が語られるようにな’・た，

○教師もむし歯予防に関する知識が増え，関心

　も高まった一その結果，日常の指導も充実し

　てきた

○学級指導の指導法の研究や資料の整り蒲を貢ね

　た結果，子供の発達段階や実態に応じた技業

　が展開されるようになった。

〔2）今後の課題

○学校ではきちんとみがくが，家庭での歯みが

　きが十分でないs’一供も多い。このことは，特

　に家族全員の意識が高まっていないためであ
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　　ると思われる

　、）治療に行かず，むし歯を放っておく子供も多

　　い，f供だけでなく，親に刻しても強く働き

　　かけ，ぎ∫し歯のこわさを認識Lて／，らう必要

　　がある

　f治療を済ませ安心していても，次の検査でま

　　たむ／．歯ができている場合も多い。定期的に

　　検診を受げる習慣をつけることと，親や教師

　　がむし歯を発見できるような研修も必要であ

　　る

　こ今年度は，学級指導を中心に授業を考えてき

　　たが，移行措置に伴い，学級活動としての研

　　究が必要である．特に，一人一人の子供が主

　　体的に活動していく手立てが必要である，

　数え一ヒげれば，研究を始めた当初より多くの課

題を抱えてしまったという感が強い。また，むし

歯予防は，人間一生の課題でもあり，様々な実践

が他の教育実践や子供の生活の中でうまくかみ合

い，無理なく継続できるような配慮をしながら，

…
人一人のr供の中に生きた実践力を柾え付けて

いきたいものである。

公開授業

（明るい児童（上）

　と参観者（下））
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口WHO報告□

　WHOは，1989年11月13日，世界の主要国の児童のDMFTを比較した結果を発

表，先進国で今世紀中に目標として掲げた「DMFT3本以下1を既に達成した国が

フィンランド・オーストラリア，アメリカ，イギリス，スイス，など12ケ国で，日本

は4・9本で5段階で〔2〕と評価された。

木報告の概要は，11月の日田紙でも報じられておりますが，日本歯科医師会で全文を

訳されましたので，転載させていただき会員の皆様の参考に供します。

今日の歯科医は明日の「ロ腔治療医」

－WHOの専門家は語る

一世界を通じて役割が変わりつつある一

　ゆっくりだが着実に今日の歯科医は，明日の

　「口腔治療医」へと進化しつつあることが，世界

保健機関（WHO）が現在発起人となり進行中の

会議の報告書により明らかになった。

　2025年までには，歯科医は口腔治療医へと変わ

っているだろう，と報告書の中で予言している。

すなわち，より幅広い衛生サービス，及び今日よ

り更に焦点を合わせた「精密な補綴（歯に取って

代わるもの），矯正（不正常歯の矯正），複雑な口

腔手術，口腔薬剤等を供給するものである。

　その予測はオランダ・ミネガソにあるWHO口

腔衛生サービス共同研究センター理事のProf．

Taco　Pilotにより「口腔衛生とケアの動向」：世

界的規模の展望：と題され報告された。

　専門家たちは，彼等の専門職及び「口腔衛生に

おける大規模な改善」と記された報告が何を意味

するかというところから彼等の教育を見直tこと

を強いられてきた。

　すでに，「世界のいくつかの地域では，口腔疾病

はもはや流行性のものではなく，誰し4，が影響さ

れるものである」と報告書で断言し，加えて「深

刻なものはむしろルールといちより例外である」

と数年前に唱えている。

　先進国において過去20年以上にも亘り，小児，

青年期及び10代のう蝕予防，そして「期待されて

いることはこの事が老齢者へも及ぶであろう」等

が報告警の中で断言されている。

　改善点の中で別の指摘は，「歯周病（歯肉と歯の

回りの組織の疾病）はもはや50歳以前の歯を脅か

す慢性的疾病と考えられていない」ということで

ある。

　歯科医の役割が変わると歯科専門用具も変わる

であろう。

　例えば今日歯石除去のために使われているスケ

ー ラーは，「歯科衛生士，薬剤分野においてコン

トロ　一一ルされ，取り扱われるだろう」と期待され

ている。

　地域ごとの口腔衛生は，主に12歳の子供のう蝕

歯，欠損歯，充填歯を数えるDMF－Tインデッ

クスと呼ばれているもので判定されている。

　う蝕におけるインデックスによると1．1までは

『大変軽度』，1．2から2．0は『軽度』，2．7から4．4

は『極端にひどくない』，4．5から6．5は『重度』

そして6．6以上は『かなりの重度』となっている，

　1960年代初期，DMF－Tインデックスは先進

国において「小学校を卒業した12－14歳の子供達

の指数は10－12とかなり高い数値で報告された」

反面，発展途上国では1未満の低い数値であった。

　その数値が今日変わった。DMF－Tインデッ

クス数値は産業化した国々で衰退していき，これ

らいくつかの国々で4．5前後のレベルへと増加し

ていった、、



　この方向性の逆転は，先進国で遂行された予防

プログラムの結果であり，歯ブラシ，歯磨き粉，

うがい薬等の水や塩の中のフソ素使用を基本とし

た歯科う蝕や歯周病に対抗するものである。

　1979年の達成目標によると，2000年までのコー

・レはたったのDMF－T数値が3であり，そのレ

ベルはすでにオーストラリア，デンマーク，フィ

ンラソド，イタリア，オランダ，ニー、一ジーラン

ド．ノルウェー，ソ連，スウェーデン，スイス，

英国，そして米国の国々により達成されている。

　これらの国々の目標は，「12歳の子供に対し1，

またはさらに良い，う蝕歯無し」を目指している。

　ここにいくつかの先進国における12歳の子供を

対象としたDMF－T数値が3より高い平均値イ

ンデックスを列記する。

・オーストリア

・カナダ

・チェコスロバキア

・フフンス

・ 東ドイツ

・ 西ドイツ

・ハンガリー一一一

・ 日　本

・ヂーラソド

4．4

4．3

3．6

4．2

4．5

6．2

5

4．9

1．4
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・ポルトガル

・スペイン

・ユーゴスラビア

第31日堺の脅威

3．8

3．5

6．7

　第3世界における口腔衛生の確立について，

「う蝕スケーリングの凶兆」と報告書では警告し

ているbそれは人みが田園を離れて都市へ移動

し，「現代的ジャンクフード」や，う蝕やその結果

起こる歯痛の原因となる砂糖を消費し始めるから

イ、一レ　ソ

＿ の⇔G

　それ故，発展途上国は予防のステヅプアップを

必要としている。

　しかしながら，第3世界にとっての見通しは，

「憂欝」なものであり，口腔衛生へのアプローチ

を変える必要があると報告書は説いている。

　8力国の役員一カナダ，日本，ズキシコ，パキ

スタン，セネガル，スリランカ，英国，米国一は

11月7－13日口腔衛生のWHO専門家研究緊急会

議を設けている。

　その会議のテーマは「歯科医の役割の変化，あ

るいはう蝕数値の衰退」であり，カナダーブリテ

ィッシュコロソビア大学のDr．　George　Beagric

会長のもとに執り行われる。



96

【学校歯科保健研修会報告】

　従前，教育関係者（養護教諭を中心に）・歯科衛生士を対象に行ってきた「学校歯科

保健研修会」を昭和63年度からは学校歯科医を対象にして開催し，平成元年12月9・

10日の中国・四国ブロックを終えて全国を一巡しました。

　この2年間の成果と反省を踏まえて平成2年度から新たにこの事業を推進する訳で

すが，本研修会に参加できなかった会員の皆様に今後の活動の一助になればと存じ，

その資料の一部を掲載して報告いたします。

　日学歯の学校歯科医指導者養成研修セミナー

　　（ワークショップ）の意味するもの

　今日，多襟な社会的問題を解決しながらよりよ

い21世紀を迎えるためにQuality　Control論議

が盛んに行わ21ている一このような時代背量の中

で私どもの学校歯科保健もまた，来世紀にむけて

子ども達のための活動指標について質的変換の充

実が求められているところである

　日本学校歯科医会は児童生徒の歯科保健の現状

と長期的な将来展望を踏まえ，昭和63年度より10

年間にわたる継続事業として全国を6ブロックに

分け，ワークシ　ッフ形式による学校歯科医指導

音養成研修セミナーを実施することになった，こ

の事業の目的は，教育行政に包括される学校歯科

医の教育的な歯科保健活動の実践面等について質

的変換を疹えながら，学校現場との調和を大切に

し関係改善を図ろうとするものである

　ワークショッフ形式による研修会の設定につい

ては，わが国の社会的認識やその意義づけに多く

の懸念される面も考えられたが，従来のような講

演，講義形式ではなく研修会参加者自らが自主的

に発言し　各グノレーフごとのディスカッションを

通してまとめられた発喪に対して，全員で評価す

ることをiこ眼において開催されているところであ

る一

　また，本ワークショッフを計画するために，1文

部省の害川元体育官及び学術第1，第2委員会の

岡日L森本，中尾の1教授より次のようないくつ

かの問題提起がたされ，口学歯との潤で調整のた

めの討議が行われ実施の運びとなった。

◎現在，学校歯科の大きな問題点は学校歯科医と

学校現場との間に教育活動のための話し！〈rL・がな

いため，保健教育と保健管理との調和が夜られな

いご

◎日本学校歯科医会は文部省の「小学校・歯の保

健指導の手引き」や，日学歯が発1：IIしている各種

の活動指針を中心にした会員のための研修活動が

行われたことはない，また，健康志向を目指す歯

科保健活動の意義やそのために積み重ねてきた診

断基準（CO，　GO）についても，学校歯科医や

学校への浸透は不卜分であり，これらの問題点を

徹底するためのワークショッフとしたい、

◎学校歯科を効果的なものにするためには，学校

歯科医の学校保健法第一条の意義や認識を高め，

学校保健法の一般的な「1標ど」ミ務的な目標の視点

を煮詰めることが大切である、

◎学校歯科の基礎講座的な性格を打ち出し，参加

者の知的でかつ行動的な面の高揚を目標にしたも

のを計画し，参加者が自ら考え，自ら行動する意

欲と発想の展開を高め，各地区に持ち帰り学校歯

科保健活動の活性化が図られるようなテーマを設

定すべきである．

◎本研修会の性格の一つに，学校歯科医との人間

関係論を高めるという重要なテーマがあることを

忘れてはならない

◎本ワークショッフを，中央研修会（日学歯）と

し各都道府県の研修会につなげることである。

　そのためには，各都道府県加盟団体から推薦さ



れた30～40歳代の研修医が中央研修の成：果につい

て地区に還冗する指導的役割を果たすようなワー

クショヅプでなければならない。

◎本研修会を，U本歯利医師会の研修制度（点数）

に連動する要項とし，ワークショップの内容やそ

の時間的な流れについて具体的方針を決めなけれ

ばならない。

　以上のことから，学校歯科の基礎的講座の性格
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を基本として，一つは一般的な目標に学校保健法

の認識の高揚を通して学校歯科医と学校との人間

関係論の問題と，二つめには具体的な日標として

健康診断の結果（3号様式の効果的な活用）から，

教育的な課題である保健教育と保健管理の調査を

求めた活動の展開について研修することになった

のである。

　　　　日本学校歯科医会常務理事　石川　実

学校歯科保健研修会開催要項

〈指導者養成研修セミナー（ワークシ・ップ）〉

趣旨　教育基本法の基本理念および学校保健法の

　施行によって，学校現場でそれぞれの職務が明

　確となり，学校歯科保健もまた教育目的を追究

　Lた活動を展開しつつある。

　　1体学校歯科医会は，児童生徒の歯科保健の

　現状と長期的な将来展望を踏まえ＿これからの

　学校歯科医の教育的な歯科保健活動の実践面等

　について質的転換を図るために，昭和63年度の

　事業計画に基づいて全国学校歯科医指導者養成

　研修セミナーを実施することとなった。

　　本研修会は，いわゆるワークショッフ形式に

　よるもので，研修参加者の自主的なディスカッ

　ショソを主体として学校歯科の問題点について

　ワークショップすることとした。

　　各加盟団体・会員のご協力により実りある研

　修会にしたいと念願している。

主催　社団法人日本学校歯科医会

後援　文部省，日本歯科医師会

協賛　ライナン株式会社

会場　福島・大阪・福岡・名Ll渥・埼玉・東京・

　　　愛媛

　研修会開催日及び参加者人数

　福島（昭和63．8．20，21）

　　　研修者44名，オブザーバー10名　計54名

　大　　阪　（日召1和63．12．17，　18）

　　　研修者53名，ナブザーバー15名　計68名

　福岡（平成1．1．28，29）

　　　研修者30名，オブザーパー－10名　計40名

　名古屋（平成1．7．8，9）

　　　研修者38名，オフザー・ミー12名　計50名

　埼玉（平成1．7．22，23）

　　　研修者27名，オブザーバー5名　計32名

　東京（平成1．7．29，30）

　　　研修者118名，オブザーバー24名　計142名

　愛媛（平成1．12．9，10）

　　　研修老37名，ナブザーバー16名　計53名

　　　研修者　　　347名　　合計　　439名

　　　オブザーバー　92名

講義①学校保健の理念と学校歯科保健の問題

　　　　点

　　　②健康診断の意義と3号様式の効果的な

　　　　活用法

ワークショップ

　①学校保健の理念を理解し，学校歯科医と学

　　校との関係改善を図ることができる。

　②健康診断の結果から，保健教育と保健管理

　　の調和を図ることができる。

ワークショップスタッフ

　ワークショップ・ディレクター

　　　　日本学校歯科医会専務理事　西連寺愛憲

　タスクフォース

　　　東京医科歯科大学歯学部教授　岡田昭五郎



98

　　明海大学歯学部教授　中尾　俊一

日本大学松戸歯学部教授　森本　　基

コンサルタント

　　　　　元文部省休育局体育官 吉田受一郎

学校歯科保健研修会日程
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学校歯科保健研修会開催にあたって

日本学校歯科医会会長加藤増夫

　歯学の著しい進歩と共に，学校歯科保健も関係

者各位の絶大なご尽力により活性化が進み，最近

の児童・生徒のう歯罹憲率も漸減の方向を示して

おり，WHOの提唱する西暦2000年における12歳

児のDMFT指数を3以下にする目標も現実視さ

れてまいりました、

　具体的に文部省の学校保健統計で昭和57年と62

年を比較いたしましても，小学校93。06→91．06，

中学校92．97→91．36，高等学校95．73→94．27（単

位は％），また12歳（中学1年）のDMFT指数は，

59年4．75本が62年には4．51本となっております。

　文部省におかれても歯科保健の重要性を考えら



れ，昭和53年「小学校／歯の保健指導の手引」

を発1・ij，これを推進するための「むし歯予防推進

指定校」の指定，日本学校保健会センター的事業

への委託として幼稚園から小学校・中学校までの

同一学区における一連の学校歯科保健の向上を企

図「むし歯予防啓発推進事業」の展閉と次々に打

ち出し，その執意を示されておるところでありま

す。

　今まさに学校歯科保健は注目され，今後に大き

な期待がよせられております。この期に学校歯科

医である会員の皆様とともに本研修会が開催され

ます事は真に意義深いところで，ご同慶に存ずる

次第です。

　本研修会は，「教育」を軸に，学校歯科医の教育
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的な歯科保健活動の実践而等について，ご参加の

先生方の自主的なディスカッションを主体として

学校歯科の問題点を探り，共に考えていくという

ワークショップ形式をとり入れております，

　僅か2日間ではございますが，本日ご参加の先

生方が地元へ戻られて指導者となり，後輩を育成

される時の一・助となれば幸いに存じます。

　ご参加の先生方の学校歯科保健推進に対する更

に一層のご支援ご協力を切望する次第でありま

す。

　本研修会にご支援ご協力を賜った関係加盟団体

ならびに開催県歯科医師会及びライナン株式会

社，同歯科衛生研究所に対し深甚の感謝と敬意を

表する次第であります。

学校保健の理念と学校歯科保健の問題点

元文部省体育局体育官吉田螢一一郎

1．　学校保健の意義と役割

　（1）学校保健とは

　「2）学校保健の領域・内容・機能

　　1）保健教育

　　2）　保健管琿

　　3）組織活動

2．　学校歯科保健の領域・内容・機能

　　1）　歯科保健教育

　　2）　歯科保健管理

　　3）　歯科保健に関する組織活動

3．　当而する学校教育の課題と歯科的な課題

　！1）教育課程の基準改善の方向

　（2）歯科からみた子供の課題

　（3）学校歯科保健活動の成果

4．　学校歯科医に期待されるもの

　（1）健康教育活性化の視点

　C2）歯科保健からみた学校保健安全計画の改

　　善・充実

　（3）歯の保健指導の改善・充実

　　1）　歯の保健i指導計画

　　2）　指導の進め方

　　3）　教材・教具の工夫

　　4）　指導の評価

　（4）学校保健委員会活性化の視点

　　1）　歯科保健からみて学校保健委員会に何を

　　　期待するか

　　2）学校保健委員会活性化へのadvise

　（5）学校歯科医の仕事
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学習指導要領改訂のねらいと主な改善点一

1．改善のねらいについて

　幼稚園および小・中・高等学校の学習指導要領

ぱ，昭和62年12月の教育課程審議会の答申を受け

て，これからの社会の変化とそれに伴う幼児児童

生徒の生活や意識の変容に配慮しつつ，生涯学習

の基礎を培うという観点に立ち，21世紀を目指し

社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成

を図ることを基本的なねらいとし，次のような方

針のもとに改訂された。

　○心の教育の充実

　○基礎・基本の重視と個性教育の推進

　○自己教育力の育成

　○文化と伝統の尊重と国際理解の推進

2。主な改善内容について

　（1）心の教育の充実

　この柱は，答申の改善のねらい「（1）豊かな心を

もち，たくましく生きる人間の育成を図ること刈

を受けたものである。豊かな人間性を培うといら

ことはこれまでも強調されてきたが，今回の改訂

では「たくましく生きる人間の育成」が特に強調

されている。そしてその際の観点として，次のよ

うな事柄を指摘しているのである。

　○真理を求める心や自然を愛し美しいものや崇

　　高なものに感動する心を育てること。

　○生命を尊重する心や他人を思いやる心を育て

　　ること。

　Cすごやかな精神と身休を育てること。

　○基本的な生活習慣を身につけ自らの意志で祉

　　会規範を守る態度を育てること。

　○自律・自制の心や強靱な意志と実践力を育て

　　ること。

　○自ら生きる目標を求めその実現に努める態度

　　を育てること。

　これらについては，各学校段階において幼児児

童生徒の発達段階や各教科等の特性に応じ，これ

らの指導の充実に努めなけれぼならないとしてい

る。

　そこで，このような極旨を受けて次のような事

項を主な改善内容としている。

　Dl　l幼稚園，小・中・高等学校において，自主

　　的，主体的に学習や生活をする力を育てる教

　　育の促進

　2’幼稚園における人とのかかわりをもつ力と

　　基本的な生活習慣や態度の育成の明確化

　◎　小・中学校における道徳教育の内容の重点

　　化と指導の充実

　り　高等学校における人間としての在り方生き

　　方の指導の充実と公民科の新設

　’5，小・中・高等学校において，自然とのふれ

　　合いや奉仕などの体験の重視

　とりわけ，保健，安全，学校給食にかかわる指

導にとって，（Tの「自主的，主体的に学習や生活

をする力を育てる教育の促進」¢の「高等学校に

おける入間としての在り方生き方の指導の充実」

は重要な意吹をもつものといえる。

　Tにかかわっては，小・中・高等学校の学習指

導要領総則3の体育に関する指導0）項で，「生涯を

通じて健康で安全な生活を送るための基礎が培わ

れるよう配慮しなければならない」とされ，保健，

安全などの健康に関する教育の充実が強調されて

いる、

　また，！きにかかわって，ホームノレームの内容の

示し方が「個人及び社会の一員としての在り方生

き方に関すること」の内容に位置付けられている。

　さらに，心の教育の充実とかかわって，小・中・

高等学校の保健の内容で心の健康についての充実

を図っている。

c2）基礎・基本の重視と個性教育の推進

　初等中等教育においては，人間の一生を通じて

の成長と発達の基礎を培い，国民として必要とさ

れる基礎的・基本的な内容を確実に身に付けさ

せ，個性を生かす教育の充実を図ることについて

は答申において強調されているところである。



　したがって，基礎・基本の定着を図り，一・人一

人の幼児児童生徒が個性を十分に発揮し，より主

体的に生きていくことのできる力を育てるという

観点かP・，次のような事項を主な改善内容として

いる。

　⑦　小・中・高等学校における各教科等の内容

　　の精選と…貫性の確保

　②　幼稚園教育のねらいおよび内容の明確化と

　　小学校低学年における生活科の新設

　③中学校における選択履修の幅の拡大と高等

　　学校における多様な科目の設置

　④　個に応じた指導の充実，特に中学校におけ

　　る習熟の程度に応じた指導の充実

　　　　　小学校一　一r　d　－一一中
　　　（1）体の発育と心の発達　　　　（1）

　　　　　　　　　　　　　　　　（2）健康と環境
　　　（2）けがの防止　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　I－→（3）傷害の防止
　　；（3）病気の予防　　　　　1　　（4）疾病の予防

　　　（4）健康な生活　　　　　　　　（5）健康と生活

日本学校歯科医会会誌62　）」・1990年1月／101

　　　　学
心身の機能の発達と心の健康

　とりわけ，①にかかわって体育および保健体育

の保健（保健学習）においては，次の事項を基本

として内容の改善が図られている。

　⑦　身体や精神の機能および発達に関するこ

　　と。

　2）　健康と環境に関すること。

　③　疾病や傷害の要因とその予防・防止に関す

　　ること。

　£　健康を保持増進するたあの適切な方法や制

　　度に関すること。

　このような柱を基本として，小・中・高等学校

の保健の内容は次のような大項目で構成されるこ

とになったのである。

校 　　（1）現灘蕪「

一
（2）環境と健康

（3）生涯を通じる健康

（4）集団の健康

　（3）自己教育力の育成

　これからの学校教育は，生涯学習の基礎を培う

ものとして，自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的

に対応できる能力の育成を重視する必要がある。

そのためには，自ら学ぶ目標を定め，何をどのよ

うに学ぶかという主体的な学習の仕方を身に付け

させるよう配慮することなどの必要性が答申で強

調されている。このような趣旨を受けて次のよろ

な事項を改善内容の電点にあげている。

　丁　各教科等において，思考力，判断力，表現

　　力などの能力の育成の充実

　◎　各教科等において，創造性の基礎となる論

　　理的思考力，想像力および直観力の育成の重

　　視

　③各教科等において，情報を適切に活用する

　　能力の育成および学習指導における情報手段

　　の活用の重視

　④　高等学校における家庭科の男子必修化

　⑤幼稚園，小・中・高等学校において，体験

　　的学習や問題解決的学習の充実

　保健や安全の教育においては，①，②とのかか

わりにおいて教科の保健はもちろんのこと，特別

活動の学級活動やホームルームにおける保健指

導，安全指導の授業においても，児童生徒の主体

的な学習がみられるような指導の工夫がいちだん

と重要になってきているということである。

　／4）文化と伝統の尊重と国際理解の推進

　国際化が進む中にあって，諸外国の人々の生活

や文化を理解し尊重するとともに，わが国の文化

と伝統を大切にする態度を育成することを重視し

ていく必要がある。このような答申の趣旨を受け

て，わが国の文化と伝統を尊重する態度の育成を

重視するとともに，iiL一界の文化や歴史についての

理解を深め，国際社会に生きる日本人としての資

質を養う観点から，次のような事項を主な改善内

容としている。

　①小・中学校における歴史学習の改善

　②　高等学校における地理歴史科の新設と世界

　　史の必修

　③　中・高等学校における古典学習の充実

　④中・高等学校における外国語によるコミュ

　　ニケーシ。ン能力の育成の重視

　⑤小・中・高等学校における国旗および国歌

　　の指導の充実　　　　　　　　（吉田螢一郎）
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健康診断の意義と第3号様式の効果的活用法

1．　学校における健康診断

　1）　健康診断

　健康診断とは，木来，疾病の状態を診るもので

はなく，健康の度合いを医師，歯科医師が専門的

な立場から判断するものである。しかし，健康状

態は相対的なものであるから，実際には，健康の

状態から疾病，異常の各段階について専門的な判

断を行うことである。

　2）学校における健康診断

　学校における健康診断は，学校保健で長く用い

られてきた「身体検査」が，昭和33年新しく学校

保健法が制定されるに及んで「健康診断」として

受け継がれた。

　実施内容は，ほとんど変化はなかったが，単な

る身体的測定ではなく，健康診断は積極的に健康

の保持増進を求めて，円滑に学校教育を進めるた

め，学校が児童・生徒の発育，健康状態を正しく

把握するため，毎年，定期に実施し，適切な事後

措置がとれるよう行うものであるc一

　以一Lのことから，学校で行う健康診断は治療を

前提として行う疾病の診断行為と一．．rsおのずと異な

るものである。

　3）　歯・口腔の健康診断

　学校における歯・口腔の健康診断は，歯・口腔

が正常に発育，発達しているかどうかを診査して，

その．Eで，歯・口腔の疾病や異常の状態を専門的

な立場から，教育上，あるいは，日常生活上，支

障があるかどうかを判断して事後措置につなぐ重

要な学校歯科医の任務である。

　文部省体育局長は昭和49年に通達で，歯・口腔

の健康診断の方法及び技術的水準について示して

いる。つまり，定期健康診断で，歯・口腔の診査

にあたっては，歯だけでなく，口角炎，口唇炎，

口内炎，唇裂，口蓋裂，舌小帯異常，その他の舌

異常，唾石などについても注意し，その結果を第

3号様式に記入することになっている。ただこの

時，歯の疾病及び異常の有無については，処置及

び指導を要する者の選定に重点をおくこと，それ

に歯周疾患，不正咬合，歯牙沈着物，過剰歯，円

錐歯，癒合歯，先天性欠除歯，エナズノし彩成不全

などの疾病及び異常の有無については，特に，処

置または矯正を要する程度のものを具休的に記入

することを指導している。また，補綴を要する場

合や斑状歯の多数発見された場合の注意も記され

ている。

2．　歯・ロ腔の疾病・異常の検出基準と留意事項

　1）　う歯の検出基準と第3号様式への記入

　学校保健法により，健康診断として「歯及び口

腔の疾病及び異常の有無」が検査項目として定め

られており，健康診断票は第2号様式および第3

号様式が用いられることになっている。

　検査及び記入の要領は以下述べる通りである。

　ア）現在歯，喪失歯，要注意乳歯及びう歯は記

　　号を用いて，歯式の該当歯に記入することに

　　なっている。

　イ）現在歯については，乳歯，永久歯とも該当

　　歯を斜線または連続横線で消すことになって

　　いる。

　ウ）喪失歯は永久歯だけにあるので該当歯に△

　　印を記入する。乳歯は脱落するものであるか

　　ら何も記入しない。

　エ）要注意乳歯は，以前は要抜去乳歯と言われ

　　たのであるが，限られた時間内での健康診断

　　では適切な処置内容についての判断は危険で

　　あるので，診療にあたって注意して診ていた

　　だくことの記号として×印を記する。

　オ）う歯については，乳歯は未処置う歯（C）と処

　　置う歯（○）とに分けて記載し，永久歯う歯に

　　ついては，未処置う歯をC1～C，の4度分類

　　で記入する。

　　　なお，この永久歯う蝕は4度分類で行われ，

　　次の通りである。
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第1度麺蝕（C】）　初期う蝕で，エナメル質のみ，または，象牙質の表層までう蝕が及んだと認められるもの

第2度鯖蝕（C2）　　う蝕が象牙質の深部にまで及んだが，歯髄は保存できると認められるもの

第3度隔蝕（C3）　　う蝕が髄腔まで達して，歯髄の保存は困難と認められるもの

第4度麺蝕（C4）　歯冠の崩壊が宮しく，い．｝っゆる残根状態になったもの

カ）処置歯とは，充填（ゴム充填を除く），補綴

　（金冠，金冠継続歯，架工義歯の支台歯等）に

　よって歯の機能をいとなむことができると認

　められるもので該当歯に○印を記入する、う

　歯の治療中のものや処置がしてあるが二次う

　蝕の発生しているものは処置歯には入れな

　い。

2）要観察歯

歯の健康診断にあたって，第1度う蝕であるか

どうか判断に苦しむことが少なくないし，治療勧

告にあたっても問題を生ずることが少なくない。

　日本学校歯科医会では，明らかなエナメル質の

軟化の認められないう蝕を疑わせる歯に対しては

う蝕の要観察歯CO（questionable　caries　for

observation）として適切な指導を行い，適当な

期間をおいて再診査するよう指導している。

　C1及びCOの基準は下記に示す通り。

検　　出　　の　　基　　準 記　号 事　　後　　措　　置

探針を用い，エナメル質に軟化した実質欠損が認

められる歯。

C1　　う歯の治療を受けるように指示する。

探針でう蝕とは判定できないが，う蝕の初期症状

（病変）を疑わせる所見を有する歯。　　　　　　；

（注）　褐色裂溝，平滑面の自濁斑，などが認めら　　　CO

　　れるが軟化した実質欠損は認められないもの。t

　　特に精密検査を必要とするものも含む。　　　i

歯ブラシ指導，生活指導など必要な指導を行

い，適当な時期に再診査する。

　3）歯周疾患の検出基準と第3号様式への記入

　　要領

　歯周疾患についての検出基準は，特に示されて

はいない。しかし，歯肉炎，歯槽膿漏について診

査し，判定結果を第3号様式に「あり」「なし」で

記入するようになっている。

　小学校の高学年以上にあっては，歯肉炎の発生

も高まってくることから，健康診断にあたっては，

歯垢・歯石の沈着状態，歯周ポケットの有無，そ

して出血や排膿，腫脹の状態などを診て，時には

動揺もチェックして判断をしなくてはならない。

歯周疾患が認められ処置を要すると思われる場合

には必要最少限の症状を記入し，指導や治療勧告

に利用できるようにしておきたい。

　4）　歯周疾患要観察者

　日本学校歯科医会では，委員会の答申をうけて，

不潔物の付着等による歯肉の色症があって指導を

要する者（歯周疾患要観察者，GO，　gingivitis　for

observation）を選び出し，学校における指導に

よって健全な歯周組織を保持させるようにしよう

と提唱している。

　その基準等は，下記に示す。

検　　出　　の　　基　　準 記入方法 事　　後　　措　　置

歯周組織に異常の認められない者　　　　　　　　1無　記

（注）も欝糊付着もな楠肉の炎症徴例

入　　現状を保つよう指導する。
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歯肉に軽度の炎症徴候が認められるが歯石の沈着　　G

は認められず，歯の清掃指導によって炎症徴候が

消退すると思われる者。

0　　学校において，歯みがき指導，生活指導

　　を重点的に行う。指導の結果や歯周組織

　　の状況について適当な時期に再診査する

（ア）歯肉に炎症徴候が認あら．21，かつ，歯石の沈

　着が認められて，歯石除去と歯の清掃指導が必

　要と思われる者。

（イ）歯肉炎，歯肉増殖症等が疑われ，精密検査な

　らびに処置を必要とする者。

あ　　り

（又はG）

歯科診療所等において，必要な医療精密

検査を受けるよう指示する。

　5）歯列不正の検出基準と第3号様式への記入

　　要領

　不正咬合についての具体的検出基準は示されて

いないが，特に矯正手術が必要と認められたり，

不良習慣の存在が確認されたり，歯列不正や咬合

状態が原因となって精神発達上好ましくない影響

が認められるようなこと，また，学習活動に悪い

影響がある場合には「あり」として専門医の診断

に委ねたい。

　6）　その他の歯・口腔の疾病異常と第3号様式

　　への記入要領

　う歯，歯周疾患，不正咬合以外の歯・口腔の疾

患についての検出基準は示されていないが，児童・

生徒の学習活動に支障を来たし，将来，健康上の

問題となる可能性のあるものについては，学校歯

科医の所見欄や備考欄を用いて必要事項を記載し

て，適切な指導が行われるようにする。

3．健康診断後の事後措置

　学校における健康診断の実施は，児童・生徒の

発育や健康状態を把握して，積極的に健康増進を

はかり，教育活動を円滑にすすめることを目的と

したものであるから，健康診断後の事後措置は極

めて重要である。

　その内容は

　1）　保｛建才旨導

　2）　予防処置の実施

　3）　早期治療の勧告

　4）　歯疾に対する治療勧告

　5）　ハイリスク児に対する個別対応

　6）　健康相談（本人及び保護者）

　7）　その他必要な事項

である．

（共体内容は省略）

4．　第3号様式の実践的活動

　各個人の健康診断の結果は，かなり詳細に個人

の健康情報として記載されている。この情報は，

このまま所定の年月保存されるのではたく，この

第3号様式の記載の完了した時から，具体的に学

校歯科保健活動が開始すると言っても過言ではな

い。ややもすると定期健康診断が終了するとその

年度の学校歯科医の活動が終了したとする者もい

なくはないので，このようなことのないよう学校

歯科医に対する教育，指導をすすめていかなくて

1まならない。

　第3号様式の活用には

　1）　児童・生徒の集団としての活川

　2）個人の歯科保健情報としての活用

がある。

　集団としては，学級，学年，学校の歯科保健の

現状把握とこれの分析，解析から，次にとるべき

歯科保健活動の方向を探ることができる一当然，

過去に行ってきた保健活動の評価としても重要な

役割をもっている。

　児童・生徒個人に対しては，どのような個人指

導をすすめたらよいかの情報であり，過去の指導

や治療勧告に基づいた成果についても具体的に示

されたものである。特に，ハイリスク児に対して

は，これからの対応をはじめ，極めて重要な判断

材料となる．有効に利用しなくてはならない。

　これらの資料が保健指導や健康相談などに，よ

り有効に活用されるため，担任教諭，養護教諭と

学校歯科医との間で第3号様式に記載されている

内容については十分な連携がとられ，内容が十分

に熟知されていることが望まれる。



資料1

　　児童・生徒・学生・幼児及び職員の健康

　　診断の方法及び技術的基準の補足的事項

　　について

　これは，施IJ規則等ではなく，その補足的な4）

・ノ）として1974年（H／｛和49勾も）　3月に出されたもの

で，いわゆる通達である，

　この中に歯および口腔に関連して，次のような

ことが述べられている

13　口腔の検査は口伯炎，11唇炎，口内炎．唇裂，

　口蓋裂，舌小帯異常その他の舌異常，唾石など

　についても注意することc

14　歯の険査は左記に留意して実施すること。

　（1）歯の疾病及び異常の有無の検査は，処置及

日本学校歯科医会会誌62り1990f卜1月／105

　び指導を要する者の選定に重点をおくこと。

t2）歯周痙患，不iE咬合，歯牙沈着物，過剰歯，

　円錐歯，癒合歯，完天性欠如歯，エナメル質

　形成不全などの疾病及び異常については，特

　に処置または矯Illを要する程度のものを具体

　的に所定欄に記入すること。

3／補てつを要する欠如歯，処置を要する不適

　当な義歯などのあるときは，その旨「学校歯

　科医所見」欄に記入すること．、

㈲　はん状歯のある者が多数発見された場合に

　は，その者の家庭における飲料水について竜

　注意すること。

　　（中学校／学校歯科医の活動指針

　　　　　　　　　　　　　　71ページより）
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資料2

〔（1・II田教授作成〕

歯・ロ腔の健康診断と事後措置の流れ図

　　　　　　　　　　　　　　　　　必要な医療を’受

　　　　　　　　　　　　　　　　　けるよう指示す

　　　　　　　　　　　　　　　　　る

必要な検査

専一IIlH矢と0）tllG炎

を’受けるよう指

示する

必r要なf防処置

特に必要な保健

指導

を受けるよう指

示する

現状を続けるよ

う指示する

歯・ロ腔の健康診断後の保健指導の流れ図

C：う歯　　　CO：要観察歯
G：歯周疾患　　GO：歯周疾患要観察者

全 員

　歯・［腔

の健康診断

健全な者 　C
　G
CとG
その他の

疾　患

ある者

ウ ウ

治療の勧告

　CO
　GO
COとGO
のみの者

ウ

で

の

活

ラ
レ
ほ
　
ニ
ロ

　
ク
ノ
　
　

オ

園
凋
ノ

校

・

掃

導

学

歯
清
指

その他の者

CとCO
CとGO

C，CO， GO
C，CO， G，

のある者

1

治療の勧告，

併行して学

校／園1で歯・

口腔の清掃，

生活指導
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不正咬合のある者（要治療者）の率　昭和56年歯科疾患実態調査
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上顎
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前突 合計
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女
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　曲線は，ニューヨーク州キングストンの男子児童の永久歯における幽蝕発生

の年問確率を示している。目盛りは半対数，M2：第2大臼歯　M1：第1大臼

歯　B2：第2小臼歯　B　1：第1小臼歯　C　1：犬歯12：1；ll切歯11：中切歯

（CARLos氏とGITTELsoHN氏の好意による）18

　　　E・Newbrun：Cario工ogy
　　　浜旧茂幸他訳：鯖蝕の科学，医歯薬出版，東京，15ページより引川
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　　　　年問砂糖消費批別歯牙年齢と年間う蝕発病率との関係

　〔荒谷真’1「t，竹内光春編：カップリングシュガーと虫歯，光琳，東京，昭和56年，13ページより

引用〕永久歯はとの歯も萌出後，数年の間に年間う蝕発生率のピークがある。年間1人当り砂糖消

費量が多い時にはこのピーク（図中×印）が早くなる。図4・1は下顎第1大臼歯についてのもの

で，わが国の過去最高に近い年間1人当り砂糖消費量27kgの時にはピークが1年以内であり，年
間う蝕発生率も高かったことがわかる。
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　　　学校歯科検診における鵬蝕の進行と反転

御茶の水大附属学校　昭和58，59年検診結果一塩野ら一

総歯数
変化なし
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編蝕進行
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第1大臼歯のう蝕の進行
　　　〔竹内光春：［腔衛生学（挫会口腔衛生編）永末書店，京都，昭和27年，

　　　38ペーンの表より作図〕
　昭fli10，11，12｛1神戸市平野小学校入学児童を卒業時まて追跡した結果である。

1年生の歯・口腔の診査て合計200歯のC1があったが，6年生の時点までC1の状

態のままて経過した歯が27歯あったということてある。なお，この当時の未処置

う歯はC1～C3の3度分類である。
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　昭和40年埼玉県朝霞市立第3小学校1～4年生について2年間追跡した結果で
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“学校における歯口清掃の基本的考え方と実演”

（財）ライオン歯科衛生研究所

　ライオン歯磨K．K．は大正2年より，企業活動

で得た利益の社会還元という精神に基づき，口腔

衛生普及活動を開始しました。そして，口腔衛生

の動機づけと歯みがき習慣育成のため，大正11年

より全国各小学校児童に歯みがき指導を開始しま

した。

　その後，この事業は財団法人ライオン歯科衛生

研究所に継続され現在に至っています。現在は小

学校だけでなく，幼稚園及び保育園でも実施して

おり，昨年は全国2552園・校で556，699名に実施

しました。

　今回は，実際学校で実施している方法の一部を

ご紹介して，先生方に忌琿のないご意見を頂戴し

たいと思っております。

　資料1　歯みがき指導の形態と準備品

　資料2　歯みがき指導の流れ

　資料3　染め出しの手順
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資料1．

　歯みがき指導の形態と準備品

資料2．

　歯みがき指導の流れ

　　　　　大集団指導

人数　300～900人

1　　　　，1、鱗ご　団　手旨　i導

1　　　　　　　30　～　50ノ＼

［

ト時間［ 30～　40分 40～45分

勾 容 方　　法　（例）

な　ぜ　挨拶，導入　　1歯の3つの働き

場所体育館，講堂，
　　　　広い教室

形　態 朝礼時の形態で低学

年を中心にする

　　1指導者［

531246年生
臼II目
　　　　　I　l
　　I

準備品

指導者

設　備

顎模型（大）

指導用歯ブラシ（大）

体操用レコード

（又はカセット）

指導用媒体（紙芝居

など）

スタントマイク，

レコードプレーヤー

（又はカセットレコ

ー ダー）

使用中の歯ブラシ

教室，水道設備のある

特別教室

普段授業を受ける状態

グループ単位

児　童

顎模型（大）

指導用歯ブラシ（大）

指導用媒体（OHPシート）

（個人指導用顎模型，歯ブ

ラシ）

染め出し剤，チェック用紙

やかん

OHP映写機

使川1ヤの歯ブラシ

　コツプ2コ

　タオル

手　鏡

1赤えんぴつ

歯をみがく理由

歯の大切さ

ウ蝕の恐しさ，害

1ウ蝕の出来方，

原因など

い　　つ 歯をみがく時

習慣

食後の歯みがき実施の

1確認

どのよ

う　に

うがいの仕方

1歯ブラシの選び
I

E方

孫1｝徽

歯ブラシの検査

（大きさ，取り換え

　時期）

嵩がき方法の瞬がき方囎

ど　こ1みがき方の分解

　　　験習

歯ブラシの持ち方

（第1，第2　ペン

グリップ）

歯並びを分解して練習

1（Sc－16ケ所，　R－16ケ
肪，F－19ケ所）

歯みがき体操
［

　　　Fまとめ［ まとめ 瞬と締
実行の約束

資料3．

　染め出しの手順

内 容 方 法 例

染め出しの説明 染め出し剤使用の理由

染め出しにあたっての注意

染　　め　　出 し

口腔内観察

歯　　み　　が　　き

（口　　　内　　　法）

歯ブラシの管理・保管

染め出し手順の説明

染め出し剤の使い方

染め出された部位を各自手鏡で確認（染め出された部位の指摘）

チェック用紙に記入

指導者が児童の口腔内を確認

各自・工夫して基本的な歯みがき方法で汚れを落とす

歯の萌出状態に応じたみがき方の指導

（第一大臼歯のみがき方，歯列不正部のみがき方）

補助用具の紹介

歯ブラシ使用後の注意と保管方法
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研修会事前アンケー一一ト（その1）

★参加者が研修会参加前に事前に記入

11）学校歯科医としての学校名と経験年数をご記入下さい。

（2）イ．先生の担当校には学校安全計画がありますか。

　　ロ．イの質問で「ある」と答えられた方は，次のa．b．cのいずれかを選んで下さい。

　　　　a：保健と安全の両方が含まれている。

　　　　b：保健と安全が別々に計画されている。

　　　　c：上記の計画で学校保健全般で行っている。

（3）先生の担当校では，歯の保健指導が学級指導やH・Rの全体計画の中に位置づけられていますか。

　a・b・c．dより選んで下さい．

　　　　a：し・なし・o

　　　　b：いる。

　　　　c：歯の保健指導として独立している。

　　　　d：保健指導計画の中に歯の保健指導は含まれている。

（4）学級で実施された保健指導の回数は，昭和63年度は何回でしたか。また，その時間は1単位でした

　か，もっと多かったですか。具体的にお書き下さい。

（5）先生の学校の歯の保健指導の目標は何ですか。

（6）先生の学校の規模と学校環境（地域環境）についてご記入下さい、

（7）先生の学校の学校保健委員会の開催状況についてご記入下さい。

（8）本研修会の研修課程のうち，何を一番勉強されたいですか。

（9）本研修会の運営について何が…番わかりにぐいですか。

⑩　本研修会の研修方法についてわからないところはどこですか。

（ll）イ．年間何回学校へいきますか。

　　ロ．そのうち定期健康診断以外は何回ですか。

　　ハ．健康相談は何回ですか。

⑫　執務記録簿はつけていますか。

＊回答はすべて別紙回答用紙にご記入下さい。
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アンケート回答用紙

　　　　　　　　　　　　都道府県名

フ　リ　ガナ

氏　　　名

（］）

担当学校名 経験年数 年

（2）イ ・ あ　る ・ な　い （2）ロ a　　・　b　　・　c

（3）

a　　・　　b　　・　　c　　・　　d

（具体的に）

（4） 回

（5）

（6）

（7）

（8）

（y）

（10

（1Dイ 回 ⑪ロ 回 ⑪ハ 回

（lz い　る いない
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研修会事前アンケート（その2）

都道府県名

フ　リ　ガナ

氏　　　名

ee次の各設問に対し，ある・ない等どちらかひとつに○印をつけて下さい。

ce回答はこの用紙にそのままご記入ドさい。

（A）学校保健安全計画

　　歯科保健の立場から年度の方針・重点を具申したり，原案作成委員会や学校保健委員会などに出席

　　して意見を述べる機会がありますか。

あ　る ● た　　い

（B）保健教育

　（1）保健学習について

　　　小学校6学年に歯科保健に関する内容がありますが教師からの求めによって，専門的な指導助言

　　　を行ったことがありますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　あ　る　　・　　な　い

（2）保健指導について

　イ．学級指導・ホームルームで

　　　歯科保健が最も多く扱われる場面なので，指導計画や指導法などについて，必要に応じ指導助

　　　言を行っていますか。

、・　る ・　　いない

学級指導・ホームルームの時，特に科学的な資料・情報についての相談が多いですか。

　　　　　　　　　　　　　多　い　　　・　　少ない

n．学校行事で

　学校歯科医が直接指導を行う機会が多い教育活動である健康診断のときや歯の衛生週間のとき

　　に講話などを行ったことがありますか。

　　　　　　　　　　　　　　あ　る　　・　　な　い

ハ．児童活動・生徒活動で

　　歯科保健に直接結びつく活動に保健委員会の活動がありますが，求めによって必要な指導助言

　　を行っていますか。

い　る ・　　いない

二．個別指導で

　　学級担任や養護教論に対して必要に応じ指導助言を行うことがありますか。

　　　　　　　　　　　　　　あ　る　　・　　な　い
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⑥　保健管理
　11）対人管理について

　　イ．健康診断と事後措置で

　　　　定期健康診断は，6月までに行われることになりますが，

　　　　て，十分意見を述べる機会がありますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　あ　る　　・　　な　い

ロ．健康相談で

　　歯科保健について問題を持つ児童生徒に対して，

　　がありますか。

あ　る ● な

その実施計画及び事後措置につい

年問を通じて計画的に相談や指導を行う機会

ハ．健康生活の実践状況の把握で

　　歯口清掃の状況，登生活の実態など歯科保健の立場からも，必要な内容を盛り込むようにした

　　り，染め出しなどの方法による検査も計画的に行っていますか。

　　　　　　　　　　　　　　　いる　・　いない

②　対物管理について

　イ．洗口場の整備・拡充で

　　　学校で計画を練る段階で，指導助言を行ったり，新設の場合には必ず意見を述べる機会があり

　　　ますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　あ　る　　・　　な　い

ロ，教具・教材の整備で

　　歯・口腔の模型，スライド， OHP用TPの整備について指導助言を行っていますか。

い　る ● いない

（D）組織活動

　（1）職員の協力体制について

　　　必要に応じて，職員保健委員会に出席することや学校保健安全計画については，年間の活動がど

　　　うなっているかをよく理解していますか。

い　る ● いない

「2）学校保健委員会について

　　必要なときに出席し，専門的立場から積極的に発言し，家庭を含めた地域ぐるみの歯科保健活動

　　が展開されるように推進していますか。

い　る いない

（3）地方医療機関・団体等との協力体制について

　　歯科領域においては，校外治療を効果的に推進するための体制を確立することが大切で，これに

積極的に協力していますか。

　　　　　　　　　　　　　　い　る いない
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学校歯科保健研修会ワークショップ報告評価表

★各班の発表につ1，．・て評価をしてもら） f遡」

班1 コ　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　ノ 、 　1A　　B　　C

A

班

B

班

C

班

D

班

…

E

班

F

班

記入上の注意

　1．　「コメγト」欄には，特記すべき問題点を記入の事

　2．　「評価A」欄は，立案した計画が適切であり，実施可能か，

）
，

1

［
つ

6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また内容の一貫性刀あるか，iから評価す・；　．

「評価B」欄は，内容をろまくまと’／）てあh，教師にやる気をおこさせるかとうかを評価＋る。

「評価C」欄は，発表について印象に残るもの・訴えるものがあったか，全体としての完成度乞評lllliす

る。

評価方法1．5段階法とする、　　良　普　悪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　5　4　3　2　1

自分の班についても，必ず評価する。
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1

　　　　　　　　　　　　研修会ポストアンケート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　）Jl
　★研修会に参加後記入

次の質問にお答え下さい。

　感じていることを「5」から「1」の範囲で○で示して下さい。

〔「5」（大変良い，非常に適切等）から「lj（大変悪い，極めて不適切等）までの評価〕

1）　ワークショヅプに参加してどうであったか

2）参加前の期待に対して実際はどうでしたか

3）参加するだけで意義がありましたか

4）　自ら考える事ができましたか

5）　他の参加者と十分，討議ができましたか

6）新しい知識が増えましたか

7）　計画された内容はどうでしたか

8）　2日間という日程は適切だと思いますか

9）　2日間の会の計画・運営・進行はどうでしたか

10）　これからの学校歯科医としての活動に対しては

D
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1

2．次の点についてご自由にお書き下さい。

　1）　これから取り一ヒげて欲しいテーマについて

2〕　今回のテーマ，内容等であまり適切でなかった点について

3）　計画や運営で改善したら良いと思われる点について
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【会員投稿】

大阪市における学校歯科保健活動

大阪d，学校保健会会長ri二団法人大阪巾学校歯科医会会長大崎 恭

　記録によれぼ，大阪市に学校歯科医が誕生した

のが大正15年2月13日，市長関一氏の時である。

浜野松太郎氏が大阪市嘱託となるにおよび浜野氏

が学校歯科保健活動の世話をするようになった。

大正時代の口腔衛生活動としては，大正13年2月

全市小学校巡回診療が行われている。それから口

腔衛生講演，講習会等が大阪市主催で行われるよ

うになったb又歯の衛生展覧会が昭和2年4月に

行われている。同年同月大阪学校歯科衛生協会発

会式が大阪中央公会堂で来会者百数十名の中で挙

行さ激，昭和2年5月5日に内務省中央社会事業

協会，ライナン本舗主催にて乳児愛護デー開始，

歯磨教練，歯の講話を行っている。昭和2年7月

の歯の衛生標語募集には応募者10万，中之島中央

公会堂にて授賞式を挙行，その1等賞が，

　　A．カシコイコドモハ　ハオミガキマス

　　B．ムシパカラ人ノ命二虫ガツク

　　C．歯モミガケ心モミガケ強クナレ

　　D．国ハ民カラ身体ハ歯カラ

ロ腔衛生運動，学校歯科保健運動はもりあがり，

大阪市の理解，協力により学校に浸透し，加うる

にライオン本舗，中山太陽堂等の民間商社の社

会活動が加わり，先輩各位の学校歯科保健活動に

よって学校歯科運動の揺らん期を迎えたのであ

る。上記標語1等賞の内B，Cは特に当時の学童

の発想にしては現実の状況にてらしてすばらしい

ものと驚くばかりである。尚，当時のう歯状況が

D．M．　F．歯数ではないが1ノ、平均う歯数が3．3～

4．8となっている，今より60余年前の成績である。

学校歯科医に関する法規，幼稚園歯科医会が出た

のが昭和6年2月23日勅令第144号である。又学

校歯科医職務規定が発令されたのが昭和7年2月

1日で文部省令第2号，学校教育法施行規則が昭

和25年5月23日で文部省令第11号，改正昭和28年

11月27日文部省令第25号，これによって学校には

学校医及び学校歯科医の必置制が決定されたので

ある、これより早く大正15年大阪市学校歯科医会

が設立されるや，中村松太郎氏が会長に就任し，

岡田秀章氏を経て戦時態勢下に至り活動中絶の感

ありしも昭和22年大阪府歯科医師会館に事務所を

設け岡田秀章，武下鬼一，小川信夫，川村敏行，

内海潤各会長を経て私が就任したわけであるが，

先輩各位の筆舌につくし難い労苦に対し，ただ頭

がさがる思いがする。本会を社団法人とする要望

は昭和33年平岡会長時代よりはじまり，次第に会

員よりの声も高くなり，昭和39年10月，第3回大

阪市学校歯科会員大会において「本会は社団法人

の資格をもって学童生徒，地域社会の歯科衛生普

及を計るべし」と決議され，これにより社団法人

設立準備を行う事になった。

　昭和40年1月21日法人に関する定款起草小委員

会開催審議，以後数回の会合を重ね昭和40年3月

27日に社団法人大阪市学校歯科医会設立総会が開

催されて法人としての定款その他すべて決定，昭

和43年2月法人登記完了，社団法人大阪市学校歯

科医会は誕生した。そして現在も政命指定都市と

して府県と同格に地方自治活動をしている。即ち

大阪市学校保健会の学校歯科医部会，学校医部会，

学校薬剤師部会，保健教育部会として学童生徒の

健康保持増進のための管理面，保健教育，保健指

導に関し研究し，実践し，大阪市教育委員会共催

にて学校現場に足をふみ年間を通じ永続的に行事

を企画し保健活動を続けているわけである。創立

64年間の伝統ある歴史を有して自主的に活発に活

動して来た本会の平成元年度の事業計画案をあげ

れば次の通りである。

　理事会，毎月2回（常務会を含む）開催

　支部長会　　年4回開催

　委員会（各種）　随時開催

　通常総会　　年2回開催
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さて，近年の社会情勢の急速な変動，

　　事業計画

新任学校歯科医研修会（毎年4月）

大阪市立小学校巡回歯磨指導

大阪市立幼稚園歯磨指導

子供の歯を守る懇談会（昭和47年度より）

学校保健委員会に講師派遣，指導助言

各学校，幼稚園，PTA，成人講座への講

師派遣

第40回11大都市学校保健協議会および前日

歯科医協議会参加（平成元年9月22口～24

日，於名古屋市）

大阪市立小学校の弗化物塗布実施

むし歯予防対策研究校及び文部省指定校に

対する指導2校1園＋1校

むし歯予防啓発事業（日本学校保健会）

平成元年度学校歯科保健研究協議会（文部

省日本学校歯科医会共催）（平成元年9月

12日～14日，於鹿児島県）

平成元年度第53回全国学校歯科保健研究大

会（平成元年10月27日（金），28日（土）於和

歌山県

平成元年度第39回全国学校保健研究大会，

および全国学校歯科医協議会参加（平成元

年11月16（木）－18日（土）於茨城県水戸市）

平成元年度大阪市学校歯科保健研究大会

（平成2年2月の予定）一昭和35年より実施

保健主事，養護教諭との学校歯科保健の研

修と懇談

学校歯科保健に関する調査，研究，資料，

資材の整備充実

大阪市学校歯科医会会報の発行（年4回）

関係団体，友好団体（特にP．T．　Aとの交

流を深める）との交流，情報交換

学校歯科医の生涯研修，研究会の開催及び

日学歯の伝達講習会

給食問題研究委員会

D．M．　F歯数調査

位相差顕微鏡管理運営

脊柱側攣症の調査研究

咬合力測定

　　　　　　　　　　　　　　　医療技術
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のめざましい進歩開発に伴い，多様化，複雑化し

ている環境，氾濫する情報が学童生徒の生活環境

を大きく変え，心身の健康に色々な新しい課題を

生じさせている事は御存知の通りである。

　1　近代化された生活環境の中で生れ，身体を

　　　きたえる場面がなくなった子供対策

9
山
り
Q
4
＝
」
設
U

母親の過保護時代対策

離乳期から母親の育児姿勢の検討

劣等感をもちやすい子供の増加対策

学童生徒同士の人間関係醸成

学童生徒と教師の人間関係醸成

　今や学校歯科保健は巾広い観点から考えねぽな

らない時代になって来た。今の子どもは遊ばなく

なった。学校から帰ると，テレビ，パソコンなど

が待っている，そこから何も創造的なものは生れ

てこない。遊びのない子どもの世界からは潤いの

ある人間関係はなくなりさびしい。そこには必然

的にストレスの蓄積と言う問題が起って来る。人

の健康は日々の生活の中で築きあげられ，守られ，

害されもする。生活を無視した健康もあり得ない

し，生活を離れた健康もありえない。歯の健康も

同じである。学校給食はただ食事を与えると言う

ことではない。学校教育の一環として栄養及び学

校歯科保健でやかましく言われている食生活の改

善，対人関係の育成など重要な役割をもってい

る。以上の事から考えても学校，家庭，地域社会

の連携の学校保健活動の推進が大切であり，その

ための方策を考究する事が現在の大きな課題であ

ろう。今や歯科医学，歯科医療は人間の最大の望

みである病苦から逃れ，健康と長寿を目標とする

ものになって来た。最近における科学技術文明の

急速で高度な発展とともに歯科医療も急速な発展

を遂げつつある医学医療も，臓器移植，人工授精

等の最先端において医に依って立つ基盤である倫

理や経済等の領域において新たなむずかしい問題

に直面している。今日まで20世紀をまっしぐらに

進んで来た歯科医学，歯科医療はあと10余年で21

世紀を迎える。その21世紀に活躍出来る生徒児童

の健康の保持増進に今全力をつくす事は我々学校

歯科保健関係者の責務であると言っても過言では

ない、　　　　　　　　（平成元年10月26日記）
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【会員投稿】

ある学校歯科医の日記

O月O日
　村上春樹の小説に「今日はデンチストのアポイ

ントもないし……」というフレーズが2～3か所

出てくるのだが，歯科の予約制がここまで浸透し

たということなのか、、よほどこの筆者は歯が悪い

のか。

　患者さんと予約をするとぎ「いつでもいいです

よ」と答える人，羨ましく思う。

o月o日
　日学歯の原稿を頼まれる。ええいめんどうだ，

この日記スタイルでいこうではないか。学校歯科

の会合にて，COやGOの取りあつかいについて

協議する。C1～C4まで検診するのも大変なの

に，さらに詳しく診るのか？　検診後の個別指導

について・その期間・また回数について・検診時

の記入の仕方・児童には知らせるのかどうか・養

護教員にこれ以上仕事をお願いすることができる

か，等の質疑があった。発想としては児童の歯を

削らないということで良いことなのだが，いざ行

なうとなると，まだ多くの問題があると思われま

す。

O月O日
　悪いことは一度に起こる。従業員が床にこぼれ

た水のうえを滑り，脳震巌を起こし，救急車で運

ぼれる。代診の先生はそのときのショックか，翌

日から熱が出たと仕事を休む。わずかの事で喧嘩

をした同居人（妻），子供を2人つれて昨夜より行

く先知れず。こうなると仕事は手に付かず未熟な

私，自己批判ぼかり。友人に相談すると，男の威

厳にかかわるから同居人には，謝るなといわれる。

O月O日
　脳震盛を起こした従業員は，お昼過ぎに退院。

事無きをえ，2～3日自宅療養。ショックの先生

は母親から電話があり，もう1日休むとのこと。

　行く先知れずの同居人は夕方帰宅，胸を撫で下

ろす。10年も連れそうと，頭のなかでは一人でも

何とかなるさ，独身時代にもどってよいではない

かと思っていたのですが。いざ，一人になると，

男は駄目です。男の威厳も何もかもあったもので

はありません。

　40歳を過ぎると，愛情の形態も変わってくるの

でしょうか。強き者汝の名は母。

O月O日
　8歳になる娘が，何度も私が同居人に謝ったか

どうか聞くのである。敵はいつのまにか3ノ＼にな

っていた。実は，まだ謝って無いのである。

0月O日
　朝，衛生士に，アルコールの匂いがすると注意

を受ける。昨夜役員会があり，新規に開業する先

生の審査をしていたため，飲入始めが遅くなり…

12時までにアルコールを切り上げなくてはあきま

へん。歯科医師急増問題である。京都には歯科大

学が無いためか？　急増と言ってもそんなに感じ

ないのですが。東京の友人なんかは，1日患者8人

とかで，患者にとっては医師を選べる時代になっ

たのではないかと思われます。そんな呑気な事も

言っておられず。厚生省・文部省が樽のなかの蛙

を腕を組んで見ている様です。蛙はドクター，樽

は保険における歯科の取り分を表わします。経済

大国日本，国民の健康ぐらい大幅に認めても……

O月O日
　サソフランシスコで地震，テレビによると大変

な被害の様です。美しい町並みが壊れるかと思う

と，心が痛みます。

O月O日
　エアータービンの水がつまって，困っています。

20年前に建てたビルなのですが，動脈硬化という

か，水道管がサビで水が汚れているのです。フィ

ルターを付けてもすぐに詰まってしまいまナ、，水

道管を新しくするしか方法はないようです。

　　　　　　　　（京都府学校歯科医会　熊本順彦）
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塵学校歯科保健のアルバム1■No．3

　ブー］・」ング指導は今口てはll腔衛dモ指導では常識というところ1てきている，j

　しかL古いころにはこれを日常生活の中に取込むために，歯磨訓練とか幽磨体操などがさかん

に行われた。

　その軌跡をたど一，てみよう、、

口はじめての歯磨練習口

　1917年（大正6年）の9月の歯科学報誌に

兵庫県豊岡町の仲澤重造という人の通信が

のっているが，それによると

　“豊岡小学校の校長に接触して，まず全

　校児竜に歯刷丁を寄贈していたが，昨年

　ライオン通俗講演会が小学校へ行・・たと

　ころ，大変反響があって，1296人の全員

　の歯科検査を行うことができた。その結

　果，他に比べてあまりよい成績でないこ

　とを校長につげ，何とかしようというこ

　とになって，歯刷子使用の徹底をはかる

　意味で練習をはじめた”（抄訳）

となっている。そして1年生に対し行って

いる写真1がのっており，

1　兵庫県豊岡小学校児帝の歯刷丁一教練

“

その方法は頗る簡単にして，歯刷子は

余より寄贈したる竹揚子を，歯磨粉はラ

　イオン歯磨1ポンド入りを購入し，之を

　紙袋に一定量を分与し，十数回に用ひせ

　しめ且つ口洗すべき茶椀は各自家庭より

　持ち来らしむ。

　　これらは凡て各自机中に納めしめ，之

　を練習時に持出して一・定場に集合せし

　め，歯刷子の使用法を徐々に練習会得せ

　しむるにあり”

　と述べている。そしてこの実施には校長

の平井慶次が深い理解を示したことに謝辞

を述べている。

　これが多分日本の小学校で歯磨の訓練を

はじめた最初のものであろうと思われる。

　いわゆる口内法で，実際に歯磨剤を用い

て行ったものであろう。

　このf中澤重造という人は，1883年（明治

16年）生れで，1914年（大正3年）に検定

試験で免許をとって，豊岡町に開業してい

たから，この時34歳位であった訳である。

　この時参考にしたのは，その頃日本に持

込まれ，各地で公開されていたニューヨー

ク［腔衛生委員会が作成したクリーブラン

ド市のマリオン小学校の活動をテーマにし

た“歯痛一Tooth　ache－”の中に出てく

るブラシングドリルの場面ではなかったか

と思われる。
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口米国のブラシングドリルの紹介口

　映画“歯痛”の中のブラシング指導の場

面がどんなものであったかについて詳しい

ことはわからないが，実際に口の中にブラ

シを入れて行っていたものらしく，かなり

自由なスタイルで行っていたのではないか

と思われる。

　1916年（大正5年）に歯科学報に紹介さ

れた米国の小学校児童が集団的に歯刷子を

使っている一枚の写真があるが，これをみ

るとその様子がわかる。（写真2）

2　歯刷子を与へられて喜ぶ米国児童

　これは寒い季節のもののようである。

　また，1915年（大正4年）の5月に，ニ

ューヨーク市で行われた“歯科衛生週間一

Dental　Hygiene　Week”の行事の紹介が

やはり歯科学報誌上にのっているが，その

5月24日から29日までいろいろな行事があ

ったが，29日の土曜日に各区から選ばれた
“歯刷子教練優等学級に対して標章を授与

するという式が行われた”となっている。

　このときには，そのやり方は教育局で決

めてあったらしく，その方法で行うことが

指示されている。

　この方法はニューヨーク州第2区歯科医

師会のきめたものであったようである。

　その方法は次のようであった。

「二三の児童に歯刷子歯磨粉「コップ」水

水盤をあてがい学級の面前にて此教練を行

はしめ級の全生徒に歯刷子紙製「コップ」

をあてがひ教導に倣はしむ。

　気を付け！（一列にならび腕を下げて右

手に歯刷子左手に「コップ」を持つ）

一　用意始め一浸せ（歯刷子を湿して）

二　外面（歯刷子を頬下に挿入し口を結ん

　で歯と歯銀を擦る）

　　左側一用意始め一数へる

　　　　　　　　　　　　一一十六，浸す

　　右側一用意始め一数へる

　　　　　　　　　　　　一一十六，浸す

　　前面一用意始め一数へる

　　　　　　　　　　　　一一十六，浸す

三内面（口を大きく開けて姿勢を正し顔

　を仰向ける）

　　上の左側一用意始め一一twへる

　　　　　　　　　　　　一一十六，浸す

　　上の右側一用意始め一数へる

　　　　　　　　　　　　一一十六，浸す

　　上の前面一用意始め一数へる

　　　　　　　　　　　　一一十六，浸す

　　下の左側一用意始め一数へる

　　　　　　　　　　　　一一“　e十六，浸す

　　下の右側一用意始め一数へる

　　　　　　　　　　　　一一十六，浸す

　　下の前面一用意始め一数へる

　　　　　　　　　　　　一一十六，浸す

四　咀囑面（活澱にi擦る）

　　上の左側一用意始め一数へる

　　　　　　　　　　　　一一十六，浸す

　　上の右側一用意始め一一数へる

　　　　　　　　　　　　一一十六，浸す

　　下の左側一用意始め一一twへる

　　　　　　　　　　　　一一十六，浸す



　　下の右側一用意始め一数へる

　　　　　　　　　　　　一一十六，浸す

五「コップ」の水を開けて

　　新に入れる一用意始め一数へる

　　　　　　　　　　　　　　　一一一i一十六

六口を漱いで一用意始め一数へる

　　　　　　　　　　　　　　　一一十六

七　歯刷子を灌いで一用意始め一数へる

　　　　　　　　　　　　　　　一一十六

　　（水気を水盤の上で振り払ふ）

（注意）　教導の数へ方は緩急なき様少し早

　　　目に活淡にする事但し歯刷子を水中

　　　に浸し又は振り払ふに充分余裕ある

　　　様にすること
o　o
材料

　一一一一一歯刷子，（児童自製の封筒に入れ学校

　　に持来せしむること）

　二　「コップ」（児童自製の紙製の方よろ

　　し，教導者の「コップ」は紙長之に水

　　を半分程容るべし）

　三　水差一個

　四　「ブリキ」製水盤一個　」

　これは，学級ごとに児童のリーダーの下

に学級全体が口内法で行うもののようであ

る。

　このコソクールというわけであるので，

すでにこのときまでに一定のパターンのも

のができあがっていたと考えられる。

　原文はわからないが多分Brushingdrill

となっていたものであろうが，この時には

歯刷子教練と訳されている。

　ブリジポートの小学校で，歯科衛生士が

学級でブラシングドリルを行っている写真

があるが，これは1916年（大正5年）に撮ら

れたもので，やはり口内法のようである。

（写真3）

　これらの写真からわかることは，そのこ
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3　プリシポート（歯刷子教練）

ろのブラシソグドリルは，米国では小規模

で実際にブラシを用いて行う方式が行われ

ていたようで，体操あるいは教練というよ

うな形式のものではなかったようである。

　仲澤によるものもこの影響を受けていた

と思われる。

　形が整うのはかなりあとのことである。

　しかし興味深いのは，少しあとの1930年

代のものと思われるが，ドイッで行われて

いたブラシソグドリルの写真である。　（写

真4）

4　‘‘Die　fleBigen　Zahnputzer”

　これを見るとかなり整然として行われて

いる様子で，アメリカのものとは少し違う

という印象を受ける。
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口歯磨体操の導入口

　米国から取込まれたいわゆるブラシソグ

ドリルは，一定の形式にまとめられてはい

ても，いつも実際に歯ブラシを用いて行う

もので，いわゆる口内法であった。

　従って洗面場とかバケツなどが用意され

ていたし，写真で見ると左手にはコップや

茶椀を持っているのが見られる。

　しかし，多くの人がふれているように，

その頃では日常生活の中に歯みがきという

習慣がそう広まっていなかったこともあ

り，まずブラシングそのものを習慣づけよ

うということに狙いがあったとみえて，ブ

ラシソグへの動機づけという立場から体操

形式のものが考えられたのでは／よいかと思

われる。

　そのころの体操は軍隊の影響を強く受

け，きわめて形式の整ったものであったの

で歯磨体操も当然そのようになったものと

思う。

　誰がそれに手をつけたかは正確にはわか

らないが，1923年（大正12年）7月26日に極

めて表徴的な出来事が記録されている。

　それは，当時世田谷にあった陸軍の野砲

第一聯隊の兵士たちに対して“歯磨教練”

が実施されたことである。（写真5）

5　軍隊に実施せる歯磨教練

　これにはライオン児童歯科院の院長の岡

本清縷と東京歯科医学専門学校の風間又四

郎とが指導に当ったと記されている。

　この写真では兵士達は，コップなどを

持っていないので口内法を行ったと思われ

る。

　壇上の人は，岡本ではないかと思われる

が，もしかするとこの時の形式を整えたの

に大きな役割を担っていたのかも知れな

いo

　しかし，ブラシングドリルの主流はやは

り実際に歯ブラシを使って行う口内法にあ

ったようで，1924年（大iL13年）頃の幼稚園

でのものや小学校のものなどをみるとそれ
カ’1うカ・カX2ク才tるo　C｛昇∫等6　・　7）

6．7　東劇llj女f’師範判；受！；！嘱幼網朝に於ける

　　歯磨教練実況



　また，この頃から多数のf供に一度に指

導を行うようになったらしく，全校児童を

一度に指導することもあったようである。

（写真8）

8　小学佼に於ける歯胤教縦！〔D

　この場合は屋外で行われている。多分，

洗口した水を地面に吐き出したものであろ

う。

　左手・にぱコッソを持っている。

　その頃，夏季の林間学校などでの指導で

ぱ，口外法も行われたらしく，そうしたス

ナップも拾い出すことができる。（写真9・

10）

9　小学校における歯浩教練（2）

、
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10　’J・学：校に｝5ける歯磨教練（ls）

　これらのものでは左手には何も持ってい

ない。

　また，この頃から校庭で本格的なマスゲ

ー ム形式の方法も行われるようになってき

たらしく，そんなスナップも見られるよう

にな．）た。（写真11・12）

11（」二），12（下）とも小学校における

　歯麿教練（4）（5）
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　1」内法で教練形式で行うことのいきつく

ところの1つとして，女学校などの屋内体

育館での実施が現れてくるのも1930年（昭

和5年）代のことである。（写真13）

13　女学校に於ける歯磨教練

口歯磨訓練大会口

　1930年（昭和5年）代に入ると学校歯科

の活動が盛んになってきた。

　一方では，いわゆる校内処置を中心とし

た活動とともに口腔衛生普及活動としての

ブラシソグ指導が広がりつつあった。

　学校歯科医の中でも，それを熱心に押し

進める人達もあり，ライオン歯磨でもこれ

についての巡1司指導を行い，その勢いを助

けていた。

　このような時・，1932年（昭和7年）の第5

回齪歯予防デーでは，東京市学校歯科医会

とライオン歯磨の共催という形で“歯磨教

練体育人会”が開かれることになった、，

　これには東京市教育局も後援として加わ

り，6月4［に東京・日比谷の野外音楽堂

広場で行われた。

　これは，続いて大阪の天王寺公園でも行

われた。（写真14）

14　第1回歯磨教練（天王寺痔楽堂前）

　その頃，我国に紹介され，注目を浴びて

いたチェコスロバキアの人国民運動である

ソコール祭の時のマスゲームをモデルにし

たと言われ，ブラシングドリルをマスゲー

ムの形式で行うように計画されたものであ

るQ

　それぞれ2000を越える児童が集まり，盛

大に行われた。

　米国ではこのような形のブラシングドリ

ルは行われておらず，その後もあまり行わ

れていない。

　日本で作られたものであろう。

　その翌年の1933年（昭和8年）の6月4日

は，丁度日曜日であったので一日早く6月

3日に東京は神宮外苑の競技場，大阪は天

王寺公園で行われた。（写真15）

15　神宮外苑に於ける歯磨教練体育大会



　第3回は，6月2日に東京は芝公園競

技場で，大阪は天王寺公園でそれぞれ

5，000名の児童が集まり開催された。（写

真16）

16　　　　　　　［〉

芝公園競技場に於ける

歯磨教練（第3回）

　この頃からこの歯磨教練大会は定着した

ようであり，戦後に復活した時に“歯磨訓

練大会”と改めて今日まで続けられてい

る。（写真17・18・19・20）
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　広報「日学歯」No．46にて既報のように第35回総会に於いて本会の定款の一部およ

び施行細則の一部が改正され，10月11日付をもって主務管庁の認可を得ましたので，

以下改正部分をお知らせいたします。

　また，定款・施行細則の全文を掲載いたしますので，本号を保存版としていただけ

れば幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　定款の新旧比較対照表

日ー 新

第2章第4条　この法人は，児童生徒の健康の

　保持増進（中略）寄与することを目的とする。

第3章第6条

一　正会員　都道府県，市の学校歯科医の団体

　の会員で，この法人の目的に賛同する者

2　代表会員は，都道府県および市の学校歯科

医の（中略）に属する正会員数を200で除し

て得た数（端数は切り上げる。）とする。

第7条　会員になろうとする者は，会費をそえ

　て入会届を会長に提出し，（中略）ただし，

　名誉会員に推せんされた者は入会届を必要と

　せず，本人の承諾をもって会員となる。

第9条　正会員が都道府県および市の学校歯科

　医の団体の会員たる資格を失ったときは同時

　にこの法人の正会員の資格を失うこととす

　る。

（第4章第13条に1項を追加する。）

第14条

2　副会長は，（中略）またはその職務を行な

互
（第20条に1項を追加する。）

第6章第32条　この法人の資産は，（中略）確

　実な方法より会長が保管する。

（付則を1項追加する。）

第2章第4条　この法人は，児童，生徒および

　教職員の健康の保持増進（中略）寄与するこ

　とを目的とする。

第3章第6条

一　正会員都道府県，市の学校歯科医の団体の

　会員ならびに医育機関に勤務する教育担当者

　で，この法人の目的に賛同する者

2　代表会員は，都道府県，市の学校歯科医の

　（中略）に属する正会員を200で除して得た

数（端数は切り上げる）とする。なお，医育

機関に勤務する教育担当者の中から1名を選

　ぶこととする。

第7条　会員になろうとする者は，会費を添え

　て入会申込書を会長に提出し，（中略）ただ

　し，名誉会員に推薦された者は，入会申込書

　を必要とせず，本人の承諾をもって会員とす

　亙。

第9条　正会員が都道府県，市の学校歯科医の

　団体の会員たる資格を失ったとき，および医

　育機関の職を失ったときは，同時にこの法人

　の正会員の資格を失うこととする。

第4章第13条

2　役員および代表会員は，互いに他を兼ねる

ことができない。

2　副会長は，（中略）またはその職務を代行

　する。

第20条

4　職員規程は，理事会の議決を経て別に定め

　る。

第6章第32条　この法人の資産は，（中略）確

　実な方法により会長が保管する。

付　則

5　この改正定款は，文部大臣の許可のあった

日（　年　　月 日）から施行する。
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施行細則について

日 新

第2章第4条　この法人に入会しようとする者

　は，（中略）正会員にあっては加盟団体を経

　て，この法人に提出しなければならない。

1～5　略
6　　　加盟団体名

第5条　会員が住所，（中略）正会員にあっては

　加盟団体を経て，速やかにこの法人に異動届

　（様式第2号）を提出しなければならない。

1　新旧住所，氏名，加盟団体名，勤務学校名

第6条　この法人を退会しようとする老は，

　（中略）を正会員にあっては加盟団体を経て速

　やかに（以下略）

1　会員の種類，加盟団体名，勤務学校名

第7条定款第6条の正会員で市の学校歯科医
　の団体の会員とは，指定都市の学校歯科医の

　団体または歯科医師会に属する会員をいう。

　賛助会員とは，（以下略）

第15条　正会員からこの法人に提出されるすべ

　ての書類および会費，負担金は，特別の理由

　ある場合を除き，加盟団体を経由しなけれぽ

　ならない。

第42条　会費および負担金は，定款第8条に定

　めのあるものを除くほか，その正会員の所属

　する加盟団体を経由して本会に納入するもの

とする。

（付則を1項追加する。）

第2章第4条　この法人に正会員として入会し

　ようとする者は，（中略）加盟団体を経て，

　医育機関に勤務する教育担当者は直接に，こ

の法人に提出しなけれぽならない。

　賛助会員，特別会員にあっては直接にこの

法人に提出しなけれぽならない。

1～5　略
6　　　加盟団体名または医育機関名

第5条　会員が住所，（中略）都道府県，市の

　正会員にあっては加盟団体を経て，それ以外

　の会員にあっては直接に，速やかにこの法人

　に異動届（様式第2号）を提出しなければな

　らない。

1　新旧の住所，氏名，加盟団体名または医育

　機関名，勤務学校名

第6条　この法人を退会しようとする者は，

　（中略）を都道府県，市の正会員にあっては

　加盟団体を経て，それ以外の会員にあっては

　直接に，速やかに（以下略）

1　会員の種類，加盟団体名または医育機関名，

　勤務学校名

第7条　定款第6条の正会員で市の学校歯科医

　の団体の会員とは，既に加盟している指定都

　市の学校歯科医の団体または歯科医師会に属

　する会員をいい，医育機関に勤務する教育担

当者とは大学の教授，助教授をいう。

賛助会員とは，（以下略）

　特別会員とは，この法人の事業を後援する

個人あるいは団体をいう。

第15条　正会員からこの法人に提出されるすべ

　ての書類および会費，負担金は，医育機関の

　教育担当者および特別の理由がある場合を除

　き，加盟団体を経由しなければならない。

第42条　会費および負担金は，定款第8条2項

　に定めのあるものを除くほか，都道府県，市

　の正会員にあっては加盟団体を経て，それ以

外の会員にあっては直接に，この法人に納入

　するものとする。

付則

7この改正細則は年月 日から施

行する。
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社団法人　日本学校歯科医会定款

第1章　総　則

（名　称）

第1条　この法人は，社団法人日本学校歯科医会（英語ではJAPAN　SCHOOL　DENTISTS°

　　　ASSOCIATION，略称J，　S．　D。　A．）という。

（事務所）

第2条　この法人は，事務所を東京都千代田区九段北4丁目1番20号におく。

第3条　この法人は，理事会の議決を経て必要な地に支部をおくことができる。

第2章目的および事業

（目　的）

第4条　この法人は，児童，生徒および教職員の健康の保持増進を図るため学校歯科保健に関する

　　　調査研究を行うとともに，学校保健の普及および振興に努め，もってその円滑な実施に寄与

　　　することを目的とする。

（事　業）

第5条　この法人は，前条の目的を達成するために次の事業を行う。

　　　一　学校歯科保健に関する調査研究

　　　二　学校歯科保健に関する研修会，研究発表会等の開催

　　　三　学校歯科保健関係団体に対する助成

　　　四　学校歯科保健に関する資料の収集および提供

　　　五機i関紙および刊行物の発行

　　　六　その他目的を達成するために必要な事業

第3章　会　員

（種　別）

第6条　この法人の会員は，次のとおりとする。

　　　一　正会員　都道府県，市の学校歯科医の団体の会員ならびに医育機関に勤務する教育担

　　　　　　　　　　当者で，この法人の目的に賛同する者

　　　二　代表会員　正会員の中から第2項の規定によって選ぼれた者

　　　三　賛助会員　この法人の目的に賛同し，事業に協力する者
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　　　四　特別会員　この法人の事業を後援する者

　　　五名誉会員この法人にとくに功労のあった者

　　2　代表会員は，都道府県，市の学校歯科医の団体を単位として，正会員によって選ぼれるも

　　　のとし，その選ぼれる数は，当該団体に属する正会員数を200で除して得た数（端数は切り

　　　上げる）とする。なお，医育機関に勤務する教育担当者の中から1名を選ぶこととする。

　　3　代表会員の任期は2年とし，再選を妨げない。

　　4　補欠または増員により選ぼれた代表会員の任期は，前任者または現任者の残任期間とする。

　（入　会）

第7条会員になろうとする者は，会費を添えて入会申込書を会長に提出し，理事会の承認を受け

　　　なけれぽならない。ただし，名誉会員に推薦された者は，入会申込書を必要とせず，本人の

　　　承諾をもって会員とする。

　（会　費）

第8条　この法人の会費および負担金は，会員の種別に応じて，総会の議決によりこれを定める。

　　　2　名誉会員は，会費を納めることを要しない。

　　　3　既納の会費は返還しない。

　（資格の喪失）

第9条正会員が都道府県，市の学校歯科医の団体の会員たる資格を失ったとき，および医育機関

　　　の職を失ったときは，同時にこの法人の正会員の資格を失うこととする。

　（退　会）

第10条　この法人を退会しようとする者は，理由を付して退会届を会長に提出しなけれぽならない。

　（除　名）

第11条　会員が次の各号の一に該当するときは，総会の議決を経て会長がこれを除名することがで

　　　　きる。

　　　一　この法人の名誉を傷つけ，またはこの法人の目的に違反する行為があったとき

　　　二　この法人の会員としての義務に違反したとき

　　　三　会費を1年以上滞納したとき

第4章　役員および職員

（役　員）

第12条　この法人には，次の役員をおく。

　　　一　理事25名以上30名以内（うち会長1名，

　　　二　監事2名または3名

（役員の選任）

副会長3名，専務理事1名，常務理事12名）
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第13条　理事および監事は，総会でこれを選任し，理事は互選で会長1名，副会長3名，専務理事

　　　1名，常務理事12名を定める。

　　2　役員および代表会員は，互いに他を兼ねることができない。

（理事の職務）

第14条　会長は，この法人を代表し，会務を統轄する。

　　2　副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，または欠けたときは，会長があらかじ

　　　め指名した順序により副会長がその職務を代理し，またはその職務を代行する。

　　3　専務理事は，会長および副会長を補佐し，理事会の議決に基づき，この法人の業務を掌理

　　　する。

　　4　常務理事は，会長，副会長および専務理事を補佐し，理事会および総会の議決に基づき，

　　　日常の業務を処理する。

　　5　理事は，理事会を組織し，この法人の業務を議決し，執行する。

（監事の職務）

第15条　監事は，この法人の業務および財産に関し，次の各号に規定する業務を行う。

　　　一　法人の財産の状況を監査すること

　　　二　理事の業務執行の状況を監査すること

　　　三　財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは，これを理事会およ

　　　　び総会または文部大臣に報告すること

　　　四　前号の報告をするために必要があるときは，理事会または総会を招集すること

　（役員の任期）

第16条　この法人の役員の任期は2年とし，再任を妨げない。

　　2　補欠または増員により選任された役員の任期は，前任者または現任者の残任期間とする。

　　3　役員は，任期満了後でも，後任者が就任するまでは，なお，その職務を行う。

　（役員の解任）

第17条　役員が次の各号の一に該当するときは，理事会および総会において，おのおの4分の3以

　　　上の議決により，会長がこれを解任することができる。

　　　一　心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき

　　　二　職務上の義務違反，その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

　（役員の報酬）

第18条　役員は，有給とすることができる。

　　2　役員の報酬は，理事会の議決を経て会長が定める。

　（名誉会長，顧問，参与）

第19条　この法人に，名誉会長，顧問および参与をおくことができる。
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　　2　名誉会長は，総会の議決を経，顧問および参与は理事会の議決を経て会長が委嘱する。

　　3　顧問および参与は，重要な事項について会長の諮問に応ずる。

　（職　員）

第20条　この法人の事務を処理するため，必要な職員をおく。

　　2　職員は会長が任免する。

　　3　職員は有給とする。

　　4　職員規定は，理事会の議決を経て別に定める。

第5章　会　議

（会議の種別）

第21条　会議は，総会および理事会とする。

（総会の招集）

第22条　総会は，通常総会と臨時総会とする。

　　2　通常総会は，毎年1回以上会長が招集する。

　　3　臨時総会は，理事会が必要と認めたとき，会長が招集する。

　　4　前項のほか，代表会員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項をしめして総会の

　　　開催を請求されたときは，会長はその請求のあった日から30日以内に臨時総会を開催しなけ

　　　ればならない。

　　5　総会の招集は，少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項，日時および場所を記載

　　　した書面をもって通知する。

（総会の議長）

第23条　総会の議長，副議長は，会議のつど代表会員の互選できめる。

（総会の議決事項）

第24条　総会は，この定款で定めるもののほか，次の事項を議決する。

　　　一　事業計画および収支予算についての事項

　　　二　事業報告および収支決算についての事項

　　　三　財産目録についての事項

　　　四　その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

（総会の定足数）

第25条　総会は，代表会員数の3分の2以上が出席しなければ，会議を開き議決することができな

　　　い。ただし，当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者および他の代表会員

　　　に委託した者は出席者とみなす。

　　2　総会の議事は，この定款で別に定めるものを除き，代表会員である出席者の過半数をもっ
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　　　て決し，可否同数のときは議長の決するところによる。

（会員への通知）

第26条　総会の議事の要領および議決した事項は，会員に通知する。

（理事会の招集）

第27条　理事会は，毎年2回以上会長が招集する。ただし，会長が必要と認めたとき，または理事

　　　現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたとき

　　　は，その請求があった日から15日以内に臨時理事会を開催しなけれぽならない。

　　2　理事会の議長は，会長とする。

（理事会の定足数）

第28条　理事会は，理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ，議事を開き議決することが

　　　できない。ただし，当該事項につき書面をもって，あらかじめ意思を表示した者は出席者と

　　　みなす。

　　2　理事会の議事は，この定款に別段の定めがあるものを除くほか，出席理事の過半数をもっ

　　　て決し，可否同数のときは議長の決するところによる。

（議事録）

第29条　すべての会議には，議事録を作成し，議長および出席代表2名以上が署名押印の上，これ

　　　を保存する。

第6章資産および会計

（資産の構成）

第30条　この法人の資産は，次のとおりとする。

　　　一　設立当初の財産目録に記載された財産

　　　二　会費

　　　三　資産から生ずる果実

　　　四　事業に伴う収入

　　　五　寄付金品

　　　六　その他の収入

　（資産の種別）

第31条　この法人の資産を分けて，基本財産と運用財産の2種とする。

　　2　基本財産は，次に掲げるもので構成する。

　　　一　設立当初の財産目録中，基本財産の部に記載された財産

　　　二　基本財産とすることを指定して寄付された財産

　　　三　理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
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　　3　運用財産は，基本財産以外の資産とする。

　（資産の管理）

第32条　この法人の資産は，会長が管理し，基本財産のうち現金は理事会の議決を経て定期預金と

　　　する等，確実な方法により会長が保管する。

　（基本財産の処分の制限）

第33条　基本財産は，譲渡し，交換し，担保に供し，または運用財産に繰り入れてはならない。た

　　　だし，この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは，理事会および総会の議決を

　　　経，かつ文部大臣の認可をうけて，その一部に限りこれらの処分をすることができる。

　（経費の支弁）

第34条　この法人の事業遂行に要する費用は，運用財産をもって支弁する。

　（事業計画および収支予算）

第35条　この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は会長が編成し，理事会および総会の議決

　　　を経て毎会計年度開始前に，文部大臣に届け出なけれぽならない。事業計画および収支予算

　　　を変更しようとする場合も同様とする。

　（収支決算）

第36条　この法人の収支決算は，会長が作成し，財産目録，事業報告書および財産増減事由書なら

　　　びに会員の移動状況書とともに監事の意見書をつけ，理事会および総会の承認を受けて，毎

　　　会計年度終了後3ヵ月以内に文部大臣に報告しなけれぽならない。

　　2　この法人の収支決算に剰余金があるときは，理事会の議決および総会の承認を受けて，そ

　　　の一部もしくは全部を基本財産に編入し，または翌年度に繰り越すものとする。

　（新たな義務の負担および借入金）

第37条　収支予算で定めるものを除くほか，新たに義務を負担し，または権利の放棄をしようとす

　　　るときは，理事会の議決を経，かつ文部大臣の承認を受けなけれぽならない。

　　2　借入金（その会計年度の収入金をもって償還する短期借入金を除く。）についても，前項と

　　　同様とする。

　（会計年度）

第38条　この法人の会計年度は，毎年4月1日に始まり，翌年3月31日に終わる。

第7章　定款の変更ならびに解散

（定款の変更）

第39条　この法人の定款は，理事会および総会において，おのおの現在数の4分の3以上の議決を

　　　経，かつ文部大臣の認可を受けなければ変更することができない。

（解　散）
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第40条　この法人の解散は，理事会および総会において，おのおの現在数の4分の3以上の議決を

　　　経，かつ文部大臣の許可を受けなけれぽならない。

（残余財産の処分）

第41条　この法人の解散に伴う残余財産は，理事会および総会において，おのおの現在数の4分の

　　　3以上の議決を経，かつ文部大臣の許可を受けて，この法人の目的に類似の目的を有する公

　　　益法人に寄付するものとする。

第8章　補　則

（書類および帳簿の備付等）

第42条　この法人の事務所には，次の書類および帳簿を備えなけれぽならない。ただし，他の法令

　　　により，これらに代わる書類および帳簿を備えたときはこの限りでない。

　　　一　定　款

　　　二　役員およびその他の職員の名簿および履歴書

　　　三　処務日誌

　　　四　定款に規定する機関の議事に関する書類

　　　五　収入支出に関する帳簿および証拠書類

　　　六　資産台帳および負債台帳

　　　七　官公署往復書類

　　　八　その他必要な書類および帳簿

　　2　前項第3号および第7号の書類および帳簿は1年以上，第4号の書類は永年，第5号の書

　　　類および帳簿は10年以上保存しなけれぽならない。

（細　則）

第43条　この定款施行についての細則は，理事会および総会の議決を経て別に定める。

付　　則

1　この定款は，主務官庁から認可された日（昭和46年11月25日）から施行する。

2　この法人は，従前日本学校歯科医会に属した権利義務の一切を承継する。

3　この改正定款は文部大臣の認可のあった日から施行し，昭和51年4月1日から適用する。

4　この改正定款は文部大臣の認可のあった日（昭和61年8月14日）から施行する。

5　この改正定款は文部大臣の認可のあった日（昭和63年5月14日）から施行する。

6　この改正定款は文部大臣の認可のあった日（平成元年10月11日）から施行する。
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社団法人　日本学校歯科医会定款施行細則

　第1章総　則

第1条この細則は，定款第43条の規定によりこれを定める。

第2条　この細則は，定款の施行および会務の運営管理に関する事柄を定め，この法人の円滑なる

　　　運営を計ることを目的とする。

　第2章　会　員

第3条会員とは，住所，氏名等を正式にこの法人に通知し，この法人の会員名簿に登録された者

　　　をいう。

第4条　この法人に正会員として入会しようとする者は，入会申込書（様式第1号）に次の事柄を

　　　記入し，署名捺印のうえ，正会員にあっては，加盟団体を経て，医育機関に勤務する教育担

　　　当者は直接に，この法人に提出しなけれぽならない。

　　　　賛助会員，特別会員にあっては直接に，この法人に提出しなけれぽならない。

　　　1　住所，氏名，生年月日，男女別

　　　2　出身学校名，卒業年月日

　　　3　担当学校名，就任年月日，所在地

　　　4　開業医にあっては，その名称，所在地，医育機関勤務者にあっては，その職名，名称，

　　　　　所在地

　　　5　加盟団体名または医育機関名

第5条　会員が住所，氏名，加盟団体または勤務学校等を変更したときは，次の事柄を記載して，

　　　都道府県，市の正会員にあっては加盟団体を経て，それ以外の会員にあっては直接に，速や

　　　かにこの法人に異動届（様式第2号）を提出しなけれぽならない。

　　　1　新旧住所，氏名，加盟団体名または医育機関名

　　　2　届出年月日

第6条　この法人を退会しようとする者は，理由を付して次の事柄を記載した退会届（様式第3号）

　　　を都道府県，市の正会員にあっては加盟団体を経て，それ以外の会員にあっては直接に，速

　　　やかにこの法人に提出しなけれぽならない。

　　　1　加盟団体名または医育機関名

　　　2　届出年月日，住所，氏名

第7条　定款第6条の正会員で市の学校歯科医の団体の会員とは，既に加盟している指定都市の学
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　　　校歯科医の団体または歯科医師会に属する会員をいい，医育機関に勤務する教育担当者とは

　　　大学の教授，助教授をいう。

　　　　賛助会員とは，正会員にあらざる歯科医師，教職員，その他この法人の目的事業の協力者

　　　をいう。

　　　　特別会員とは，この法人の事業を後援する個人あるいは団体をいう。

第8条　代表会員の選出は，定款第6条の第2項および加盟団体による。その数は，前年12月末日

　　　現在の正会員数できめる。

　　2　年度中途で補欠，増員により選出されたときは，選出後速やかに報告しなけれぽならない。

第9条定款第19条による名誉会長，顧問および参与の任期は，委嘱した会長の在任期間とする。

第10条　会員は，この法人の事業または学校歯科保健について意見を述べ，または調査研究の結果

　　　をこの法人の機関誌等に発表することができる。

第11条　会員は，この法人の発行する機関誌および刊行物等の無料配布を受け，または購入するこ

　　　とができる。

第12条　会員は，この法人の定款，規定および決議に従い，この法人の伝統を尊重し，会務の運営

　　　に協力し，つとめてこの法人の諸会合に出席するものとする。

第13条　会員は，児童生徒の保健管理，保健指導に従事するためにふさわしい人格の陶冶に心がけ

　　　るものとする。

第14条　会員は，この法人の役員，委員に任命されたときは，正当の理由ある場合を除き，これに

　　　就任しなけれぽならない。

第15条　正会員からこの法人に提出されるすべての書類および会費，負担金は，医育機関の教育担

　　　当者および特別の理由がある場合を除き，加盟団体を経由しなけれぽならない。

第16条　会員は，定款第11条の規定による処分に不服があるときは，その通知を受けた日から30日

　　　以内に，この法人に異議の申立をすることができる。

　　　　会長は，異議の申立があったときは，速やかにこれを理事会にはからなけれぽならない。

　　　　異議の申立および決定の手続に関する事柄については，そのつど理事会できめる。

　第3章　加盟団体および加盟団体長会

第17条　加盟団体長は，第4条，第5条，第6条のほか次の事柄に移動があった時は，速やかにこ

　　　の法人に報告しなければならない。

　　　1　事務所の所在地

　　　2　役員の住所，氏名

　　　3　代表会員の住所，氏名

　　　4　その他重要な事柄
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2　加盟団体長をもって加盟団体長会を簿成する。

3　加盟団体長会は，会長の諮問にこたえ，本会の運営に関する事項を協議し，本会と加盟団

　体間等の連絡協調をはかる機関とする。

　第4章　常務理事会

第18条　常務理事は，会長の旨を受けてその担当事務を掌理し，専務理事を補佐し，専務理事が事

　　　故あるときは，予め常務理事間できめた順位に従い，専務理事の職務を代理し，その欠けた

　　　ときはその職務を代行する。

　　2　会長，副会長，専務理事，常務理事をもって常務理事会を構成する。

　第5章　委員会

第19条　会長は必要に応じて委員を委嘱し，委員会を設置することができる。

第20条　委員は会長が委嘱する。

第21条　委員の任期は会長の在任期間とする。

第22条　委員は委員会を組織し，会長から付託された事柄を審議する。

第23条　委員会は11名以内とし互選により委員長，副委員長各1名を選出する。

第24条　委員長は委員会を代表し，その会務を処理する。副委員長は委員長を補佐し，委員長が事

　　　故あるときは，その業務を代理する。

第25条　委員長は付託された事柄につき年度毎に，またはその事柄が完了したときに，速やかにこ

　　　れを会長に報告しなければならない。

第26条　委員長は委員会の意見を会長に具申することができる。

第27条　委員長は必要に応じて小委員会を設置することができる。

第28条　この規定のほか，必要に応じて会長は委員会に関する規程を定めることができる。

　第6章　会　議

第29条　定款に定められた会議のほかに，この法人に常務理事会，加盟団体長会および委員会を置

　　　く。

第30条　常務理事会および加盟団体長会は必要に応じて会長がこれを招集して，その議長となる。

第31条　委員会は必要に応じて会長がこれを招集する。

　　　　委員会の議長は委員長とする。

　第7章　表彰および慶弔

第32条　この法人は個人または団体で，学校歯科保健の向上発展または会務に関し功労顕著の者で
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　　　次の各号に該当する者を理事会の議を経て表彰する。

　　　1　この会の会員で文部省関係の叙勲授章および大臣表彰を受けた者。

　　　2　会員外の者で会務または学校歯科保健に関し功労顕著な者。

　　　3　地域学校歯科保健活動に功績のあった者で，加盟団体長より推せんされた者。

第33条　表彰は表彰状の授与，記念品贈与その他とし，そのつど理事会の議を経て，会長がこれを

　　　決定する。

第34条　第32条1号に該当する者の表慶基準をつぎのように定める。

　　　なおそれぞれの受賞に応じ，重ねて顕彰するものとする。

受賞区分 祝 意 顕　　彰

叙 勲 会長祝文（電） 予算総会で
表彰状と記
念品贈与

薙綬韓除長微（馴 〃

文部大臣表酬会長祝電 〃

第35条　この会の弔慰基準をつぎのように定める。

　　　なおこの基準により難いときは会長の応急処分事項とする。

区釧供花匿刺弔電
役 員

加　　　盟
団　体　長

代表会員

長
会
員
同

会
　
役
一

花
花
生
供

〃

供花　会長
供花　　会

供花　会長

20，　OOO円

10，000円

10，　OOO円

会　　　長
役員一同

会 長

会 長

匡分1供花1香典1弔電
前　・　元
役　　　員

前・元加盟
団　体　長

削　　゜　兀

代表会員

花輪会長
供花　　会

供花　会長

供花　会長

会 長

会 長

会 長

生花および花輪料は15，000円以内とし，供花料は5，000円とする。

　第8章資産および会計

第36条　この会の運用財産のうちに運営基金をおくことができる。

第37条　運営基金には翌年度への繰越金のうち，その一部又は全部を総会の議を経て繰り入れるこ

　　　とができる。

第38条　運営基金はこの会の予算執行資金に一時流用することができる。

　　　ただし，その年度内に流用した金額は，その年度内に戻入しなければならない。

第39条　次の事柄は，専務理事の決裁でこれを執行する。ただし，日常使用する物品の出納は職員

　　　にこれを任せることを妨げない。

　　　1　諸収入の受納
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　　　2　経費の支出

　　　3　物品の出納

第40条　この法人の備品は専務理事が保管の責を負う。

　第9章会費および負担金

第41条　この法人の会費および負担金は次のとおりとする。

　　　1　正会員　　年額　　7，000円

　　　2　賛助会員　年額　　2，000円

　　　3　特別会員　年額　20，000円

第42条　会費および負担金は，定款第8条2項に定めのあるものを除くほか，都道府県，市の正会

　　　員にあっては加盟団体を経て，それ以外の会員にあっては直接に，この法人に納入するもの

　　　とする。

（会費・負担金の微収および納期）

第43条　加盟団体は前条に規定する会費・負担金を徴収し，本会に送金するものとする。

　　2　前項の会費・負担金は他の規則に別段の定めのあるものを除くほか，その年度の7月31日

　　　までに本会に送金しなければならない。ただし会費を分納する場合は前期分は5月31日まで

　　　に，後期分は11月30日までにそれぞれ送金するものとする。

第44条　会長は，特別の事情ある会員に対して，理事会の議決を経て会費，負担金等の一部または

　　　全部に対して減免することができる。

第45条　この法人の職員，その他の給与に関して必要な事柄は理事会できめる。

第46条　この細則に定めるものの外，財産の管理および会計に関Lて必要な事柄は，総会の議決で

　　　これを定める。

第47条　この施行細則は，総会の議を経なければ変更することがでぎない。

付　則

1　この施行細則は昭和47年10月8口から施行する。

2　この改正細則は昭和48年5月10日から施行する。

3　この改正細則は昭和51年4月1日から施行する。

4　この改正細則は昭和52年4月1日から施行する。

5　この改正細則は昭和53年4月1日から施行する．

6　この改正細則は昭和55年4月1日から施行する。

7　この改正細則は平成元年10月11日から施行する。
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社団法人日本学校歯科医会加盟団体名簿（平成元年12月）

会名

北海道歯科医師会

札幌歯科医師会学校歯科医会

青森県学校歯科医会

岩手県歯科医師会

秋田県爾科医師会

宮城県学校歯科医会

山形県歯科医師会

福島県歯科医師会学校歯科医部会

茨城県歯科医師会

栃木県歯科医師会

群馬県学校歯科医会

千葉県歯科医師会

埼玉県歯科医師会

東京都学校歯科医会

神奈川県歯科医師会学校歯科部会

　　横浜市学校歯科医会

　　川崎市歯科医師会学校1婚：摘；

山梨県歯科医師会

長野県歯科医師会

新潟県歯科医師会

静岡県学校歯科医会

受知県歯科医師会

　　名古屋市学校歯科医会

岐阜県歯科医師会学校歯科部

三重県歯科医師会

富山県学校歯科医会

石川県歯科医師会学校保健蓄二会

福井県学校歯科医会

滋賀県歯科医師会

和歌山県学校歯科医会

奈良県歯科医師会歯科衛生諺

京都府学校歯科医会

大阪府学校歯科医会

　　大阪市学校歯科医会

兵庫県学校歯科医会

　　神戸市学校歯科医会

岡山県歯科医師会学校歯科医部会

鳥取県歯科医師会

会長名　　　〒

庄内　宗夫　060

尾崎　精一　〇64

熊谷　　淳　030

赤坂　栄吉　020

遠藤　一秋　010

斎藤　　昇　980

有景　　満　990

田代　隆一　960

秋山　友蔵　310

愼石　武則　320

神戸　義二　371

横田　　弘　260

関口　恵造　336

高橋　一夫　102

加藤　増夫　231

森田　純司　231

田辺　久衛　210

武井　芳弘　400

草薙　雄進　380

太田　丈夫　950

坂本　豊美　422

宮下　和人　460

田熊　　恒寿　　460

総山　和雄　500

田中　勇雄　514

黒木　正直　930

竹内　太郎　920

天谷　信哉　910

久木　竹久　520

辻本　信輝　640

福岡　保郎　630

長谷川博久　603

阪本　義樹　543

大崎　　恭　〃

村井　俊郎　650

岡田　一三　〃

森本　太郎　700

上田　　務　680

所在地

札幌市中央区大通西7－2

札幌市中央区南七条西10丁目
　　　　　　　　　札幌歯科医師会内

青森市長島1－6－9　東京生命ビル7F

盛岡市下の橋2－2

秋田市山王2－7－44

仙台市青葉区国分町1－6－7
　　　　　　　　　県歯科医師会内

山形市十日町2－4－35

福島市仲間町6－6

水戸市見和2－292

宇都宮市一の沢町508

前橋市大友町1－5－17　県歯科医師会内

千葉市千葉港5－25　医療センター内

浦和市高砂3－13－3　衛生会館内

千代田区九段北4－1－20　歯科医師会館内

横浜市中区住吉町6－68

横浜市中区住吉町6－68　市歯科医師会内

川崎市川崎区砂子2－10－10

甲府市大手町1－4－1

長野市岡田町96

新潟市堀之内南3－8－13

静岡市曲金3－3－10　県歯科医師会内

名古堅市中区丸ノ内3－5－18

名古屋市中区三ノ丸3－1－1市教育委員会内

岐阜市加納城南通1－18
　　　　　　　県口腔保健セン六一内

津市東丸ノ内17－1

富山市新総曲輸1
　　　　県教育委員会福利保健課内

金沢市神宮寺3－20－5

福井市大願寺3－4－1

大津市京町4－3－28　県厚生会館内

和歌山市築港1－4－7　県歯科医師会内

奈良市二条町2－9－2

京都市北区柴野東御所田町33
　　　　　　　　　府歯科医師会内

大阪市天王寺区堂ケ芝1－3－27
　　　　　　　　　府歯科医師会内

　　　　　　　〃
神戸市中央区i1」本通5－7－18

　　　　　　　　　県歯科医師会内

神戸市中央区山本通5－7－17
　　　　　　　　　市歯科医師会内

岡山市石関町1－5

鳥取市吉方温泉3－751－5

　重話

　011－231－0945

　011－511－1543

　0177－34－5695

　0196－52－1451

　0188－23－4562

　022－222－5960

　0236－22－2913

　0245－23－3266

0292－52－2561～2

0286－48－0471～2

　0272－52－0391

　0472－41－6471

0488－29－2323～5

　　03－261－1675

　045－681－2172

　045－681－1553

　044－233－4494

　0552－52－6481

0262－27－5711～2

　0252－83－3030

　0542－83－2591

　052－962－9101

　052－961－1111

0582－74－6116～9

　0592－27－6488

　0764－32－4754

0762－51－1010～1

　0776－21－5511

　0775－23－2787

　0734－28－3411

0742－33－0861～2

　075－441－7171

　06－772－881～8

　　　〃

078－351－4181～8

　078－351－0087

　0862－24－1255

　0857－23－2622
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広島県歯科医師会

島根県学校歯科医会

山口県歯科医師会

範島県学校歯科医会

香川県学校歯科医会

愛媛県歯科医師会

高知県学校歯科医会

福岡県学校歯科医会

　　福岡市学校歯科医会

佐賀県学校歯科医会

長崎県歯科医師会

大分県歯科医師会

熊本県歯科医師会

宮崎県歯科医師会

鹿児島県学校歯科医会

沖縄県歯科医師会学校歯科医会

松島

了ラ百

豪蕾

白神

湖崎

田窪

坂本

有吉

悌二

　陽

　稔

　進

武敬

才祐

良作

茂實

升井健三郎

藤川　重義

寺谷　雄一

吉村　益見

宇治　寿康

野村　靖夫

瀬口　紀夫

西平　守廣

730　広島市中区富：ヒ見町11－9

690　松江市南田町141－9　県歯科臣．市会内

753　山口市吉敷字芝添3238

770　徳島市北田宮1－8－65県歯科医師会内

760　高松市錦町1－9－1　県歯科医師会内

790　松山市柳井町2－6－2

780高知市比島町4－5－20県歯科医師会内

81・福肺中央1×二焔1－’2貢鶏科臨納

〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

840　佐賀市鬼丸町10－46　市歯科医師会内

850　長崎市茂里町3－19

870　大分市王子新町6－1

860　熊本市坪井2－3－6

880宮崎市清水1－12－2

892　鹿児島市照国町13－15　県歯科医師会内

901－21　浦添市字港川1－36－3県歯科医師会内

　0822－41－4197

　0852－24－2725

　0839－23－1820

　0886－31－3977

　0878－51－4965

　0899－33－4371

　0888－24－3400
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鵬
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住所

神奈川県横浜市金沢区寺前2－2－25

山形県鶴岡市山王町7－21

東京都文京区関口1－17－4

大阪府四条暖市楠公2－8－25

東京都練馬区向山1－14－17

宮城県仙台市青葉区五橋2－11－1
　　　　　　　　　　　　ショーヶ一本館ごル11F

埼玉県川口市飯塚3－9－18

千葉市富士見2－1－1　ニュー千葉ビル内

東京都練馬区東大泉6－46－7

東京都荒川区西日暮里5－14－12　太陽歯科

東京都練馬区土支田3－24－17

神奈川県横須賀市ハイランド1－55－3

京都市上京区河原町通今出川西入上11　≡芳町150－2

大阪市住吉区住吉1－7－34

兵庫県伊丹市伊丹5－4－23

和歌山市上野町1－1－2　浅見ビル内

811－32福岡県宗像郡福間町2745－10

031　　青森県八戸市大字大工町16－2

316　　茨城県日立市国分町3－10－9

372　　群馬県伊勢崎市本町5－7

電話
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京都市中京区河原町通二条上ル清水町359
　　　　　　　　　　　　　　　　窪田ビル2F

大阪市阿倍野区阿倍野筋4－3－10

兵庫県神戸市兵庫区神明町1－24

愛媛県松山市木屋町2－2－17

鹿児島県鹿屋市西大手町6－1

東京都港区西新橋2－3－2　ニュー栄和ビ・レ4F

神奈川県横浜市港北区富士塚1－11－12

京都市南区吉祥院高畑町102

東京都港区赤坂7－6－63

東京都練馬区貫井2－2－5

和歌山市中之島716

大阪市東住吉区南田辺2－1－8

青森県弘前市蔵王町3

福岡県北九州市八幡東区尾倉1－5－31

東京都墨田区立花3－10－5－801

東京都町田市中町1－2－2　森町ビル

東京都千代田区神田錦町1－12

滋賀県守山市守山56－1

大阪市堺市上野芝町1－25－14

長野県伊那市入ナ｝1町3312
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」

編集後記

　その圧痛は突然おそってきました。胸の中央部が急にしめつけられるような吐気をともなう激痛で

す。胸が苦しくて空気が十分に吸えない呼吸困難の状態にも陥ってしまったようです。昨年の秋の夜

半，友人とサウナに入り一日の疲れをとり歩き出して間もなくのことでした。10分ほどしゃごみ込んで

安静にしていても冷や汗が止らず，圧痛ぱ増すぼかりです。

　友人は小生の制止も聞かず，救急車を呼び東京女子医大に運んで下さいました。自分は過去に病気ら

しい病気をしたことがなく健康にはかなりの自信をもっていましたのて，なにが自分に起きているのか

さっぱり解りません。苦しみながらもこの胸の激痛も，嘔吐感も今に消えていくものだと軽く考えてさ

えいました。しかし救急医療室の当直の先生方ぱ血相を変え，血圧測定，心電図測定を行い「心筋梗塞」

の発作と診断して，C・C・U（心筋梗塞の急性期の治療を専門に行う重症室）に入院，手当てをして下

さいました。心臓マッ†一ジ，人口呼吸，電気ショック，大腿のつけ根にある動脈からバルーン（ゴム

風船）のついたカテーテルを挿入してバルーンを膨張，収縮させ，心臓の働きを補助する大動脈内バ・レ

ー ン・パンビング法治療と五時間余にわたる息もつかせぬ手当てが続けられたそうです。その間，幸か

　　　　　へ馬織はしっかりしており，かけつけた家族に先生が「手をつくすだけばつくしました。あ
　　　　　つ　　び
＿・よ大命を待つぱかウです。」と説明している言葉や「血圧が全然あがらない。あx・残念だがこ？や

ダメだ」などと言っている言葉がはっきり聞こえる。「俺はもう死ぬのか！人間はずいぶん，あっげな

く死んでしまうものなんだなあ」と考えているうち夜明けと共に意識はなくなっていきました。80時

闘後，生と死の堺をさまよったあげく奇跡の生還をし，バイパスの手術も成功して．今はおかげ様て平

成2年の新年を億やかに迎えようとしております。

　当直医に「湯浅さん，あなたぱ全く運が良いですよ。普通は100ノ、の内99人は命をおとしているんで

すよ」といわれました。

「心筋梗塞」は急激に襲ってくる発作ですが，前触れは必ずあるそうです。過去一年の間に3，4回左

胸の下部がキニッと痛んだ症状を経験した学校歯科医の先生方，「俺だ1ナは大丈夫」と小生のように自

己過信をなさらず，十分に健康診断を受けて下さい。

　生と死は紙一重です。

　命あっての学校歯科保健ですから。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（湯浅）
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